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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

総括研究報告書

臓器・組織移植医療における医療者の負担軽減、環境改善に資する研究

研究代表者 横田 裕行 日本体育大学大学院保健医療学研究科 研究科長・教授

研究要旨：

臓器提供数は新型コロナウイルス感染症の収束とともに同感染症拡大前と比較しても増加傾向

にある。しかし、その数は他の先進諸国と比較すると未だ少ない。その理由として、救急や脳外

科施設など臓器提供施設における負担や脳死とされうる状態になった患者家族に対して臓器提供

に関する情報提示が十分になされていないことが指摘されている。過去の我々の研究で明らかに

したように、五類型施設の体制整備状況や患者家族へ選択肢提示を行う困難性、臓器提供時の煩

雑な手順等々による臓器移植に係る様々な負担が原因である。それらの課題を解決するために当

研究班では４つのポイントを中心に検討を行った。すなわち、①臓器・組織提供の可能性を有す

る患者家族の意思決定支援のために、入院時重症患者対応メディエーター、及び移植コーディネ

ーターの連携モデル提案、②法的脳死判定のための転院搬送を含めた地域における五類型施設間

の情報共有と支援体制構築、➂関連学会での啓発活動や市民公開講座開催や中高生を対象とした

学校教育、④移植医の負担軽減のために効率的な臓器摘出体制の構築である。➀に関しては入院

時重症患者対応メディエーター養成のための講習会を積極的に開催し、令和 5 年度末には計 900

名の受講が完了する予定である。②に関しては地域連携として臓器提供時の様々な手順に関する

支援や情報共有等や脳死判定のための転院搬送体制構築、➂に関しては普及啓発のために講習会

開催、教育機関での教育、④に関しては移植医の負担軽減のための相互互助制度構築や手術器械

の調達と搬送の外部委託を行い、実際の事例も経験した。また、併せて関連学会の協力を得て海

外渡航移植の実態を秋赤にすることができた。

研究分担者（順不同）

横堀 將司 日本医科大学大学院医学研究科

救急医学分野 教授

荒木 尚 埼玉医科大学医学部 教授

織田 順 東京医科大学救急・災害医学分野

兼任教授

久志本成樹 東北大学大学院医学系研究科外科

病態学講座救急医学分野 教授

朝居 朋子 藤田医科大学保健衛生学部看護学科

准教授

三宅 康史 帝京大学医学部救急医学講座 教授

田中 秀治 国士館大学大学院救急ｼｽﾃﾑ研究科

教授

名取 良弘 飯塚病院特任副院長、脳神経外科部長

山勢 博彰 山口大学大学院医学系研究科

保健学専攻 教授

渥美 生弘 聖隷浜松病院救命救急センター

センター長

加藤 庸子 藤田医科大学ばんたね病院脳神外科

教授

江口 晋 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

移植・消化器外科学 教授
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黒田 泰弘 香川大学医学部救急災害医学講座

教授

研究協力者（順不同）

佐藤 毅 東京学芸大学附属国際中等教育学校

教諭

青木 大 一般社団法人日本スキンバンクネットワーク

東京歯科大学市川総合病院

角膜センター・アイバンク

小川 由季 一般社団法人日本スキンバンクネットワーク

佐々木千秋 東京歯科大学市川総合病院

角膜センター・アイバンク

明石 優美 藤田医科大学医療科学部看護学科

林 美恵子 聖隷浜松病院 看護部

加藤 智子 聖隷浜松病院 看護部

小野 元 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部脳神経外科学

准教授

曽山 明彦 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

先端技術展開外科学 准教授

Ａ．研究目的

臓器提供数は新型コロナウイルス感染症の収

束とともに同感染症拡大前と比較しても増加傾

向にある。しかし、その数は他の先進諸国と比較

すると未だ少ない。その理由として、救急や脳外

科施設など臓器提供施設における負担や脳死と

されうる状態になった患者家族に対して臓器提

供に関する情報提示（いわゆる選択肢提示）が十

分になされていないことが指摘されている。過去

の我々の研究で明らかにしたように、五類型施設

の体制整備状況や患者家族へ選択肢提示を行う

困難性、臓器提供時の煩雑な手順等々による臓器

提供施設への負担が原因である。これらの課題を

解決するため、平成29年度～令和元年度「脳死下・

心停止下における臓器・組織提供ドナー家族にお

ける満足度の向上及び効率的な提供体制構築に

資する研究」、および令和2年度から令和4年「脳

死下、心停止後の臓器・組織提供における効率的

な連携体制の構築に資する研究」にて臓器提供時

の負担を軽減するため、臓器提供ハンドブック

（成人版、小児版）の作成と発刊、効率的検証の

ための医学的検証フォーマット案の作成、入院時

重症患者対応メディエーターの教材作成を行っ

てきた。また、いわゆる五類型施設における情報

共有や臓器提供時の支援体制についてもモデル

地区を設けて体制整備を行ってきた。

これらの成果を踏まえて、当研究班では令和5

年度から以下の４つのポイントを中心に検討を

行っている。すなわち、①臓器・組織提供の可能

性を有する患者家族の意思決定支援のために、入

院時重症患者対応メディエーター、及び移植コー

ディネーターの連携モデル提案、②法的脳死判定

のための転院搬送を含めた地域における五類型

施設間の情報共有と支援体制構築、➂関連学会で

の啓発活動や市民公開講座開催や学校教育、④移

植医の負担軽減のために効率的な臓器摘出体制

の構築である。

本研究は臓器提供する医療機関における新た

な院内体制の提案、提供施設同士のネットワーク

構築による情報共有と提供時の支援体制、そして

社会の啓発活動から臓器提供がより円滑に行え

るための体制構築を目的としており、移植医療の

発展に多大な貢献をするものと考えている。

Ｂ．研究方法

研究班初年度の令和５年度から以下の４つの

ポイントを中心に検討を行っている。すなわち、

①臓器・組織提供の可能性を有する患者家族の意

思決定支援のために、入院時重症患者対応メディ

エーター、及び移植コーディネーターの連携モデ

ル提案、②法的脳死判定のための転院搬送を含め

た地域における五類型施設間の情報共有と支援

体制構築、➂関連学会での啓発活動や市民公開講

座開催や学校教育、④移植医の負担軽減のために

効率的な臓器摘出体制の構築である。
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（倫理面の配慮）

研究に際しては医療倫理、研究倫理の倫理性を

担保するためにそれぞれの研究者は倫理講習を

受講している。また、各研究者のそれぞれの研究

において、倫理委員会等の審査が必要である場合

には、適宜倫理審査を受け、承認を受けることを

前提とした。

・横堀班

過年度に法的脳死判定におけるICTを利用した

教材作成を目標とし、初年度は患者やその家族

の承諾のもとに、パイロット的な研究として熟

練した医療スタッフによる救急初期診療をVR化

した。それらの評価かから最終年度である令和

４年度はVR技術を進化させたハンドトラッキン

グ型のVRを用いて、リアルタイムに指導ができ

るような教材作成・開発を行った。

今回の研究班ではこれらの技術の蓄積から初

年度の今年度はJOINを利用した遠隔で指示をし

ながら脳死判定、あるいは脳死とされうる状態

の診断に利用できるかを検討することとした。

第一段階として、画像や脳波の伝送と判断、ビ

デオチャットを利用して模擬診療を行い、脳死

判定支援が可能か検討した。

また、次年度に向けて後述の田中班と共同し

て組織移植に関連して、スキンバンクが行って

いる死体からの採皮の手順や具体的な方法につ

いて、三次元のデジタルツールを活用して教材

作成をする予定としている。

・黒田班

多職種で構成される日本集中治療医学会の

「地域ドナーコーディネーターチーム養成コー

ス」の開発を令和6年度から令和7年度の早い時

期に予定しているが（資料１）、そのための検

討作業を行った。2024年5月、あるいは6月頃に

上記の試行コース開催を見据えて、研究班とし

ても協力をしてゆくこととした。

・荒木班

臨床現場に於いて脳死下臓器提供を行うに当

たり、多面的課題、特に虐待の除外に関する手続

きは、医療機関が脳死下臓器提供を逡巡する一因

であることが先行研究により明らかにされた。疑

い例も含め被虐待児からの臓器提供を法律によ

って一律に禁じた制度は日本独自であり、小児の

臓器移植を海外に依拠する一因とも考えられ、明

確な判断が不可能なことも少なくないため、臓器

提供の意思表示がなされながら施設により断ら

れる事例が後を絶たない。

脳死下臓器提供に精通した各国の有識者より

聴き取り調査を行い、被虐待児からの臓器提供の

実情を抽出し、国際社会におけるわが国の制度の

在り方について検討するための教育資料の作成

を目的とする。聞き取り調査においては、被虐待

児の取扱いに関する専門委員会開催の要否、マニ

ュアルの有無、実際の評価について情報を収集し

た。データ収集後、対象者の特性に留意して逐語

録を繰り返し読み、質問項目に分け内容を検討し

て、海外における被虐待児からの臓器提供におけ

る①実情の抽出、②日本との相違、③国内の問題

への応用を明らかにして体系を作成した。

・織田班

従来から脳死とされうる状態とされた患者家
．．．．．．．．．

族に臓器提供の情報提示（いわゆる選択肢提示）

をしてきたが、平坦脳波・脳幹反射消失が認めら

れた時点で、標準的な方法により、移植医療に関

する情報提示を行うことの手順に関しての検討

を行った。具体的には脳死とされうる状態となっ

た患者家族に対して臓器提供に関する情報提示

のあり方に関する検討を行い、課題とされる➀患

者意思を尊重し、レスペクトをもって診療にあた

っているか、②患者家族、医療者間で正しく、も

れなく情報を伝えられているか、➂医療者間で負

担が分担できているかのプロセス確認が重要で

ある（資料２）。そのような中、令和6 年 4 月

1 日から施行される特例水準あるいは追加的健

康確保措置に向けた対応としてタスクシフトが

推奨される中での労務シフトの可能性について
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考察した。具体的には全国の救命救急センター

(高度含む)を対象に、上記の項目のアンケート調

査を行った。

・久志本班

脳死下臓器提供を目的とした転院搬送につい

て検討している。宮城県の担当部署、宮城県コー

ディネーター、県内の医療機関間で組織体制がほ

ぼ構築でき、令和5年度中に実働のシミュレーシ

ョンを行う予定である。

また、5類型施設の中で、脳死下臓器提供ができ

ない施設の理由とその支援体制についても検討

した。

・朝居班

移植医療や臓器提供について学校教育の在り

方について検討を行っている。今年度は学校教育

のための教材を使った実践と関係者によるフィ

ードバックを得て、教材の改善すること、教材を

広く提供できる方法を検討することを課題とし

た。具体的な取り組みとしては、千葉県立東葛飾

中学校 東葛リベラルアーツ講座として

（2023.7.8（土）13時から16時）、関西大学初等

部小学校6年生（2023年12月11日）に対して臓器移

植に関する授業を行った。これらは学校教育の道

徳教育の第一人者に研究協力者として参加いた

だき、移植医療の倫理的ジレンマ教育という視点

から教材作成、実際の授業を行った。さらに、作

成した教材の評価、使用の実際等々の検討を行う

こととする。

・田中班

過年度は組織コーディネーター用の教育デジ

タルツールとしてインフォームドコンセントの

具体的な方法についての教材を作成したが、今年

度はさらに組織提供全般の教育ツールを開発し

ている。教材の対象は組織コーディネーター科だ

けではなく、入院時重症患者対応メディエーター、

患者家族も対象として考慮している。また、日本

組織移植学会の組織移植医療普及推進のための

委員会と協力して、組織移植の普及啓発を行う。

また、来年度は第22回日本組織移植学会総会・学

術集会（2024年8月17日、18日開催予定）で今年度

行われた日本組織移植学会認定医／認定コーデ

ィネーターセミナー（資料３）を当研究班で共催

する予定で、現在その準備に向けて教材等を作成

している。また、次年度に向けてさらに実際の組

織提供に関する教育ツールを開発する。具体的に

は採皮の手順と実際の手技に関してシミュレー

タを用いて解説する教材を、上記横堀班と共同し

て作成することとしている。

・名取班

急性疾患で終末期を迎えた患者の家族にとっ

て、治療に直接関与しない職員の介入が、医療全

般の満足度を向上するという仮説に基づき、2018

年以降、患者家族の満足度の向上に資する研究を

行ってきたが、2023年5月に新型コロナ感染症が5

類移行したことに伴い、患者家族の医療に対する

要求が変化する可能性を過去と同様のアンケー

ト調査を行うことにより分析した。

・山勢班

看護師の視点から脳死下臓器提供した患者家

族に、家族が求める看護や支援を明らかにするこ

ととした。過年度に脳死下臓器提供した患者家族

の看護実践を調査し、脳死下臓器提供における看

護師の役割ガイドラインを作成した。ガイドライ

ンは、脳死下臓器提供の患者家族ケアを実践した

看護師を対象に調査し、臨床で実践できる項目を

示しているが、家族が求める看護や家族が必要と

する支援などは十分に反映されておらず、脳死下

臓器提供した患者家族に、家族が求める看護や支

援を明らかにすることとした。具体的には脳死下

臓器提供した家族が求める看護と退院後の支援

について2023年11月からインタビュー調査を開

始し、2024年2月までに10名の患者家族にインタ

ビュー調査を行う。

・渥美班

静岡県内の臓器提供に関する情報の共有を目

的に5類型施設同士の協議会を県の支援の下に設
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立した。協議会では施設の倫理委員会の承認のも

とに臓器提供の可能性がある症例を把握し、臓器

提供の視点から適切な診療とケアが出来ていた

のかどうか後方視的に検討し、施設間でそれを共

有できるように症例の登録を開始している。

また、院内の家族支援チームとして既に2名の

入院時重症患者対応メディエーターが活動して

いる。脳死とされうる状態になった患者家族に対

して臓器提供の情報提供を入院時重症患者対応

メディエーターと院内コーディネーター連携の

標準的な手順や手法を明らかにした。

・加藤班

初年度から臓器・組織提供に関する様々な課題、

特にWeb講演会を積極的に開催して、移植医療の

普及啓発に努めた（資料４）。特に、臓器提供に

関する普及啓発について検討をしている。その中

で、１９若手への教育、２）各医療機関・個人へ

の普及・啓発、３）講演会を通じた多研究との連

携、４）課題抽出と解決に取り組んでいる。

・江口班

日本移植学会、日本臨床腎移植学会、日本肝移

植学会、日本新移植研究会等々の関連学会の協力

のもとに、全国203施設280診療科からアンケート

を回収し、合計543名の海外渡航移植の実態を明

らかにした（資料5－1、資料５－２）。

また、移植医の負担軽減のために腎臓で既に行

われているリカバリー互助制度を全臓器対象と

するための体制構築をしている。また、それらの

利点と欠点について検討し（資料６―１

資料６－２）、その解決策についても議論を行

った。さらに、九州では臓器摘出のための手術器

械を地理的に九州の中心である久留米市の日本

ステリ社に置き、提出手術があるときにその手術

器械を日本ステリ社が搬送することで、移植チー

ムが手術器械の搬送を担う負担を軽減する体制

を構築した（資料７－１，資料７－２、資料７－

３，資料７－４）。

・三宅班

脳死とされうる状態となった患者家族を含め、

救命救急センターや集中治療室等に入院してい

る重症患者家族の意思決定支援をする新しい医

療職種である入院時重症患者対応メディエータ

ーの育成を積極的に行った。入院時重症患者対応

メディエーターは臓器提供に関する患者家族の

意思決定支援をするだけではないが、本研究班と

して臓器提供に関する入院時重症患者対応メデ

ィエーターがどのような関わり方をすべきか検

討をしている（資料８－１，資料８－２，資料８

－３，資料８－４、資料８－５，資料８－７）。

過年度の受講者を加え、今年度末までに合計

900名以上が入院時重症患者対応メディエーター

養成講習会を受講し修了証を授与する予定であ

る。講習会は本研究班と日本臨床救急医学会教育

研修委員会入院時重症患者対応メディエーター

養成小委員会の共催で行った。

Ｃ．研究結果

上記の研究方法に従って、令和5年度は結果と

して以下の成果が得られた。また、各分担研究

者がそれぞれの研究班での研究進捗状況や課題

を共有するために令和5年度は計3回の班会議を

行った（資料９－１～資料９－６、資料10―１

～資料10－６，資料11―１～資料11―５）。

➀入院時重症患者対応メディエーターと移植

院内コーディネーターとの連携モデル提案、患

者家族等の満足度の評価（三宅班、名取班、織

田班、田中班、山勢班、黒田班、渥美班）

令和５年度は臓器提供時における入院時重症

患者対応メディエーター養成を中心に行った。

令和4年以降隔月毎に2回の養成講習会を行い、

令和5年11月末現在749名（令和5年中にセミナー

受講者900名を予定）の養成を行った。同時に渥

美班、名取班、田中班とも連携を取り、さらに

次年度に向けて関連学会の委員会と協力して入

院時重症患者対応メディエーターと移植コーデ
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ィネーターの連携指針作成に取り掛かってい

る。

患者家族等の退院後の満足度評価については

名取班で行った。本年度は32例に送付し、返信

は11例であった。本年度の返信率は、34.4%であ

った。先行研究（コロナ禍前の2018＆2019年

度）の返信率は40％（103例中41例）、コロナ禍

中（2020～2022年度）は、43.7％（151例中66

例）と本年は低下していた。また、患者年齢か

ら分析すると、70歳以上の返信率は、過去と同

様の40.9％（コロナ禍前：43.8％、コロナ禍

中：46.7％）で低下しているもわずかあった

が、70歳未満の返信率は20.0％（コロナ禍前：

30.0％、コロナ禍中：37.0％）で極端に低下し

ていた。

入院期間の観点では、24時間以内では、介入の

認識はなかった。2018年アンケート開始からの全

返信で見ても、24時間以内のグループの介入認識

率は6.7％と全返信の介入認識率22.6％と比べ、

際だって低かった。入院期間が延長するに従い、

介入認識率は上昇していた。

また、織田班において医師の働き方改革におけ

る臓器提供に関する情報提供のあり方に関して

上記のようにアンケート調査を行った。具体的に

は全国の救命救急センター(高度含む)を対象に、

アンケート調査を行い、61%である151施設に加え

救急科専門医プログラム基幹施設(救命救急セン

ター以外)の計212施設から回答をいただき、半数

以上の回答率となった。

救急部門の勤務体制は24時間連続勤務が42%で

見られ、土日祝日の24勤務連続体制も28.3%にの

ぼった(図1)。20-40代では約半数が45時間以上の

超過勤務を行っていた。救急部門への特定行為研

修を終了した看護師あるいはNPが配置されてい

る医療機関は半数であった。救急初療部門夜勤帯

の看護師配置数は1名ないし2名が1/4超を占め、3

名配置をあわせてようやく半数となった。専従MS

Wの配置は約半数であった。

➁地域における五類型施設間での転院搬送を

含めた法的脳死判定の支援体制構築（渥美班、

名取班、久志本班、荒木班）

令和５年度はモデル地域の中で、過去の事例

から地域連携のネットワーク構築に向け、課題

抽出とルール作成を行い、特に脳死判定のため

の転院に関しては体制整備が構築された。特

に、静岡県では①家族支援が臓器提供に与える

影響を継続的な評価、②臓器提供施設連携体制

構築事業のGCS3レジストリー、➂GCS8未満で関

与する家族支援とGCS3レジストリーとの比較検

討を見据えた体制構築を考えている。また、宮

城県においては5類型同士の施設間における法的

脳死判定のための定員搬送の体制構築も完了

し、シミュレーションを行い、該当するケース

が発生しても対応できる状況となっている。

荒木班では海外における臓器提供に係る被虐

待児の扱いについて調査をした。調査協力に同

意した有識者は9名であり、いずれも各国専門領

域の指導的立場にあり、脳死下臓器提供の制度

に精通した医療従事者であるため、貴重な情報

の収集を行うことが出来た（資料12）。8名がこ

れまで小児脳死下・心停止とも臓器提供を経験

していた。日本の制度と照合させながら、海外

の実情について検討を加え、国内の課題を対比

させながら分類し日本特有の問題点を抽出し

た。

複数の対象者から「悲嘆の中から意思表示を

された本人・両親の臓器提供を行う権利は最優

先で尊重されなくてはならない」と述べられ

た。海外では仮に虐待された場合であっても、

非虐待親の意向や祖父母等への親権移譲により

提供が行われるという。虐待の事実が明らかで

はないが、「疑われる」子どもからの臓器提供

すら一律に禁止する日本の制度は国際的には論

理的に異質であり、遺族の同意なき臓器提供の

権利剝奪は「権利侵害」となり得ることも懸念

される国際比較結果であった。また、調査対象
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者からは「監察医制度を創設すればよい」とい

う意見が記されており、先行研究の結果を併

せ、脳死下臓器提供のおける被虐待児の除外に

関する判断を行うための議論に、法医学関係者

に積極的な関与を求めることが極めて重要と考

えられる。臓器提供における法医学者の見解を

重要視する有識者の助言を尊重し、医療機関と

捜査機関が日常臨床の次元から、明確な相互理

解に基づいて協働できるために議論を喚起した

い。

➂社会啓発、特に学校教育の重要性の検討

（加藤班、朝居班）

関連学会や日本臓器移植ネットワークと共同

して講演等の開催や市民公開講座開催した。令

和5年度中にはさらに、中高生を対象とした移植

医療や脳死の病態、脳死下を含めた臓器提供に

関する授業を予定している。

加藤班では2023年5月29日Web講演会（終末期医

療について）、同10月2日Web講演会（移植医療の

課題 発展への取り組み）、2024年2月26日Web講

演会「救急医療における臓器移植について」を開

催した（資料４）。

朝居班では千葉県立東葛飾中学校 東葛リベ

ラルアーツ講座として（2023.7.8（土）13時から

16時）、関西大学初等部小学校6年生（2023年12月

11日）に対して既に授業を行った。また、岐阜聖

徳学園大学教育学部（2024．2.17（土）13：30－

16：30）を行った。そのような中、対象は中高生

とするのが一般的であるが、小学校低学年でも内

容次第では興味を持つことが明らかになり、保護

者を含めた教育機会の提供を行っている教育機

関があったことが報告された。

④移植医の負担軽減のために効率的な臓器摘

出体制の構築（江口班）

令和５年度は海外渡航移植の実態を明らかに

した。具体的には日本移植学会、日本臨床腎移植

学会、日本肝移植学会、日本新移植研究会等々の

関連学会の協力のもとに、全国203施設280診療科

からアンケートを回収し、合計５43名の海外渡航

移植の実態を明らかにすることができた。その結

果、渡航先は米国227名、中国175名等であるが、

報道で問題となっている国々で移植を受けてい

る患者が少ないながらもいることを明らかにし

た（資料５―１、資料５－２）。

また、移植医の負担軽減のために腎臓で既に行

われているリカバリー互助制度を全臓器対象と

するための体制構築をして、それらの利点と欠点

について検討し（資料６―１、資料６－２）、そ

の解決策についても議論を行った。さらに、九州

では臓器摘出のための手術器械を地理的に九州

の中心である久留米市の日本ステリ社に置き、提

出手術があるときにその手術器械をステリ社が

搬送することで、移植チームが手術器械の搬送を

担う負担を軽減する体制を構築し、2例経験する

ことができた（資料７－１、資料７－２，資料７

－３）。経験した2例の結果から、術後の器械の管

理や業者への連絡や調整を移植施設が行うのか、

例えばJOTに担って頂くか等々の課題が明らかに

なった（資料７－４，資料７－５）。

Ｄ．考察

本研究班の検討事項の４つのポイントは、い

ずれも本邦の移植医療推進のために重要であ

り、ほぼ予定通りの進捗状況で研究が進行して

いる。

➀入院時重症患者対応メディエーターと移植

院内コーディネーターとの連携モデル提案、患

者家族等の満足度の評価（三宅班、名取班、織

田班、田中班、山勢班、黒田班、渥美班）

令和５年度は臓器提供時における入院時重症

患者対応メディエーター養成を中心に行った

（年度中に600～900名を予定）。令和６年度以

降は移植コーディネーターとの標準的な連携モ

デルの提案し、最終的にはメディエーターとコ

ーディネーター標準的な連携指針を作成する必

要があると認識し、そのような検討を行うこと
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とする。研究班は上記の課題を分担して、院内

体制構築の際に骨格となる医師の役割（織田

順）、看護師の立場（山勢博彰）、メディエー

ター養成と標準的活動指針作成（三宅康史、渥

美生弘、黒田泰弘）、組織提供を含めた院内コ

ーディネーター教育のための教材開発（渥美生

弘）と標準的活動指針作成（江口晋、田中秀

治）をして当初の目的を達成する。

新型コロナ感染症が本年度中の早期に5類に移

行し、日常の生活が次第に戻っていった。コロ

ナ禍中は、自宅待機の時間が発生したため、死

亡退院患者家族に対してのアンケート調査の返

信率は高くなり、2020年度は62.5％であった。

一方、本年度は、34.4％で調査開始以降最低の

返信率であった。特に70歳未満の患者群に限る

と、20.0％の返信率で低下は顕著であった。若

年層では、家族が就労していることが、返信率

の低下につながった可能性は否定できない。

患者家族の医療に対する満足度は、コロナ禍中

は、医療者への感謝という言葉がマスコミから常

に流されていた点もあり、アンケート調査で自由

記載欄には感謝の記載が数多く見受けられた。し

かし、本年度は、様相が一変し、医療機関側の面

会制限の継続などに対しての不満が数多く見受

けられ、従来は満足度の高かった入院期間が長期

のグループで満足度の低下と医療に対しての不

満（“看取りに十分な配慮が欲しい。”というよ

うな意見）が数多く見られた。

従来と同様に、入院期間が24時間の短期のグル

ープに対して、他職種介入は困難であった。この

グループの医療満足度は決して低いわけではな

く、このグループに対してのアプローチは、心停

止後臓器提供のポテンシャルドナーとなりうる

患者グループであり、次年度の課題としたい。

また、医師の働き方改革における移植医療のあ

り方については多職種での取り組みは単なるタ

スクシフトにとどまらず、様々な視点や立場から

患者家族に寄り添うプロセスとして重要である

ため、今後も持続性のある移植医療を継続してい

くためには人員確保のための原資の担保するこ

とが必要となることが明らかとなった。

➁地域における五類型施設間での転院搬送を

含めた法的脳死判定の支援体制構築（渥美班、

名取班、久志本班、荒木班）

地域における五類型施設の中で、脳死下臓器

提供の経験豊富な基幹施設を中心に、周辺の施

設が連携施設となるネットワークモデルを構築

し、脳死下を含めた臓器提供や組織提供時の情

報共有、法的脳死判定のための支援や転院搬送

体制を構築する。令和５年度はモデル地域の中

で、過去の事例からネットワーク構築に向け、

課題抽出とルール作成を行った。令和６年度以

降は課題の解決と作成したルールをシミュレー

ションと実際の事例があった場合には、その検

証からルールを修正し、最終年度は支援のため

の地域ネットワーク体制を構築する。研究体制

と課題は、法的脳死判定のための転院搬送（久

志本成樹）、ICTを利用した効率的連携体制構築

（横堀將司）、患者データベースを用いた地域

ネットワーク構築（渥美生弘）、福岡県脳神経

外科施設を骨格とする地域での情報共有と支援

体制（名取良弘）として、当初の研究目的を達

成する。特に、久志本班においては実際の対象

事例が発生した場合には、一定の条件下で法的

脳死判定のための、転院搬送を可能とする体制

を構築することができた。5類型施設の中で脳死

とされうる状態となった際に、本人や家族の意

思の臓器提供に関する意思ある場合には、確実

に臓器提供会出来るような体制が構築されると

期待される。

小児の臓器提供の際の虐待の有無の判断で

は、明確な根拠のない虐待の疑いは、様々な苦

痛を家族に与えることになる。従来の国内判断

では、自宅屋内の目撃者のない小児の心肺停止

例は虐待の疑いが完全に除外し得ないという消

極的理由から自動的に、臓器提供の選択肢提示

10



を行わない旨、院内規定に記した医療機関も存

在する。このような場合、仮に家族が臓器提供

の申し出を行ったとしても断られ、その後心停

止を迎えた時点で、検視さらに行政解剖を必要

とすることが多い。ご遺体は警察署に送致さ

れ、遺族はわが子と帰宅できず、両親や家族は

事情聴取のため警察に出頭を要請され、実況見

分のために警察官が自宅に立ち入り屋内の写真

撮影を行う等、大きな負担に耐えて手続きを終

えたという事例も存在する。このような形でわ

が子の死亡退院を迎えたご家族が、その後いか

に精神的苦痛から回復を得たか、知見は存在し

ない。悲惨な事例を防ぐためにも、法学、犯罪

学、法医学等の集学的検討を要す。このよう

に、臓器提供の意思表示を行ったにもかかわら

ず、医療機関から申し出を断られた、医療機関

が過剰に慎重な対応を行う間に全身状態が悪化

し断念した、など臓器提供の意思を叶えること

が出来ず、悔恨の念に苛まれながら生きる遺族

が存在することを社会は知る必要があろう。現

制度の課題を自覚し、具体的解決策を早急に実

現していくことは、イスタンブール宣言後も移

植医療の停滞を抱える日本にとり、国際的視点

からも、喫緊の責務である。移植医療の課題は

日本のみならず世界共通であり、諸国と足並み

を揃え情報交換を行い、制度や教育法を参考に

して考察し続けることが不可欠である。

➂社会啓発、特に学校教育の重要性の検討

（加藤班、朝居班）

令和５年度は関連学会や日本臓器移植ネット

ワークと共同して講演等の開催や市民公開講座

開催、さらに同時に中高生を対象とした移植医

療や脳死の病態、脳死下を含めた臓器提供に関

する授業を企画している。令和6年度以降、最終

的な成果として意思表示カードの携帯率が向上

するような取り組みを行うことを想定し、臓器

提供に関する意思表示の重要性を社会が認識す

るような活動を予定し、本邦の移植医療の推進

に大きく寄与すると考えている。

④移植医の負担軽減のために効率的な臓器摘

出体制の構築（江口班）

令和５年度は日本移植学会、日本臨床腎移植

学会、日本肝移植学会、日本新移植研究会等々

の関連学会の協力のもとに、全国203施設280診

療科からアンケートを回収し、合計５43名の海

外渡航移植の実態を明らかにし、本邦における

臓器移植数の少なさが、海外渡航移植という大

きな課題の背景となっていることを明らかにし

た（資料５―１、資料５－２）。

また、移植医の負担軽減のために腎臓で既に行

われているリカバリー互助制度を全臓器対象と

するための体制構築をして、それらの利点と欠点

について検討し、その解決に向けての議論も進め

なければならないと考えている。また、臓器摘出

のための手術器械搬送を外務委託する件に関し

ても、2例の経験から課題が明らかとなり、解決に

向けての対応をする必要性が認識された。

Ｅ．結論

令和5年度から４つのポイント、すなわち①臓

器・組織提供の可能性を有する患者家族の意思

決定支援のために、入院時重症患者対応メディ

エーター、及び移植コーディネーターの連携モ

デル提案、②法的脳死判定のための転院搬送を

含めた地域における五類型施設間の情報共有と

支援体制構築、➂関連学会での啓発活動や市民

公開講座開催や中高生を対象とした学校教育、

④移植医の負担軽減のために効率的な臓器摘出

体制の構築を検討している。研究自体は順調に

経過し、➀に関しては入院時重症患者対応メデ

ィエーター養成のための講習会を積極的に開催

し、令和5年度末には計900名の受講が完了する

予定である。②に関しては地域連携として臓器

提供時の様々な手順に関する支援や情報共有等

や脳死判定のための転院搬送体制構築、➂に関

しては普及啓発のための講習会開催、教育機関
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での教育、④に関しては移植医の負担軽減のた

めの相互互助制度構築や手術器械の調達と搬送

の外部委託を行い、実際の事例も2例経験した。

また、併せて関連学会の協力を得て海外渡航移

植の実態を秋赤にすることができた。

Ｆ．健康危険情報

なし

G. 研究発表

１）論文発表

1. 横田裕行：病院救急救命士のリアル、法改正

後の救急救命士への期待 救急医学

Vol.47, No.5 P492-P496, 2023

2. 横田裕行, 大石義一郎, 新井悟. 織田順：

医療における法律の位置づけ. 日本医師会

雑誌 第 152 巻第 1号 p5～p14, 2023

3. Maahiro Yasaka, Hiroyuki Yokota, 

Michiyasu Suzuki, Hideyasu Asakura,

Teiichi Yamane, Yukako Ogi, Takaaki

Kimoto, Daisuke NakayamaIdarucizumab

for Emergency Reversal of the

Anticoagulant Effects of Dabigatran:

Final Results of a Japanese

Postmarketing Surveillance Study.

Cardiol Ther.2023 Oct 17. doi:

10.1007/s40119-023-00333-6.

4. Kensuke Suzuki, Hiroyuki Yokota, Ryoto 

Sakaniwa,Nobuko Endo,Miho Kubota,Mayumi 

Nakazawa,Kenji Narikawa,Satoo Ogawa, 

Accuracy of breathing and radial pulse 

assessment by non-medical  persons: an 

observational cross-sectional study.

Scientic Report.

https://www.nature.com/articles/s41598-

023-28408-3,2023

5. Toru Takiguchi, Naoki Tominaga, Takuro

Hamaguchi, Tomohisa Seki, Jun Nakata,

Takeshi Yamamoto, Takashi Tagami,

Akihiko Inoue, Toru Hifumi, Tetsuya

Sakamoto, Yasuhiro Kuroda, Shoji

Yokobori: Etiology-based Prognosis of

Extracorporeal Cardiopulmonary

Resuscitation Recipients After Out-of-

hospital Cardiac Arrest: A Retrospective

Multicenter Cohort Study. Chest 2023 年

10 月 23 日

6. Nodoka Miyake, Yutaka Igarashi, Ryuta

Nakae, Taiki Mizobuchi, Tomohiko Masuno,

Shoji Yokobori: Ventilator management

and risk of air leak syndrome in

patients with SARS-CoV-2 pneumonia: a

single-center, retrospective,

observational study. BMC pulmonary

medicine 23(1) 251-251 2023 年 7月 10 日

7. Yoshiyuki Matsumoto, Ryuta Nakae,

Tetsuro Sekine, Eigo Kodani, Geoffrey

Warnock, Yutaka Igarashi, Takashi Tagami,

Yasuo Murai, Kensuke Suzuki, Shoji

Yokobori: Rapidly progressive cerebral

atrophy following a posterior cranial

fossa stroke: Assessment with

semiautomatic CT volumetry. Acta

neurochirurgica 2023 年 4 月 29 日

8. Ryotaro Suga, Yutaka Igarashi, Tatsuya

Norii, Takuya Kogure, Hiroki Kamimura,

Yudai Yoshino, Kensuke Suzuki, Shoji

Yokobori, Satoo Ogawa, Hiroyuki Yokota:

Characteristics and Outcomes of

Emergency Transferred Patients with

Foreign Body Airway Obstruction in Tokyo,

Japan. Prehospital and disaster

medicine 1-6 2023 年 3月 20 日
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9. Shinnosuke Kitano, Kei Ogawa, Yutaka

Igarashi, Kan Nishimura, Shuichiro Osawa,

Kensuke Suzuki, Kenji Fujimoto, Satoshi

Harada, Kenji Narikawa, Takashi Tagami,

Hayato Ohwada, Shoji Yokobori, Satoo

Ogawa, Hiroyuki Yokota: Development of

a Machine Learning Model to Predict

Cardiac Arrest During Transport of

Trauma Patients. Journal of Nippon

Medical School 90(2) 186-193

10. Hideto Sangen, Takeshi Yamamoto, Shuhei

Tara, Tokuhiro Kimura, Noritomo Narita,

Kenta Onodera, Keishi Suzuki, Junya

Matsuda, Kosuke Kadooka, Kenta Takahashi,

Toshinori Ko, Hiroshi Hayashi, Jun

Nakata, Yusuke Hosokawa, Koichi Akutsu,

Hitoshi Takano, Tomohiko Masuno, Shoji

Yokobori, Hiroyuki Y Yokota, Wataru

Shimizu, Kuniya Asai: Clinical

Characteristics and Prognosis of Life-

Threatening Acute Myocardial Infarction

in Patients Transferred to an Emergency

Medical Care Center. International

heart journal 64(2) 164-171 2023 年

11. 荒木尚.小児頭部外傷最新の動向. Annual

Review 神経 2023. 中外医学社. 東京. 2023,

pp194-205.

12. 荒木尚.児童虐待. 脳神経外科レビュー. 総

合医学社. 東京.2023, pp147-152.

13. 荒木尚.脳死診断・脳死下臓器提供に関わる

情報提供. 小児科. 金原出版. 東京. 2023,

pp596-604.

14. 荒木尚.小児外傷の初期診療とその管理. 小

児内科. 東京医学社. 東京. 2023, 1337-

1334.

15. 荒木尚. 小児からの臓器提供にかかる基盤

整備と普及・教育システムの開発に関する研

究厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤

整備研究事業）令和 4年度総括研究報告書

16. 三宅康史・入院時重症患者対応メディエータ

ー・M.P.・2023 年・40（1118）

17. 日本臨床救急医学会 教育研修委員会 入院

時重症患者対応メディエーター養成小委員

会編・入院時重症患者対応メディエーター養

成テキスト・2023 年・へるす出版・東京

18. 三宅康史、日本医療メディエーター協会戸谷

ゆかり・入院時重症患者対応メディエーター

研修会開催に関する経緯・2023年 8月 31日・

日本医療メディエーター協会 ニュースレ

ターコアチーム

19. 三宅康史、朝日新聞 2023 年 10 月 17 日朝刊

2面・時時刻刻・

20. 三宅康史、読売新聞 2023 年 10 月 29 日朝刊

3面・スキャナー・

21. 三宅康史、西日本新聞 2023 年 9 月 4 日朝刊
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22. 山田哲久、名取良弘：新型コロナウイルス感

染症流行による脳神経外科疾患の症例数の

変 化 の 検 討 ． Neurosurgical Emergency

28:1-5, 2023  

23. Hidaka M, Eguchi S, Hasegawa K,

Shimamura T, Hatano E, Ohdan H, Hibi T,

Hasegawa Y, Kaneko J, Goto R, Egawa H,
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sustained viral response for hepatitis
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transplantation in hemophilic patients
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virus/hepatitis C virus co-infection: A
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24. Kosaka T, Soyama A, Fujita T, Hara T,

Matsushima H, Imamura H, Adachi T,
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of living donor liver transplantation

for a pediatric patient with citrin

deficiency. Pediatr Transplant 2023,

e14485

25. Hasegawa Y, Obara H, Kikuchi T, Uno S,

Tsujikawa H, Yamada Y, Hori S, Eguchi S, 

Kitagawa Y: Malignant lymphoma after

liver transplantation for liver

cirrhosis caused by human

immunodeficiency virus and hepatitis C

virus co-infection. J Infect Chemother

2023, 29(12):1160-1163

26. Narita S, Miuma S, Okudaira S, Koga Y,

Fukushima M, Sasaki R, Haraguchi M,

Soyama A, Hidaka M, Miyaaki H, Futakuchi

M, Nagai K, Ichikawa T, Eguchi S, Nakao

K: Regular protocol liver biopsy is

useful to adjust immunosuppressant dose

after adult liver transplantation. Clin

Transplant 2023, 37(3):e14873

27. Komatsu N, Ozawa E, Fukushima M, Sawase

H, Nagata K, Miuma S, Miyaaki H, Soyama

A, Hidaka M, Eguchi S, Nakao K: Fully

covered metallic stents for anastomotic

biliary strictures after living donor

liver transplantation. DEN Open 2023,

3(1):e225

28. Matsushima H, Fujiki M, Sasaki K, Raj R,

D'Amico G, Simioni A, Aucejo F, Uso T,

Kwon CHD, Eghtesad B, Miller C, Quintini

C, Eguchi S, Hashimoto K: Biliary

Complications Following Split Liver

Transplantation in Adult Recipients: A

Matched Pair Analysis on Single-Center

Experience. Liver Transplantation 2023,

29(3):279-289

29. Takemura Y, Shinoda M, Hasegawa Y,

Yamada Y, Obara H, Kitago M, Kasahara M,

Umeshita K, Eguchi S, Kitagawa Y, Ohdan

H, Egawa H: Japanese national survey on

declined liver allografts from brain-

dead donors: High decline rate but

promising outcomes in allografts with

moderate steatosis. Ann Gastroenterol

Surg 2023, 7(4): 654-665

30. 江口晋：HIV/HCV 重複感染と肝移植. 週刊医

学のあゆみ HIV の発見から 40 年 2023,

284(9): 683-688

2）学会発表

1. 横田裕行：令和2年度～４年度厚生労働科学

研究費補助金（移植医療基盤整備研究事

業）脳死下、心停止後の臓器・組織提供に

おける効率的な連携体制の構築に資する研

究」から2023年度移植関連学会協議会

2023.4.1

2. 横田裕行：ドナー・家族の意思を尊重し、

実現するために 日本移植会議 2023.9.30

3. 横田裕行：臓器・組織提供時の諸問題 ～

想いを叶えるために～. 加古川市民病院研

修会 2023.11.20

4. 三宅康史・「患者と家族に寄り添う入院時

重症患者対応メディエーターとは」・2023

年3月1日・2022年度第3回院内移植コーディ

ネーター研修会

5. 三宅康史・院内連携の推進:重症患者対応メ

ディエーター、院内コーディネーターの各

役割と意義―臓器提供の意思決定支援の変

遷と現状―・2023年9月23日・第59回日本移

植学会総会JATCO共催シンポジウム

6. 織田順：教育セミナー「臓器・組織提供の

多数の課題とみんなで行う適切な情報提

供」.第42回日本心臓移植研究会 2023年10

月8日（日）・パシフィコ横浜

7. 加藤庸子：ばんたね病院臓器移植WEB講演

会.開催日：2023年5月29日（月）講演テー
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マ：「終末期医療について」

8. 加藤庸子： ばんたね病院 臓器移植WEB講演

会. 開催日10月2日（月）講演テーマ：「移

植医療の課題、発展への取り組み」

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

特許取得

なし

実用新案登録

なし

その他

なし
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日本集中治療医学会と共同で行う「地域ドナーコーディネーターチーム養成コース」
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資料３

来年度は第22回日本組織移植学会総会・学術集会（2024年8月17日、18日開催予定）で今年度行わ
れた日本組織移植学会認定医／認定コーディネーターセミナー（上図）を当研究班で共催する予定
で、現在その準備に向けて教材等を作成している。
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

遠隔支援による脳死判定補助ツールの開発

研究分担者 横堀 將司 日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野 教授

研究協力者 渥美 生弘 聖隷浜松病院 救命救急センター長 救急・集中治療科部長

Ａ．研究目的
我が国における脳死下臓器提供数は欧米諸国

に比して少ない。これには様々な要因が考えら
れるが、脳死判定医など専⾨的知識を持つ医療
者の不足が法的脳死判定の多寡に関わる可能性
がある。また医師の働き方改革による労働時間
制限から、on the job trainingによる研鑽の場
も失われる可能性がある。脳死判定医の育成支
援は対応すべき課題である。
我々は、脳死判定の際に遠隔で判定医を支援

するツールを開発することを目指し、本パイロ
ット研究を行った。

Ｂ．研究方法
マネキンを模擬病棟に置き、まず患者全体を

撮影できるカメラをセットアップする。遠隔通
信には株式会社アルムの医療関係者間コミュニ
ケーションアプリJoinおよびその脳波ビュ
ーワーであるJoin EEGを用いた。さらに簡
易脳波を測定し遠隔で転送するための機器（テ
レメトリ式脳波計 EEGヘッドセット AE-120Aお
よび脳波計 EEG-1200シリーズ ニューロファッ
クス EEG-1260 Next）を用いた（図1－３）。

図１：実際のシステム映像

図２：テレメトリ式脳波計 EEGヘッドセット
AE-120A（日本光電工業株式会社製）

図３：システム概要

日本医科大学（東京都文京区）医学部学生4
名のうち1名を主判定医とし、ヘッドマウント
ディスプレイ型カメラ（VUZIX M400スマート
グラス）を装着させ、一連の脳死判定手順を模
擬的に遂行させた。
また、遠隔にて聖隷浜松病院（静岡県浜松市）

救急・集中治療科と連携し、研究協力者である
渥美 生弘 聖隷浜松病院 救命救急センター
長 救急・集中治療科部長に脳死判定の指導医
を依頼した。

研究要旨：

我が国の脳死下臓器提供患者数は欧米と比較して少ない。施設における熟練した脳死判定医が

少ないことが一因であると思われることから、我々は遠隔にて脳死判定を支援するツールの開発を

試みた。マネキンを用い、脳死判定を行ったことがない医学生にウエアラブルカメラを装着させ、脳

死判定に慣熟している施設の医師からリアルタイムの指導を受けながら、一連の脳死判定手順を確

認させた。ポストアンケートにおいては、指導医師、および指導を受ける学生ともに、脳死判定に遠

隔指導を受けることに意義を感じることができた（各々100％）が、細かい所見は遠隔で判断しにくい

こと、カメラワークや画角、音声に改善の余地があること、家族の立ち合い等がある場合には困難で

あろうとの意見等も集約できた。今回の取り組みでは法的脳死判定の前段階の、いわゆる『脳死とさ

れうる状態』の確認のレベルでの導入に適している可能性が示唆された。
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一連のシミュレーション終了後に、指導者（聖
隷浜松病院）側、および学生側に下記アンケー
トを施行し、それぞれ集計した。

（指導者側）
１．脳死判定を遠隔で指導することの意義はあ
ると感じましたか？
２．上記の理由は？
３．改善すべき点は？
４．良かったところは？

（判定医側、学生）
１．脳死判定の手順はよくわかりましたか？
２．脳死判定を行う自信はつきましたか？
３．遠隔で脳死判定することは有効と思います
か？
４．上記の理由は？

C. 研究結果
①実証の状況について
本実証研究において、おおむねコミュニケー

ションが可能である通信状態が得られたが、ポ
ケットWi-Fiを用いたために、一部音声が飛んだ
り、画像が遅れる事象が見られたが、画面がフ
リーズしてしまう等、実証を中断せざるを得な
い場面はなかった（図４）。

図４：聖隷浜松病院からの遠隔指導を受けつ
つカロリックテストを行う学生

②アンケート結果（指導者側）
一連のシミュレーション終了後に指導者側で

ある聖隷浜松病院の医療者７名より聞き取り調
査を行った結果は以下の通りである。

１．脳死判定を遠隔で指導することの意義はあ
ると感じましたか？

ある：１００％（７名）
ない：０％（０名）
どちらともいえない：０％（０名）

２．上記の理由は？
・手順や、注意点をアドバイスできる
・サポート的な役割を果たすことが出来ると思
う。
・現地で判定している様子を見ながら、リアル
タイムで助言できることは有用であると感じる。
・不慣れな際に、確認することで、安心安全に判
定をすることができる。
・経験の少ない施設に対し、具体的に判定のポ
イントを指示することで、現場で安心して判定
ができる。また、提供目的の搬送などが実現す

るにあたり、的確な患者情報の把握ができると
思われる。
・病院によっては脳死判定はなかなか経験でき
ないことなので、指導者がわざわざ来なくても
アドバイスできる点はよいと思う。
・脳波の判読については有効だと思う。また、教
育的な観点では、有効なツールだと思う。

３．改善すべき点は？
・所見までは確認することは出来ない。
・脳波を常時接続する必要はない。
・脳死判定マニュアルを供覧しながら出来ると
良い。
・チェックリストもリアルタイムで共有できる
と良い。
・全体観察カメラの位置を調整できると良い
（足元から）。
・カメラワーク、画角、音声に改善の余地有り
・瞳孔や眼振などの所見が遠隔でも確認できる
とよりよいと思う。
・接続が悪いとラグや音声の乱れ、細かいとこ
ろが見えないということがある。
・ネットワーク環境によるトラブルがないよう
にすべきである。
・手元の手技や患者さんの状態などよりはっき
り分かるといいと思う。
・もし、実際の判定で使用する場合、映像の見
にくさなどは改善の必要があると感じる。
・実際にご家族の立会がある場合は、使用は難
しいと思う。

４．良かったところは？
・術者が何をしようとしていたのかは確認でき
た。
・はっきり話してもらえると、周囲の声も拾う
ことが出来ていた。
・ピットフォールをその都度示すことが出来る。
・実施している内容を口頭で確認し合うことで
より確実な判定に繋がると感じた。
・リアルタイムでコミュニケーションできる。
・注意点など伝えながら実施することができる
・途切れる部分や遅延もあったが、音声はしっ
かり聞こえていた。
・現状では、法的脳死判定は手続きの遵守が求
められるので、その点は経験のある施設からレ
クチャーしてもらえるのは、有効であると感じ
る。
・脳波測定の判読に不安を感じている施設も多
いので、その点は有効活用が可能かと思う。

③アンケート結果（判定医側、学生）
同様の聞き取りを学生４名に施行した結果は

以下の通りである（図５）。

（判定医側、学生）
1．脳死判定の手順はよくわかりましたか？

わかった：１００％（４名）
わからなかった：０％（０名）
どちらともいえない：０％（０名）

２．脳死判定を行う自信はつきましたか？
自信がついた：７５％（３名）
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全然つかなかった：０％（０名）
どちらともいえない：２５％（１名）

３．遠隔で脳死判定することは有効と思います
か？

有効だと思う：５０％（２名）
有効だと思わない：０％（０名）
どちらともいえない：５０％（２名）

４．上記の理由は？
（どちらともいえないと答えた学生からの

意見）
・現時点での解像度では遠隔での判断は難しい
と感じたから。
・細かい反射を見ることができていない。

Ｄ．考察
今回の実証研究において、脳死判定を教える

側、教えられる側、ともに全員が遠隔支援の意
義を感じた、あるいは手順がよく分かったと答
えていた。
特に、カロリックテスト等の脳幹反射の診察

法をまったく知らなかった学生が「手順を知る
ことができ」と答えたのは意義が大きいと思わ
れた。同様に学生の多くが「自信がついた」と
回答したのも印象深かった。
一方、反射の細かい所見はウエアラブルカメ

ラでも把握しにくいことが問題であり、多くの
参加者からも指摘を受けたことも大きな成果で
あった。
また、今回用いられたEEGヘッドセットについ

ての技術的な問題点も存在する。例えば我が国
の脳死判定マニュアルにおける脳波測定の要件
として、脳波記録と共に心電図の同時記録を行
うことが必要とされているが、今回用いた脳波
計は心電図を同時に測定することができないも
のである。また、マニュアルでは電極間距離各
電極の電極間距離は7cm以上（乳児では5cm以上）
が望ましいとしているが、今回の用いたEEGヘッ
ドセットでは、電極間距離は
おおよそ6cm程度であり、この点においても現行
のマニュアルの記載とは解離がある。さらに
脳波計の感度は標準感度10μV/mm（またはこれ
よりも高い感度）に加え、高感度2.5μV/mm（ま
たはこれよりも高い感度）の記録を脳波検査中
に必ず行うとされているが、今回用いたEEGヘッ
ドセットの設定しうる感度は5～200μV/mmであ
り法的脳死判定に使用するためにはこの点を改
善させる必要がある。またサンプリング周波数
は500Hz以上が望ましいとされているが、今回使
用したEEGヘッドセットのサンプリング周波数
は200Hzであり、法的脳死判定の支援のためには、
この点も同様に改善が必要である。
総じて、法的脳死判定を前提とした場合の機

械の特性による制限や詳細な陽性所見の共有は
難しいことから、今回のシステムを法的脳死判
定に使用することには依然、改善すべき点が多
い。
一方、現状のシステムにおいては、いわゆる

「脳死とされうる状態」の確認、あるいは不可
逆的脳障害の疑いがあるか、の確認としては有
効であると思われる。

Ｅ．結論
わが国における脳死判定の阻害因子の一つに

マンパワーの欠如がある。日本救急医学会 脳
死・臓器組織移植に関する委員会の２０２２年
の報告によると１）、２１９施設の回答のうち、
臓器提供の可能性がある患者を転院させたい、

⾜と答えた施設は約20%に及び、脳死判定医の不 ，
⼿施設設備や 術室の問題，脳死とされうる状態

の判断の医療コストが問題であるという回答が
得られており、医療機関での連携と脳死判定医
の派遣に関わる連携の強化の必要性、脳死判定
医の育成が強調されている。
我が国の脳死下臓器提供の問題において、法

的脳死判定の前段となる、脳死とされうる状態
の確認をエキスパートの病院が支援することで、
さらなるポテンシャルドナーの増加に至る可能
性があると考えられるため、さらなる研究を推
進する必要がある。

Ｆ．健康危険情報
（分担研究報告書には記入せずに、総括
研究報告書にまとめて記入）
なし

Ｇ．研究発表
1. 論文発表

なし
2. 学会発表

なし

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
（予定を含む。）

1. 特許取得
なし

2. 実用新案登録
なし

3.その他
なし
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1） 横堀將司ら 脳死下臓器提供におけるアン

⽬ケート調査 脳死判定を 的とした転院搬送の
⽇考察をふまえて 救急医会誌. 2022; 33: 421 
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

被虐待児からの脳死下臓器提供に対する諸外国の現状に関する研究

研究分担者 荒木 尚 埼玉医科大学医学部 教授

Ａ．研究目的

本邦における小児患者からの脳死下臓器提供

は、改正法の施行後徐々に増加しているものの、

先進諸国の実数に遠く及ばない現状である。臨床

現場に於いて脳死下臓器提供を行うに当たり、多

面的課題、特に虐待の除外に関する手続きは、医

療機関が脳死下臓器提供を逡巡する一因であるこ

とが先行研究により明らかにされた。疑い例も含め

被虐待児からの臓器提供を法律によって一律に禁

じた制度は日本独自であり、小児の臓器移植を海

外に依拠する一因とも考えられ、イスタンブール宣

言に呼応しない制度を懸念する意見もある。本研

究では、脳死下臓器提供に精通した各国の有識

者より聴き取り調査を行い、被虐待児からの臓器提

供の実情を抽出する。各国の手続きや捜査機関と

の関係性については重点を置いて検討する。最終

的には、国際社会におけるわが国の制度の在り方

について参考とされ、必要な知識を得るための教

育資料の作成を目的とする。聞き取り調査におい

ては、被虐待児の取扱いに関する専門委員会開

催の要否、マニュアルの有無、実際の評価につい

て情報を収集する。

Ｂ．研究方法

研究対象者の選択

小児の脳死下臓器提供に関して、救急・集中治療

分野あるいは小児分野の世界的有識者の臨床行

動の実際と被虐待児からの臓器提供に関わる実

証的な国内の先行研究はなく、被虐待児からの臓

器提供に関する研究対象者個人の考え方と、現行

の制度の捉え方という主観的解釈を明らかにする

ことを目的としたため、インタビューによる探索的な

質的研究を試みた。

データ収集および分析

本研究のデータはテキストであり、2022 年 1 月から

2024 年 1 月までに 30-60 分間（平均約 40 分）の

半構造化インタビューを実施して収集した。インタ

ビューはおもに e メールにより質問を送信し回答を

得る形式、また国際学会の際、応接室など施設内

であり、周囲が気にならない静かな環境で行われ

た。研究目的を説明し対象者の同意を得てインタ

ビューを記録し逐語録を作成した。インタビューで

は、被虐待児からの臓器提供の可否、法制化の有

研究要旨：

本邦における小児患者からの脳死下臓器提供は、改正法の施行後徐々に増加しているものの、

先進諸国の実数に遠く及ばない現状である。臨床現場に於いて脳死下臓器提供を行うに当たり、

多面的課題、特に虐待の除外に関する手続きは、医療機関が脳死下臓器提供を逡巡する一因で

あることが先行研究により明らかにされた。疑い例も含め被虐待児からの臓器提供を法律によって

一律に禁じた制度は日本独自であり、小児の臓器移植を海外に依拠する一因とも考えられ、明確

な判断が不可能なことも少なくないため、臓器提供の意思表示がなされながら施設により断られる

事例が後を絶たない。本研究では、脳死下臓器提供に精通した各国の有識者より聴き取り調査を

行い、被虐待児からの臓器提供の実情を抽出し、国際社会におけるわが国の制度の在り方につい

て検討するための教育資料の作成を目的とする。聞き取り調査においては、被虐待児の取扱いに

関する専門委員会開催の要否、マニュアルの有無、実際の評価について情報を収集した。データ

収集後、対象者の特性に留意して逐語録を繰り返し読み、質問項目に分け内容を検討して、海外

における被虐待児からの臓器提供における①実情の抽出、②日本との相違、③国内の問題への応

用を明らかにして体系を作成した。イスタンブール宣言後も移植医療の停滞を抱える日本にとり、国

際的視点からも、喫緊の責務である。移植医療の課題は日本のみならず世界共通であり、諸国と足

並みを揃え情報交換を行い、制度や教育法を参考にして考察し続けることが不可欠である。
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無、診断マニュアルの有無、被虐待児からの臓器

提供に特化した委員会の有無、臓器提供の際の

手続きの実際、捜査機関との連携、などについて

質問した。分析はデータ収集後、逐語録を受けて

から開始した。対象者の特性に留意して逐語録を

繰り返し読み、質問項目に分け内容を検討した。ま

た各々を概念化する方法として各質問項目間の関

係付けに努めながら、海外における被虐待児から

の臓器提供における①実情の抽出、②日本との相

違、③国内の問題への応用を明らかにして体系を

作成した。

用語の定義

本研究では、研究対象となる小児を、「修正例 12

週未満以上 18 歳未満」、脳死を、「脳幹を含む全

脳機能の不可逆的停止」、その判定方法は平成

22 年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科

学特別研究事業「臓器提供施設における院内体

制整備に関する研究」法的脳死判定マニュアルに

記載されている通り、臓器提供の意思表示の確認

を行う前に実施される無呼吸テストを除いた救命困

難の指標としての臨床判断を「脳死とされうる状態」、

臓器提供の意思表示が明らかになった後、死亡確

認を行うための正式な脳死診断を「法的脳死」、と

定義した。

倫理的配慮

研究協力の依頼においては、研究目的、研究方

法、研究の参加および中止が自由であること、回

答したくない項目には回答しなくてもいいこと、研

究評価の公表について文書および口頭で説明し、

同意を得た。インタビュー記録、逐語録、研究ノー

ト等の資料は研究者の責任の下厳重に管理した。

対象者は多忙な中。本研究に好意的にご協力を

頂いた。可能な限り負担とならないように努めた。

本研究は、埼玉医科大学総合医療センター研究

倫理委員会の承認を得た研究計画書に基づき実

施した。

Ｃ．研究結果

1. アンケートの属性

調査協力に同意した有識者は 9 名であり、いずれ

も各国専門領域の指導的立場にあり、脳死下臓器

提供の制度に精通した医療従事者であるため、貴

重な情報の収集を行うことが出来た。8 名がこれま

で小児脳死下・心停止とも臓器提供を経験してい

た。日本の制度と照合させながら、海外の実情に

ついて検討を加え、国内の課題を対比させながら

分類し日本特有の問題点を抽出した。

① 脳神経外科医（Canada）

被虐待児から臓器提供は可能、禁止する法律は

存在せず、臓器提供の際の被虐待児診断マニュ

アルはない。被虐待児の臓器提供に特化した委員

会は開催されることはなく、捜査に関する情報提供

は監察医が行うため主治医には負担は掛らない。

「非事故の子からの臓器提供については、死因の

究明に必要な臓器の種類について、検視官と病院

との間で話し合い、事件の調査が行われれば可能

である。例えば、腎臓、肝臓、小腸、心臓などはま

れにしか（病理検査に）使われない。事故ではない

のに、医学的・法律的な調査が必要だからといって、

臓器の提供が禁止されている例はない。」

② 脳神経外科医(United States of America)

被虐待児からの臓器提供は可能であり、禁止する

法律は存在しない。臓器提供の際の被虐待児診

断マニュアルはない。被虐待児の臓器提供に特化

した委員会は開催されることはなく、判断は監察医

が行うため、主治医には手続きの負担は掛らない。

「児童虐待の被害者である子どもの臓器提供につ

いては賛否両論がある。 私はまれに、加害者が告

白していて診断に問題がない場合に、虐待に関与

していない親が臓器提供を許可したケースを見た

ことがある。 このような状況は非常に珍しい。 明

確な病歴がない場合は、法医学的な解剖が必要と

なるため、臓器提供はできないこともある。角膜の

ように必要のない組織を使用できる場合もあるが、

臓器バンクの意向で多様であり一律ではない。」
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③ 脳神経外科医（Republic of South Africa）

被虐待児からの臓器提供は可能であり、禁止する

法律は存在しない。臓器提供の際の被虐待児診

断マニュアルはない。被虐待児の臓器提供に特化

した委員会は開催されることはなく、判断は監察医

が行うため、主治医には手続きの負担は掛らない。

「自分たちにも正式な方針はない。とはいえ医事紛

争の可能性を想定し、躊躇してしまうかもしれない

が、ほとんどの場合、非提供の臓器から虐待診断

を下すのに十分な証拠が得られるし、法的根拠を

損なうことなく証拠として使用することができる。法

医学的な判断も同時に行うことができるでしょう。」

④ 集中治療医（Italy）

被虐待児からの臓器提供は可能であり、禁止する

法律は存在しない。臓器提供の際の被虐待児診

断マニュアルはない。被虐待児の臓器提供に特化

した委員会は開催されることはなく、判断は監察医

が行うため、主治医には手続きの負担は掛らない。

「虐待を受けた子どもからの臓器提供では、犯罪

捜査のうえで問題はない。頭部銃創にて脳死診断

された子どもからの臓器提供は、イタリアでセンセ

ーショナルに受け止められ、国民の顕彰につなが

り、国全体で受け入れられた経験がある。宗教観も

十分に関係している。」

⑤ 脳神経外科医（India）

被虐待児からの臓器提供を禁止する法律は存在

しない。臓器提供の際の被虐待児診断マニュアル

はない。被虐待児の臓器提供に特化した委員会

は開催されることはなく、判断は監察医が行うため、

主治医には手続きの負担は掛らない。ただし臓器

提供を前提とした脳死のみが人の死であるため、

臓器提供の意思確認が最も難渋するところである。

「虐待被害者からの臓器提供には賛否両論がある。

子どもからの臓器提供がまれなインドで犯罪被害

により脳死に至り、臓器提供された子どもを 3 人経

験している。臓器提供の可否については、捜査当

局が判断に介入することはなく、犯罪捜査の質に

影響を与えない範囲で医療に委ねられている。」

⑥ 集中治療医（United States of America）

被虐待児からの臓器提供は可能であり、禁止する

法律はいずれの州にも存在しない。臓器提供の際

の被虐待児診断マニュアルは存在しない。被虐待

児の臓器提供に特化した委員会は開催されること

はなく、判断は監察医が行うため、主治医には手

続きの負担は掛らない。「米国では監察医制度が

あり、監察医／検死官が決定する。医学的な紛争

が起こりうることを想定すると、検視官制度は非提

供臓器から虐待の診断を下すのに十分な証拠を

提供し、法的根拠を損なうことなく証拠として使用

することができる。法医学的判断も同時に行うこと

ができる。日本では監察医が関与していないことが、

不必要な懸念を生んでいるように思われる。臓器

提供に対する両親の権利は最も尊重されるべきで

あり、根拠のない介入は両親の権利侵害を生む。」

⑦ 脳神経外科医（Indonesia）

被虐待児からの臓器提供を禁止する法律は存在

しない。臓器提供の際の被虐待児診断マニュアル

はない。被虐待児の臓器提供に特化した委員会

は開催されることはなく、判断は監察医が行うため、

主治医には手続きの負担は掛らないが、これまで

同様の事例に対峙したことはなく正直不明である。

「犯罪捜査が終わっているかどうかを重視すること

は、証拠が隠蔽されないためにも重要だが、事件

が解決したら、臓器提供は認められるべきである。」

⑧ 集中治療医（Spain）

被虐待児からの臓器提供は可能であり、禁止する

法律は存在しない。臓器提供の際の被虐待児診

断マニュアルはない。被虐待児の臓器提供に特化

した委員会は開催されることはなく、判断は監察医

が行うため、主治医には手続きの負担は掛らない。

「諸外国と同様に、犯罪捜査については監察医と

捜査機関の連携で行われ、臓器提供の可否つい

ては捜査情報であるという理由で臓器提供が見送
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られるというような事態にはまず陥ることはない。臓

器提供により救われる生命があるということが最優

先されるため、事件捜査はたとえ限られた情報で

あってもその条件から行われることが社会通念上

成立しており問題はない。」

⑨ 集中治療医（UAE）

被虐待児からの臓器提供は可能であり、禁止する

法律は存在しない。臓器提供の際の被虐待児診

断マニュアルはない。被虐待児の臓器提供に特化

した委員会は開催されることはなく、判断は監察医

が行うため、主治医には手続きの負担は掛らない。

「臓器提供により子どもの命が救われることが最も

重要であるため、脳死に至った原因が犯罪である

場合、捜査機関との折衝の上で、摘出可能な臓器

であるかどうか法医学者が判断している。法医学

者が検討の必要はないと判断した臓器について摘

出されることを禁止する理由はない。人命が救わ

れることを最優先にする制度こそ理想的である。」

今回の調査対象者 9 名の出身国において、被虐

待児からの臓器提供は可能であり、疑い例を含め

一律に禁止する法律は存在しなかった（9/9:100%）。

また各国学会監修等による臓器提供の際に特化し

た被虐待児診断マニュアルも存在しなかった

（9/9:100%）また、被虐待児から臓器提供がなされ

る際に特化して院内で委員会が開催されることは

なく（9/9:100%）、犯罪捜査に必要な臓器の選定や

司法解剖の要否判断は監察医が行うため、主治

医には手続きの負担は掛らない（9/9:100%）という

結果であった。（資料１）

D. 考察

①実情の抽出

令和 4 年度厚生労働科学研究費補助金（移植医

療基盤整備研究事業）「小児の脳死下臓器提供の

問題に関する研究」において、被虐待児からの臓

器提供は可能と考える旨の回答は、すでに 25%程

度に認められており、「被虐待児にも臓器を提供す

る権利がある」という理由が多くみられたことから、

虐待を受けた子どもがなぜ臓器提供を「禁止」され

るのか、その法的な根拠について論理的な検証・

検討を行う必要があるものと推察してきた。従来

「被虐待児であることを特別視する必要は無い」と

いう法律家の考えも述べられており、臓器提供によ

り確かに救命される子どもの命を優先すべきという

立場を調査対象者は述べていた。

法改正時、被虐待児からの臓器提供の禁止を

裏付ける根拠として、1)虐待者に代諾権はない、2)

被虐待児からの臓器提供は犯罪の証拠隠滅に繋

がる、等が挙げられたが、「虐待者の承諾により、

被虐待児から臓器提供が行われることで犯罪捜査

に必要な証拠が隠滅される」という懸念は、刑法・

犯罪学等の専門家が否定しており、監察医制度の

ない日本の特有の背景に拠るところが大きいと考

えられる。今回の調査対象者の居住国では監察医

の参画により臓器提供の可否が判断され、被虐待

児からの臓器提供は通常行われていることから、

被虐待児からの臓器提供が証拠隠滅となるという

懸念は国際的には成立しない。日本の刑事に関

わる機関、専門家の見解は集約され、日本の制度

が「臓器提供を切に希望する国民の意思を適切に

叶え、また移植医療により救われる国民を救済す

る仕組み」として、現代の医療水準に照らし適正な

ものであるかどうか、丁寧に検証される必要がある。

②日本との相違

日本特有である被虐待児からの臓器提供の禁

止が臓器提供のための制度運用の律速となってい

ることは先行研究より明らかであり、根拠のない虐

待の嫌疑は国民の「臓器を提供する権利」を侵害

する可能性があることについて、米国の有識者も

強く憂慮していた。無辜の養育者に虐待者の疑い

をかけ、同時に臓器提供の権利を剥奪する二重の

権利侵害となり得る可能性について、可及的早期

に適切な対応を行う必要があると考える。また疑い

例が死亡した際に捜査機関が行う司法解剖の協

力要請のあり方や遺族対応について、また犯罪性

が否定され臓器提供の機会を喪失した遺族への

ケア等、課題は山積する。「被虐待児からの臓器
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提供」が医療現場の委縮を誘導せず適切に行わ

れるための検討が必要とされる時代が来るであろう。

複数の対象者から「悲嘆の中から意思表示をさ

れた本人・両親の臓器提供を行う権利は最優先で

尊重されなくてはならない」と述べられた。海外で

は仮に虐待された場合であっても、非虐待親の意

向や祖父母等への親権移譲により提供が行われ

るという。虐待の事実が明らかではないが、「疑わ

れる」子どもからの臓器提供すら一律に禁止する

日本の制度は国際的には論理的に異質であり、遺

族の同意なき臓器提供の権利剝奪は「権利侵害」

となり得ることも懸念される国際比較結果であった。

③国内の問題への応用

日常臨床において虐待の関与を判断することは

容易ではない。また医学的所見のみで確定診断に

至ることは少なく、総合的に判断される性質である

ことから、監察医制度のない日本では、特に子ども

が死亡した場合、刑事訴訟法に照らし、検視・司法

解剖のプロセスを取らなくてはならないことを理由

に、臓器提供は困難と判断され、医療機関も追随

している。病態究明に法医学者が積極的に関わる

ことのできない制度に端を発した可能性もある。

調査対象者からは「監察医制度を創設すればよ

い」という意見が記されており、先行研究の結果を

併せ、脳死下臓器提供のおける被虐待児の除外

に関する判断を行うための議論に、法医学関係者

に積極的な関与を求めることが極めて重要と考え

られる。臓器提供における法医学者の見解を重要

視する有識者の助言を尊重し、医療機関と捜査機

関が日常臨床の次元から、明確な相互理解に基

づいて協働できるために議論を喚起したい。

明確な根拠のない虐待の疑いは、様々な苦痛を

家族に与えることになる。従来の国内判断では、自

宅屋内の目撃者のない小児の心肺停止例は虐待

の疑いが完全に除外し得ないという消極的理由か

ら自動的に、臓器提供の選択肢提示を行わない旨、

院内規定に記した医療機関も存在する。このような

場合、仮に家族が臓器提供の申し出を行ったとし

ても断られ、その後心停止を迎えた時点で、検視さ

らに行政解剖を必要とすることが多い。ご遺体は警

察署に送致され、遺族はわが子と帰宅できず、両

親や家族は事情聴取のため警察に出頭を要請さ

れ、実況見分のために警察官が自宅に立ち入り屋

内の写真撮影を行う等、大きな負担に耐えて手続

きを終えた、いう事例も存在する。このような形でわ

が子の死亡退院を迎えたご家族が、その後いかに

精神的苦痛から回復を得たか、知見は存在しない。

悲惨な事例を防ぐためにも、法学、犯罪学、法医

学等の集学的検討を要する。

Ｅ．結論

「被虐待児自身、或いはその臓器には何ら社会

悪は存在しない訳であり、その社会的意義を見直

す時期に来ていると考えるべきであり、今一度、臓

器提供の適応の議論を行うべき」と考えられた。

平成 22 年当時、全国 5 類型施設のうち被虐待

児への対応の体制整備が整っていると回答した施

設は 20%未満であり、制度として虐待診断もオーバ

ートリアージを容認しなくてはならなかった背景は

十分に理解できる。画一的診断マニュアルを活用

し虐待対応を行うことが、脳死下臓器提供の厳格

な制度運用に適していた。対して、現在は虐待対

応が慣習化され、多様化した虐待の容態は画一化

された判断基準を用いることにより多くの齟齬を生

じさせている。ひいては冤罪と共通する重大な問

題をはらむ可能性がある。

令和4年8月にはガイドライン改正が行われ、被

虐待児の取り扱いについて方向性が示され、医療

機関の対応に柔軟さが求められた。また、警察庁

からは臓器提供の意思が明確にあらわされた際の

検視、司法解剖により、尊い臓器提供の意思が無

闇に停止されることのないよう取り扱う旨の通知も

発出されている。

臓器提供の意思表示を行ったにもかかわらず、

医療機関から申し出を断られた、医療機関が過剰
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に慎重な対応を行う間に全身状態が悪化し断念し

た、など臓器提供の意思を叶えることが出来ず、悔

恨の念に苛まれながら生きる遺族が存在することを

社会は知る必要があろう。現制度の課題を自覚し、

具体的解決策を早急に実現していくことは、イスタ

ンブール宣言後も移植医療の停滞を抱える日本に

とり、国際的視点からも、喫緊の責務である。移植

医療の課題は日本のみならず世界共通であり、諸

国と足並みを揃え情報交換を行い、制度や教育法

を参考にして考察し続けることが不可欠である。日

本の移植医療の発展を祈念し筆を置く。

Ｆ．健康危険情報

（分担研究報告書には記入せずに、総括研究報

告書にまとめて記入）

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

特になし

2. 学会発表

1. 荒木尚: わが国の小児脳死下臓器提供にお

ける課題-ガイドライン改訂の背景と未来像-神

戸市立医療センター中央市民病院.令和４年

度講演会(23/2/17)

2. 荒木尚: 小児臓器提供の現状. ガイドライン

の改訂と今後の課題. 聖マリアンナ医科大学

病院. 移植医療講演会(23/2/20 WEB)

3. 荒木尚：小児脳死下臓器提供の現状ガイドラ

インの改訂と今後の課題－第 50 回日本集中

治療医学会.（23/3/4 京都）

4. Araki T: Pathophysiology and Treatment

strategies of Abusive Head Trauma. The 7th 

AIIMS ANNUAL NEUROTRAUMA

CONFERENCE（23/3/19. New Delhi, India)

5. Araki T.: Influence of coagulopathy and the

usefulness of the bleeding index in craniotomy

on severe traumatic brain injury in children. 

The 7th AIIMS ANNUAL NEUROTRAUMA

CONFERENCE（23/3/19. New Delhi, India)

6. Araki T.: Donor Management. TRANSPLANT

PROCUREMENT MANAGEMENT TRAINING

COURSE. The 7th AIIMS ANNUAL 

NEUROTRAUMA CONFERENCE （ 23/3/19. 

New Delhi, India）

7. 荒木尚：小児の脳神経外傷. 日本小児神経外

科学会ウェブセミナー(23/6/23 WEB)

8. 荒木尚:子どもの脳死と臓器提供－意思を叶

える医療と家族ケア－第 1 回千葉県移植医療

講演会.(23/6/29 千葉)

9. 荒木尚: 小児の脳死診断と脳死下臓器提供

の実践における国際協力.第 35 回日本脳死・

脳蘇生学会. (23/7/1 神奈川)

10. 荒木尚： 小児虐待ガイドライン改正に伴う重

要事項－意思を叶える医療と家族ケア－2023

年度第 1回院内移植コーデイネーター研修会

(23/7/3 広島 WEB)

11. 荒木尚: いのちと心の授業. 救命救急の現場

から－私の中学時代を振り返って－文京第八

中学校(23/7/8)

12. 荒木尚: 小児脳死下臓器提供における課題

特に被虐待児の除外について.第36回日本小

児救急医学会脳死判定セミナー（23/7/23 千

葉）

13. 救急医が知っておくべき法的脳死判定と脳死

下臓器提供の要点. 第 26 回日本臨床救急医

学会総会・学術集会.(23/7/27 東京)

14. Araki T.: Current Status and Issues of Pediatric 

Organ Donation in Japan. (World Trauma 

Congress. 23/8/10 Tokyo)

15. Araki T.: Protecting Children from Disease and 

Accidents. (World Trauma Congress. 23/8/11

Tokyo)

16. Araki T.: Current Status of Abusive Head

Trauma in Japan and Their Outcomes World

Trauma Congress. (23/8/12 Tokyo)

17. Araki T: Organ donation from victims of child

abuse in Japan, a controversial issue. 

2nd.International Conference DONARTE 2023.

(23/9/29 Messina, Italy)
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18. 小児の脳死診断と臓器提供を考える－輝くい

のちのためにできること－2023 年度 第 1 回

院内移植コーデイネーター研修会(23/10/20 

千葉)

19. Araki T: Initial emergency care and

management of pediatric traumatic brain injury 

during the COVID19 pandemic. 日本脳神経

外科学会第 82回学術総会 (23/11/18 東京)

20. 荒木尚. いのちと心の授業. 救命救急の現場

から－私の中学時代を振り返って－文京第六

中学校(23/11/24 東京)

21. 荒木尚. 被虐待児からの脳死下臓器提供に

関する意識調査第 51 回日本救急医学会総

会・学術集会(23/11/30 東京)

22. Araki T: The Significance of Neurosurgical 

Treatment for Abusive Head Trauma

Comparison of Outcomes with Simple Accident

Cases. The Austral-Asian Society of Pediatric 

Neurosurgery. (23/12/14 Yokohama)

23. Araki T: Influence of coagulopathy and the

usefulness of the bleeding index in craniotomy

on severe traumatic brain injury in children.

The Austral-Asian Society of Pediatric

Neurosurgery. (23/12/14 Yokohama)

24. Araki T: Organ donation from victims of child

abuse in Japan, a controversial issue. The

Austral-Asian Society of Pediatric

Neurosurgery. (23/12/16 Yokohama)

25. Araki T.: Exclusion of child abuse victims from 

organ donation under brain death in children

: An international comparison. The Annual

UAE organ donation and transplantation

congress. (24/1/29 UAE)

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。）

1. 特許取得

特になし

2. 実用新案登録

特になし

3. その他

特になし
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CAD USA RSA ITA IND USA2 IDN ESP UAE

被虐待児からの臓器提供を法律で

禁止しているか

no no no no no no no no no

虐待の疑い例からの臓器提供を法律

で禁止しているか

no no no no no no no no no

臓器提供の際に用いられる虐待診断

のためのマニュアルはあるか

no no no no no no no no no

臓器提供の際に虐待診断のための

委員会招集があるか

no no no no no no no no no

監察医制度があるか yes yes yes yes yes yes yes yes yes

被虐待児からの臓器提供を行う上で

主治医の負担はあるか

no no no no no no no no no

監察医の関与はあるか yes yes yes yes yes yes yes yes yes

資料１：各国における被虐待児からの臓器提供の実情
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A. 研究目的

平成 24 5 1年 月 日に一部改正された「臓

器の移植に関する法律」の運用に関する指針

（ガイドライン）の中では、臓器提供の機会があ

ること、及び承諾に係る手続に際しては主治医

以外の者（コーディネーター）による説明がある

ことを口頭又は書面により告げること、とされて

いる。あわせて、その際、説明を聴くことを強制

してはならないこと、臓器提供に関して意思表

示カードの所持等、本人が何らかの意思表示

を行っていたかについて把握するように努める

ことと記載されている。本分担研究では、移植

医療に関する情報提供に関して困難な点、意

思疎通する中での課題や対策について考察し

てきた。

各医療機関では、令和 4 1年 月に公布され

た「医師の働き方改革に関する政省令・告示」

による改正事項のうち、令和 6 年 4 月 1 日

から施行される特例水準あるいは追加的健康

確保措置に向け対応を迫られており、労務実

態の把握やあるいは改善を図ろうとしている最

中である。昨年度までの移植医療基盤整備研

究事業での報告で臓器提供に至るまでのプロ

セスに対しての実例が解析され、移植医療に

関する情報提供から臓器提供後までに延べ医

師 140人・日以上、120時間以上の労務が追

加発生している例もあることが判明した。救急

医の労務については、日本救急医学会が全

国労務調査を実施しており、その結果より、臓

器提供に関わる労務状況の改善についての

検討をおこなった。

B. 研究方法

分担研究者らは選択肢提示に関して、平坦

研究要旨：

平成 24 年 5 月 1 日に一部改正された「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針

（ガイドライン）の中では、臓器提供の機会があること、及び承諾に係る手続に際しては主治医

以外の者（コーディネーター）による説明があることを口頭又は書面により告げること、とされて

いる。移植医療に関する情報提供(選択肢提示)は死亡(脳死あるいは心臓死)から臓器提供

意思決定のプロセスについては様々な労務が発生する。令和 6 年 4 月 1 日から施行され

る特例水準あるいは追加的健康確保措置に向けた対応としてタスクシフトが推奨される中で

の労務シフトの可能性について考察した。看護師配置、MSW 配置は必ずしも十分ではなく、

救急業務がますます多忙になる中でのタスクシフトは困難なことが予想された。移植医療にお

いては多職種での取り組みは単なるタスクシフトにとどまらず、様々な視点や立場から患者家

族に寄り添うプロセスとして重要であるため、今後も持続性のある移植医療を継続していくた

めには人員確保のための原資の担保することが必要となる。

厚生労働科学研究費補助金 （移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

家族への情報提供としての選択肢提示のあり方と院内連携に関する研究

研究分担者 織田 順 東京医科大学 救急・災害医学分野 兼任教授
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脳波・脳幹反射消失が認められた時点で、標

準的な方法により、移植医療に関する情報提

供を行い、臓器提供についての詳細を聞いて

みても良いというご家族にはコーディネーター

との面談を設定する、という方法をとることを基

(本としている 図 1)。ただし入院時あるいは入

院後の病状が極めて悪い場合には、前倒しに

情報提供を行ったり、あるいはご家族の方から

質問をされた場合に、臓器提供という選択肢も

ある、という内容が説明の中で出てくることも少

なくない。日本救急医学会が全国の救命救急

( )センター 高度含む ならびに救急科専門医プ

(ログラム基幹施設 救命救急センターとの重複

)あり に対しての全国調査を行った結果を踏ま

えて労務シフトの可能性を考察した。

(倫理面への配慮)

症例台帳・データベースを用いる際には、

個人情報保護法、疫学研究に関する倫理指

針に従い、匿名化された非連結データセットを

用いて分析を行った。なお結果の項でタイムス

タディーを扱う検討は東京医科大学病院以外

での入院例につき実施した。

C. 研究結果

( )全国の救命救急センター 高度含む の 61%

である 151 施設に加え救急科専門医プログラ

( )ム基幹施設 救命救急センター以外 の計 212

施設から回答をいただき、半数以上の回答率

となった。

救急部門の勤務体制は 24 時間連続勤務が

42%で見られ、土日祝日の 24勤務連続体制も

28.3% (にのぼった 図 。1) 20-40 代では約半数

が 45 時間以上の超過勤務を行っていた。救

急部門への特定行為研修を終了した看護師

あるいは NP が配置されている医療機関は半

数であった。救急初療部門夜勤帯の看護師配

1 2置数は 名ないし 名が 1/4 3超を占め、 名配

置をあわせてようやく半数となった。専従MSW

の配置は約半数であった。

 

D. 考察

移植医療に関する情報提供から臓器提供

に至るプロセスにおいて、多職種での取り組み

は単なるタスクシフトにとどまらず、様々な視点

や立場から患者家族に寄り添うプロセスとして

5重要である。理想的には図 のように院内外の

コーディネーターやメディエーターに患者家族

をお願いすることが、違った立場から移植医療

に関する情報提供がより適切にできたり、また

ケアにつながったりすることが期待される。

今回の調査では特定看護師あるいは NP の

配置は約半数で、さらには看護師、医師とも救

急初療部門では近年の救急需要の増大を勘

案すると慢性的に人員不足であるさまが想像

できる。多忙を極める場合に手薄になりがちな

のは研究や教育の時間となることが強く懸念さ

れるが、それと同時に診療の面においても、治

癒させることと比較して人生の最終段階への

対応のエフォートがどのようになるのか心配さ

れるところである。

救急部門においては、夜間の勤務が夜勤

ではなく全て当直と扱われていたいわば旧時

代に決められたままの定員での運用がやむな

く続けられているところにも問題があるが完全

交代制にするだけの原資がなく、またポストが

あれば必ず担い手が充足するとは言えない厳

しい状況もある。

E. 結論

救急医療現場で看護師配置、MSW 配置は
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必ずしも十分ではなく、救急業務がますます多

忙になる中でのタスクシフトは困難なことが予

想された。移植医療においては多職種での取

り組みは単なるタスクシフトにとどまらず、様々

な視点や立場から患者家族に寄り添うプロセ

スとして重要であるため、今後も持続性のある

移植医療を継続していくためには人員確保の

ための原資の担保することが必要となる。

F. 研究発表

1．論文発表

・外傷による病院前心肺停止の蘇生中止の

指針. 救急・集中治療最新ガイドライン

2024-’25. p147-149. 綜合医学社.

2．学会発表

なし

G. 知的財産権の出願・登録情報

なし
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(図 1) 救急部門の勤務体制

(図 2) 救急科専任医師の超過勤務の状況
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(図 3)救急部門、救急初療部門への看護師配置

(図 4)救急部門へのMSW の配置状況
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(図 5) (活動脳波、脳幹反射が失われた患者さんに関する基本的な選択肢提示 移植医療

)に関する情報提供 のタイミング

71



厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

脳死下臓器提供のための転院搬送の課題に関する研究

研究分担者 久志本成樹 東北大学大学院・医学系研究科外科病態学講座救急医学分野 教授

Ａ．研究目的

現在、日本においては、体制整備が行われた5

類型医療施設以外が脳死下臓器提供施設となる

ことはできない。さらに、これらの施設以外に

おいて脳死が疑われる状態となっても、臓器提

供を目的としての転院搬送は控えるべきである

ことが示されている。

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指

針（ガイドライン）平成29年12月26日一部改正

臓器提供施設に関する事項

法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供に

ついては、当面、次のいずれの条件をも満たす

施設に限定すること。

１ 臓器摘出の場を提供する等のために必要な

脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに

関して合意が得られていること。なお、その際、

施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関

して承認が行われていること。

２ 適正な脳死判定を行う体制があること。

３ 救急医療等の関連分野において、高度の医療

を行う次のいずれかの施設であること。

・大学附属病院

・日本救急医学会の指導医指定施設

・日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設

・救命救急センターとして認定された施設

・日本小児総合医療施設協議会の会員施設

臓器提供手続に係る質疑応答集（平成27年9月改

訂版）

体制が確保されており、当該施設全体について、 問５ 臓器提供施設以外で脳死が疑われる状態

研究要旨：

現在、日本における脳死下臓器提供では、体制が整備された5類型医療施設以外が提供施設とな

ることはできない。また、これらの施設以外において脳死が疑われる状態となっても、臓器提供を

目的とした患者の転院搬送は控えるべきとされている。一方、脳死下臓器提供の希望者の「臓器を

提供する権利」を尊重するため、脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の転院搬送を一律に

控えるべきとされている現在の運用の見直しが検討されている。

本研究においては、臓器提供施設として必要な体制を整えることができない5類型施設から、あ

るいは体制を整えている5類型施設における不可避の状況において、脳死下臓器提供を目的とした

転院搬送のための施設連携体制のためのネットワークを構築し、稼動に向けた課題を抽出すること

を目的とした。

方法と結果：脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の転院搬送のために、行政担当部署およ

び宮城県内関連施設によるネットワークを整備した。また、臓器提供施設として必要な体制を整え

ることができない5類型施設からの転院搬送シミュレーションにより、課題抽出を行った。当該施

設における治療に関する連携体制構築事業拠点施設との連携強化をすること、JOTコーディネータ

ーの転院前早期からの関与を可能とすること、窓口となる担当者を明確にすること、病態評価も含

めた転院搬送を考慮すること、転院搬送の前段階としての連携事業によるサポートとシミュレーシ

ョンも含めた連携と支援体制が必要であることが確認された。

結論：地域医療体制に応じた臓器提供施設連携体制構築は、これからの移植医療に重要なひとつの

基盤となるものと思われる。本研究成果は、今後の全国におけるモデルケースとなるものと考え

る。
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小児の脳死下臓器提供を行う体制が整備されて

いない臓器提供施設から、体制が整備された臓

器提供施設へ小児患者を搬送することは、認め

られるのか。

答１．移植医療が国民の理解を得つつ望ましい

形で定着していくためには、脳死下での臓器提

供は、生前に可能な限り高度な救急医療等を受

けたにもかかわらず不幸にして脳死となった方

について、確実に脳死と判定された場合に行わ

れる必要があることから、ガイドライン第４に

おいて、当面、これらの条件を満たす一定の施

設に限定されている。したがって、脳死下での

臓器提供のみを目的として、その体制が整備さ

控えるべきである。

２．ただし、患者の救命治療を目的としたいわ

ゆる高次の医療施設への搬送は、日常救急医療

でも行われており、これを否定するものではな

い。

３．また、臓器提供施設で法的脳死判定が終了

した後において、次の要件をすべて満たす場合

に限り、手術室の効率的活用等の観点から、臓

器摘出のために他の臓器提供施設へ患者の搬送

を行うことは差し支えない。なお、その場合に

は、具体的な搬送の手続等を含めた臓器摘出時

における協力について、事前に両施設間で協定

等が結ばれていることが望ましい。

① 搬送先も臓器提供施設であること

② 両施設が同一の建物内又は敷地内に存在し

ており、かつ、搬送が当該患者の容態に悪影響

を及ぼさないと判断できる場合であること

問６ 脳死下での臓器提供を目的として臓器提

供施設までドナー候補者を搬送することは、臓

器提供の意思を尊重するという観点からは認め

るべきであると考えるが、今後、どの時期に又

はどのような条件が整えば可能となるのか。

答 質問の点については、今後、臓器移植の普及

や脳死・臓器移植についての国民全体の理解の

状況を見極めつつ、臓器提供施設の在り方の中

で検討される必要があると考えている。

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法

となった患者を臓器提供施設へ搬送することや、 律施行より10年以上が経過し、脳死下臓器提供

の希望者の「臓器を提供する権利」を尊重する

ため、脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした

患者の転院搬送を一律に控えるべきとされてい

る現在の運用の見直しが積極的に検討されてい

る。

令和３年６月25日 厚生科学審議会疾病対策

部会臓器移植委員会委員長より、“脳死判定・脳

死下臓器提供を目的とした患者の転院搬送につ

いて（依頼）”が示された。“現在、厚生科学審議

会疾病対策部会臓器移植委員会において、臓器

の移植に関する法律の一部を改正する法律（平

成21年法律第83号）の施行より10年が経過した

ことを踏まえ、施策の見直しの議論を行ってい

れている臓器提供施設へ患者を搬送することは、 るところです。……脳死下臓器提供の希望者の

「臓器を提供する権利」を尊重するため、脳死

判定･脳死下臓器提供を目的とした患者の転院

搬送を一律に控えるべきとされている現在の運

用の見直しを検討するべきであり、その際の留

意点等についてご検討をお願いしたいというこ

ととなりました。”と記されており、見直しが進

められている。

本人あるいは家族の脳死下臓器提供への意思

が明確であるとき

 脳死が疑われる状態となった患者を

 脳死下臓器提供を目的として

 いわゆる5類型医療施設以外、あるいは、5

類型医療施設であっても必要な体制整備が

困難な施設から

 搬送に伴うリスクを家族および医療者が十

分に認識し、かつ回避対策を講じた上

 体制が整備されている臓器提供施設へ患者

を搬送する

に関して、地域医療体制の整備と実働に向けた

課題抽出が必要であると思われる。

本研究においては、臓器提供施設として必要

な体制を整えることができない5類型施設、ある

いは体制を整えている5類型施設における不可

避の状況において、脳死下臓器提供を目的とし

た転院搬送のための施設連携体制のためのネッ

トワークを構築し、稼動に向けた課題を抽出す

ることを目的とした。

Ｂ．研究方法
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脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者

の転院搬送のために、行政担当部署および宮城

県内関連施設によるネットワークを整備した。

また、臓器提供施設として必要な体制を整え

ることができない5類型施設からの転院搬送シ

ミュレーションにより、課題抽出を行った。

シミュレーションの設定を以下に示す。

【テーマ】臓器提供目的の患者搬送での各病院

の業務、連携の確認

【シナリオ】体制の整備できていない5類型施設

において、「法的脳死判定をしたならば脳死と

されうる状態（以下脳死とされうる状態）」を満

たすと考えられる状況となったと想定する。

 本人の保険証より脳死下臓器提供意思を確

認される。



脳死判定に必要な脳波の測定が困難な状況

である。



【患者情報】46歳 男性 交通外傷

家族：妻、高校生の長男と同居。長女は社会人で

県外在住。近隣市内に70歳代の両親在住。

【方法】 厚生労働省臓器移植委員会の示す「脳

場面想定を行う。

―場面①

交通外傷により救急搬送・救命治療

最善の救命治療（救急外来→脳外科、手術適

応なし、救命救急センター病棟入室）

―場面②

脳死とされうる状態の判断と臓器提供施設連携

体制構築事業拠点施設への報告がされる。

脳神経外科、救急科にて標準的治療がなされ

たものの、3病日に脳死とされうる状態、と診断

される。

入院時提出の本人保険証を確認すると、本人

の臓器提供意思が記載されており、今後の進行

について院内コーディネーターに相談される。

院内コーディネーターより連携体制構築事業拠

点施設担当コーディネーターに情報提供がなさ

れる。

＜確認事項＞

・JOTコーディネーターへの連絡はどのタイミ

ングで誰が？

・どの職種の院内コーディネーターが窓口にな

るか？

・連携体制構築事業拠点施設の窓口はだれ？

・家族へのオプション提示のタイミングは？

―場面③ 除外基準の確認

・当該施設と連携体制構築事業拠点施設スタッ

フによる確認と共有

・必要に応じ、連携体制構築事業拠点施設から

のスタッフ派遣

＜確認事項＞

・ドナー適応基準はレシピエント側の移植コー

ディネーターが行うべきではないのか？

同院では、これまでに臓器提供経験がなく、 ・派遣スタッフの職種は？

―場面④ 家族へのオプション提示

・当該施設の主診療科医師により、患者家族に

脳死とされうる状態と診断されたことを説明す

る。主診療科医師および同席院内コーディネー

ターは、以後の方針として臓器提供の選択肢が

あることを提示する。

・当該施設院内コーディネーターあるいはメデ

死判定目的の転院搬送の連携フロー」に準じて、 ィエーターは、臓器提供の有無に関わらず患者

家族の支援を行う。

（家族の回答を急かさない。即答された場合で

も以降の進行には少し時間をおく。詳細を聞い

てから決めたい場合には、JOTコーディネータ

ーからの説明が可能なことも説明する）。

・臓器提供を希望された場合、当該施設では法

的脳死判定が困難であること、脳死判定および

臓器提供には転院する必要があること、脳死判

定の結果脳死でないと診断される可能性があり、

その際は再転院となる可能性があることを説明

する。

＜確認事項＞

・JOTコーディネーターは転院搬送前からの関

与が可能か？

―場面⑤ 臓器提供目的での転院方針の決定

・担当医または当該施設院内コーディネータ
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ーは当該施設病院長または代行者に情報提供を

行い、脳死下臓器提供のための転院搬送の妥当

性を諮問する。病院長は関係各所と協議し承認

する。

＜確認事項＞

・当該施設に臨床倫理委員会の組織がなくて

も許容されるか？

―場面⑥ 転送判断

＜確認事項＞

・連絡ルート（web会議）

・移植検討委員会開催の有無

・関係者確認（救急科医師・病棟課長・手術室課

長・脳死判定委員会・麻酔科医・その他）

―場面⑦ 患者状態の把握・評価（連携体制構

築事業拠点施設）

＜確認事項＞

・評価方法（診療情報提供書、画像所見、検査デ

ータ等に加え現地評価の必要性）

・評価の結果、搬送及び提供に進むことができ

ないと判断された場合の家族説明とフォロー体

制

―場面⑧ 転送同意書の取得

・転送同意書については転院搬送に付きそう医

療チームが説明、同意取得する。

＜確認事項＞

・面談設定（同席者等）

・転送同意書の書式

・同意書の保管について

―場面⑨ 転院搬送

＜確認事項＞

・転院搬送方法（救急車の手配等）

・移送費用の請求先

・病棟調整

―場面⑩ 患者再評価

・連携体制構築事業拠点施設転院後、改めて診

療科として脳死とされうる状態であることの確

認を行い、カルテに記録する。

以降、連携体制構築事業拠点施設の脳死下臓

器提供マニュアルに準じて症例進行としていく。

Ｃ．研究結果

宮城県地域移植医療推進会議における議論に

より、県内5類型15施設中10施設によるネット

ワーク整備を行った。日本小児総合医療施設協

議会の会員施設も含むが、本ネットワークへは

参画していない。

本ネットワークの運用に関する要件、体制、

検証に関して、資料として記す。

シミュレーションからの課題抽出

場面① 当該施設における診療：

コメント：

当該施設における治療を医学的に最善と思わな

い家族がいる可能性があり、治療内容と病態に

関する連携体制構築事業拠点施設との連携を必

須としたい。

場面② 脳死とされうる状態の判断と臓器提供

施設連携体制構築事業拠点施設への報告

コメント：

・JOTコーディネーターの転院前早期からの関

与が望まれる。

・両施設における窓口となる担当者を明確にし

ておく必要がある。

・臨床的脳死判定が困難な状況であることも考

えられるため、病態評価も含めた転院搬送の考

慮が必要と思われる。

場面③ 除外基準の確認

コメント

・法的脳死下臓器提供における除外基準や臨床

的脳死判定を適切に把握には、転院搬送の前段

階としての連携事業によるサポートが必要であ

る。シミュレーションも含めて、法的脳死判定

未経験施設のため、連携と支援体制が必要であ

る。

場面④ オプション提示

コメント

・JOTコーディネーターの早期からの関与が望

まれる。

場面⑤ 臓器提供目的での転院方針の決定
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コメント

・臨床倫理委員会による判断を必須とはしない

が、事前に院内における組織構築と共有体制整

備が必要である。

場面⑥ 以降は次年度の課題とした。

Ｄ．考察

現在の示されている「臓器の移植に関する法

律」の運用に関する指針（ガイドライン）- 平

成29年12月26日一部改正 には、臓器提供施設

へ患者を搬送することの可否は明記されていな

い。しかし、臓器提供手続に係る質疑応答集（平

成27年9月改訂版）において、“脳死下での臓器

提供のみを目的として、その体制が整備されて

いる臓器提供施設へ患者を搬送することは、控

えるべきである。”と明確に記されていることか

ら、これまでは実施されていない。

今回、 臓器提供施設として必要な体制を整え

ることができない5類型施設、あるいは体制を整

えている5類型施設における不可避の状況にお

いて、脳死下臓器提供を目的とした転院搬送の

ための施設連携体制のためのネットワークを構

築し、稼動に向けた課題を抽出した。

現在、脳死下臓器提供の体制整備が困難であ

る５類型施設が一定数存在している。そのよう

脳死下臓器提供の希望者の「臓器を提供する権

利」を尊重できない。脳死下臓器提供の希望者

の「臓器を提供する権利」を尊重するため、脳

死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の転

院搬送を一律に控えるべきとされる運用の見直

しが検討されている。

厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会

の議論に基づく、脳死判定目的の転院搬送に関

する作業班からの見解も下記のように提示され

ている。

 転院搬送元も転院搬送先も５類型施設に限

ること

 患者状態について：脳死とされうる状態の

診断について、搬送元及び搬送先施設スタ

ッフの間で共通認識が持たれており、搬送

元施設において、脳死とされうる状態の診

断がなされていること

 当該患者の全身状態について：「脳死移植

のドナー候補となる患者の転送が可能な状

態か否かの判定基準」を参考とし、転院搬

送が可能であるか搬送元及び搬送先施設ス

タッフで判断すること

 同意取得について：本人又は家族の臓器提

供の意思の確認が必須であり、同意取得に

際しての説明には、搬送中の危険性がある

こと; 法的脳死判定の項目を満たさない等

の医学的理由等により搬送後に臓器提供が

行えない可能性や心停止後臓器提供へ移行

する可能性があること; 搬送先スタッフに

引き継いだ時点で主治医が交替となること

 搬送体制について：搬送元施設と搬送先施

設との間において、連携体制を構築した施

設間のみの搬送とするため事前の体制構築

が必要であること

宮城県臓器提供施設連携ネットワークはこれ

らの要件を備えるとともに、今後のモデルとな

る活動となるものと思われる。

シミュレーションにおいて、以下の課題が抽

出された。

 当該施設における治療に関する連携体制構

築事業拠点施設との連携強化をすること

 JOTコーディネーターの転院前早期からの

関与を可能とすること

な施設及び５類型に該当しない施設においては、  両施設における窓口となる担当者を明確に

すること

 臨床的脳死判定が困難な状況であることも

考えられるため、病態評価も含めた転院搬

送を考慮すること

 法的脳死下臓器提供における除外基準や臨

床的脳死判定を適切に把握には、転院搬送

の前段階としての連携事業によるサポート

が必要であり、シミュレーションも含めて、

法的脳死判定未経験施設のため、連携と支

援体制が必要であること

 臨床倫理委員会による判断を必須とはしな

いが、事前に院内における組織構築と共有

体制整備が必要であること

モデル的活動による知見として、今後の展開

に寄与することが期待できるものと思われる。

Ｅ．結論
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本人あるいは家族の脳死下臓器提供への意思

が明確であるとき

 脳死が疑われる状態となった患者を

 脳死下臓器提供を目的として

 5類型医療施設以外、あるいは5類型医療施

設であっても必体制整備が困難な施設から

 搬送に伴うリスクを家族および医療者が十

分に認識し、かつ回避対策を講じた上

 体制が整備されている臓器提供施設へ患者

を搬送する

に関して、地域連携体制整備、患者家族からの

同意取得における留意等、適切な準備を手続き

に基づき、本取り組みが行われる必要があるも

のと思われる。

一定の要件下における地域医療体制に応じた

臓器提供施設連携体制構築は、これからの移植

医療に重要な基盤となるものと考える。

Ｆ．健康危険情報

なし

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

･古川 宗、藤田基生、久志本成樹. 脳死下臓

器提供を目的とする5類型施設間の患者搬

送実現に向けて 〜宮城県臓器提供施設連

携ネットワーク構想〜. 第51回日本救急医

学会学術集会. 2022年11月28〜30日. 東京

・久志本成樹. わたくしたちの“日本の移植医

療“へ. ばんたね病院臓器移植WEB講演会, 

2/26 web開催

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

なし
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資料 宮城県臓器提供施設連携ネットワーク

現在行いうる最善の治療にかかわらず救命することができない患者さんの最期をどのよ

うに迎えるか – 患者さんとご家族にとってもっとも大切であり、ひとつの選択肢として脳

死下臓器提供がある。本人と家族、あるいは家族による臓器提供の意思が明確であるとき、

この意思を最大限に尊重することは医療者として努める必要がある。

臓器提供施設として必要な体制を整えることができない 5 類型施設、あるいは体制を整

えている 5 類型施設における不可避の状況において、このような患者を転院搬送して最大

限の意思尊重をはかるための施設連携体制が本ネットワークである。

対象となる患者：下記のいずれも満たすもの

 中枢神経抑制薬、筋弛緩薬その他の薬物が影響することなく臨床的に脳死（法に規定す

る脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされうる状態）であると判断され、かつ、現在

行いうる全ての適切な医療をもってしても回復の可能性がないと判断されること

法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされうる状態

自発的呼吸の消失を含む脳死判定の前提条件に該当することを認めた上で、

① 深昏睡

② 瞳孔の固定・瞳孔径左右とも４mm 以上

③ 脳幹反射（７項目）の消失

④ 平坦脳波

の４つの確認が必要であるが、各施設において治療方針の決定等のために行われる一般の脳死判定と同様

の取扱いで差し支えない（法的脳死判定マニュアル「脳波検査の実施例」等への準拠は必須ではない）。ま

た、脳死とされうる状態にあるとの判断を行う医師は１人で足り、通常は主治医が行うこととなる。

以下に示す、法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされうる状態の前提条件と除外基準

の確認を要する。

- 器質的脳障害により深昏睡および自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、器質的脳障害の原疾患

が確実に診断されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復

の可能性がないと認められること

- 以下、a)〜f)は除外すること

a. 生後 12 週未満

b. 急性薬物中毒により、深昏睡、及び自発呼吸を消失した状態

c. 直腸温が 32℃未満（6 歳未満の者にあっては 35 ℃未満）

d. 代謝性障害、または内分泌性障害により、深昏睡、及び自発呼吸を消失した状態

e. 知的障害者等の臓器提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有する者

f. 被虐待児

 本人と家族、あるいは家族による臓器提供の意思が明確であること
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対象施設：下記のいずれかに該当するもの

 臓器提供施設として必要な体制を整えることができない 5 類型施設

 臓器提供施設として必要な体制を整えている 5 類型施設：脳死判定医の派遣支援を受

けることが不可能である、あるいは自施設での脳死判定・脳死下臓器提供が困難である

状況

搬送事前要件

 『現在行いうる全ての適切な医療をもってしても回復の可能性がないと判断されるこ

と』に関する搬送元病院と搬送先病院医療チームに共通認識があること：搬送先医療機

関チームの訪問あるいはウェブ会議等により確認する

 安全に搬送可能な呼吸・循環動態であること：搬送先医療機関チームの訪問あるいはウ

ェブ会議により確認する

 脳死臓器提供等について患者家族によるインフォームドコンセントがあること

搬送方法と安全管理

 消防・民間救急車、病院所有ドクターカーあるいは宮城県ドクターヘリを利用し（搬送

元および搬送先医療機関等により事前調整を行う）、集中治療室に準じた対応が可能な

医師が同乗する。搬送先医療機関による医師を含むチームが同乗することを基本とす

るが、状況に応じた調整を行う。

搬送に際しては、集中治療を要する重症患者の搬送に係る指針

https://www.jsicm.org/news/upload/220310JSICM_scyjkhks.pdf に準ずることが好まし

い。

1. 患者家族への説明に関して

患者の臓器を提供する意思表示が明確であり家族がそれを拒否しない場合、あるいは患

者の臓器を提供する意思が明確でないが患者家族が患者の臓器を提供する意思が明確であ

ることが前提となる。患者および患者家族と搬送元、搬送先の担当医師が面談したうえで明

確な意思表示を確認する。

 『現在行いうる全ての適切な医療をもってしても回復の可能性がないと判断されるこ

と』に関して、搬送元病院と搬送先病院スタッフによる共通した認識があり、患者家族

が理解していること

 搬送方法および搬送に伴う危険性について

 患者病態により搬送が中止となりうること

 転院先病院医師に主治医が変更となること
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 患者病態により転院搬送後臓器提供に至らない場合もあること、あるいは心停止下臓

器提供となる場合があること

 臓器提供に至らない場合、終末期に関する患者家族の意向を改めて確認し、延命のため

の治療継続を希望する際には搬送元病院への再転院も検討しうること（ただし、2 回の

法的脳死判定によって脳死とされた以降に臓器提供に至らなかったものは除く）

― 患者病態により転院搬送後臓器提供に至らず、一定期間の生命維持が見込まれ、か

つ延命のための治療継続を希望する際には、家族の意向（地理的要件などを配慮する）

と再度の転院搬送に伴うリクスを勘案し、適切に対応する。

添付する説明書式は、搬送先病院、搬送元病院ともに診療録に保存すること

2. 事後検証体制

宮城県移植医療推進会議参加委員および消防関連、外部委員により構成し、事後検証票を

利用する。
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手順

臓器提供に至らない場合における対応：

終末期に関する患者家族の意向を改めて確認し、延命のための治療継続を希望

する際には搬送元病院への再転院も検討する（ただし、2 回の法的脳死判定によっ

て脳死とされた以降に臓器提供に至らなかったものは除く）

― 一定期間の生命維持が見込まれ、かつ延命のための治療継続を希望する際には、

家族の意向（地理的要件などを配慮する）と再度の転院搬送に伴うリクスを勘案し、

適切に対応する。

搬送元施設

対象患者の要件確認

宮城県臓器提供施設連携ネットワーク

コーディネーター

宮城県臓器移植コーディネーターへの連絡

（患者家族の同意を前提とする）

搬送先施設への連絡

搬送先施設（東北大学病院）

対象患者の搬送要件確認

（搬送元および搬送先医療施設医師）

患者家族インフォームドコンセント

（搬送元医療施設医師; 必要に応じてコーディネーターおよび搬送先医師同席）

搬送方法・日程決定と調整

搬送元医療機関からの搬送依頼

宮城県臓器提供施設連携ネットワーク：事後検証
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宮城県臓器提供施設連携ネットワーク 搬送に関する説明・同意書

宮城県臓器提供施設連携ネットワーク

○○ ○○ 殿

私は、宮城県臓器提供施設連携ネットワークによる今回の搬送に関して、担当医師から以

下について説明を受けました。

 患者の病状、および『現在行いうる全ての適切な医療をもってしても回復の可能性がな

い』と判断される状態であり、治療を目的としての搬送ではないこと

 搬送方法ならびに搬送に伴う病状の悪化や急変の可能性があること

 病状により搬送が中止となる可能性があること

 転院先病院医師に主治医が変更となること

 患者病態により転院搬送後臓器提供に至らない場合もあること、あるいは心停止下臓

器提供となる場合があること

 臓器提供に至らず、延命のための治療継続を希望する際には、搬送元病院への再転院も

検討しうること（ただし、2 回の法的脳死判定によって脳死とされた以降に臓器提供に

至らなかったものは除く）

十分納得しましたので、本搬送に同意します。なお、同意書の写しを受け取りました。

（承諾者の本人との関係 ） （承諾者の本人との関係 ）

同意年月日 西暦 年 月 日 同意年月日 西暦 年 月 日

住 所 住 所

氏 名 （㊞） 氏 名 （㊞）

別紙同意説明文書について、私が説明しました。

担当者 1 ○○ 病院 記入年月日 西暦 年 月 日

氏名 (㊞) 

連絡先

担当者 2 ○○ 病院 記入年月日 西暦 年 月 日

氏名 (㊞) 

連絡先
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転院搬送前患者情報

施設および診療科名

担当医名：

患者氏名： 性別： 年齢：

疾患名：

診療経過概要

臓器提供意思表示： □あり/ □なし
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搬送前チェックリスト

□ 患者要件に該当する

□ 宮城県臓器提供施設連携ネットワークによる搬送に関する同意がある

□ 搬送先医療機関への連絡をしている

□ 搬送手段と同乗スタッフが決定している

鎮痛･鎮静薬使用

フェンタニル μg/kg/時

モルヒネ μg/kg/時

ミダゾラム ｍg/kg/時

プロポフォール ｍg/kg/時

デクスメデトミジン μg/kg/時

その他：

搬送中におけるその他の使用薬剤:

意識レベルとバイタルサイン

GCS E V M

JCS

瞳孔径と対光反射 右 mm (+/-); 左 mm (+/-)

心拍数 /分

血圧 / mmHg

体温 測定部位（ ）： ℃

循環作動薬薬使用

バソプレシン 単位/分

ドパミン μg/kg/分

ノルアドレナリン μg/kg/分

アドレナリン μg/kg/分

その他：

人工呼吸器設定と呼吸状態

換気モード 量調節・圧調節・その他

FiO2

PEEP cmH2O

1 回換気量 ｍL

プラトー圧 cmH2O

PH: ; PaCO2 mmHg; PaO2 mmHg; HCO3
- mEq/L
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（搬送元）施設および診療科名

担当医名：

記載日時： 年 月 日 :
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事後評価事項：搬送前チェックリスト ＋ 搬送中状態および搬送後転帰

搬送概要

 搬送手段： 消防救急車 ; ドクターヘリ ; その他（ ）

 同乗者医療機関と医師名：

 病院出発日時： 年 月 日 時 分

 病院到着日時： 年 月 日 時 分

 搬送時間（病院出発〜病院到着）： 分

搬送中呼吸管理方法： 人工呼吸器 ； 用手換気

搬送中における容態変化、問題点等

（搬送元）施設および診療科名

担当医名：

記載日時： 年 月 日 :
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搬送後経過と転帰

法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされうる状態の判定

□ 施行

□ 非施行：理由 （ ）

法的脳死判定

□ 施行

□ 非施行：理由 （ ）

脳死下臓器提供

□ 施行

□ 非施行：理由 （ ）

搬送後における経過および問題点等

（搬送先）施設および診療科名

担当医名：

記載日時： 年 月 日 :
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

社会への啓発活動と社会への教育のあり方に関する研究

研究分担者 朝居 朋子 藤田医科大学保健衛生学部看護学科 准教授

研究協力者 佐藤 毅 東京学芸大学附属国際中等教育学校 教諭

研究要旨：

生徒の思考を重視する授業実践として、移植医療を題材にした倫理的ジレンマの教材開発を行っ

た。匿名の原則、募金と渡航移植、臓器売買、親族優先提供、オプトアウト制度をテーマにした授業案

（50分）を作成した。初等教育で道徳を担当する教員の前で模擬授業（基礎知識、匿名の原則、募金と

渡航移植）を実施し、フィードバックを得た。臓器移植の倫理的ジレンマ教材は、現場の教員に好意的

に受け入れられた。

次は実際に教育現場で使ってもらえるようにする必要がある。教科書出版会社の教員向け授業案プ

ラットフォームへの掲載や模擬授業の機会を得て、道徳科に関わる教員に実際見てもらい、体験しても

らうことが重要であると考える。今後は更なる機会を得て、全国の道徳教育に従事する教員に広げてい

く所存である。

Ａ．研究目的

『中学校学習指導要領解説特別の教科 道徳

編（平成29年）』によると、道徳教育では、人として

よりよく生きる上で大切なものとは何か、自分はど

のように生きるべきかなどについて、時には悩み、

葛藤しつつ、考えを深め、自らの生き方を育んで

いくことが求められる。つまり、道徳教育では、多様

な価値観の、時に対立がある場合を含めて、自

立した個人として、また、国家・社会の形成者と

してよりよく生きるために道徳的価値に向き合

い、いかに生きるべきかを自ら考え続ける姿勢

が求められる。

多様な価値観を知るには、他者との対話や議

論が不可欠である。対話や議論を通して、自分

とは違った意見やその理由を聞き、相手の立場

になって、持論を見直し、場合によっては持論

が変化する。生徒の思考が揺らぐためには、答

えがないテーマが適している。

それには、倫理的ジレンマが適している。特に臓

器移植は、倫理的諸問題をはらみ、価値が不一致

であり、価値的判断が分かれるテーマである。価値

的判断とは、社会的事象に対して、「善い・悪い」

「望ましい・望ましくない」などというように、社会的

事象を価値的に評価する判断である（梅津正美,20

18）。従って、社会的価値の対立や葛藤が存在す

る臓器移植は、ジレンマ教材に適している。

そこで、本研究では、教材を作成し、初等教育で

道徳科目を担当している教員に模擬授業を実施し、

フィードバックを得ることを目的とした。

Ｂ．研究方法

倫理的ジレンマ教材として、「匿名の原則」、「募

金と渡航移植」、「Happy-Happy（Win-Win）理論

（臓器売買）」、「オプトアウトへの制度変換」、「親

族優先提供」について50分の授業案を作成した。

実際に、「匿名の原則」、「募金と渡航移植」を用い、

初等教育で道徳を担当する教員に模擬授業を実

施し、フィードバックを得た。

Ｃ．研究結果

１．模擬授業に用いた倫理的ジレンマの授業案

「匿名の原則」、「募金と渡航移植」の授業案を

下記に示す。
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移植医療 倫理的ジレンマ 授業案

テーマ 匿名の原則 ～あなたは崩しますか？～

ここで取り上げる倫理

的ジレンマ（具体的に

書く）

【「匿名の原則」を崩すか維持するか】

世界共通で移植医療において基本的に「匿名の原則」がある。ドナーとレ

シピエントは知り合うことはできない。その理由として主にリスクが３つある。①

移植後すぐにレシピエントが亡くなってしまうと、もしかしてレシピエント家族が

ドナー家族を逆恨みする危険性②ドナー家族がレシピエントを追いかけます

危険性③ドナー家族がレシピエントやレシピエント家族に対し金銭を要求する

危険性である。

サンクスレターという制度はあるが、ただ純粋に会ってレシピエントやレシピ

エント家族はドナーへの感謝の意を込めて、ドナー家族にお礼を言いたいケ

ースもあるのではないか。「匿名の原則」を崩してまで両者を対面で会う機会

を設けていいものか、それともこの「匿名の原則」を崩さずにいたらいいものか

どちらでしょうか？

授業の狙い（到達目

標を箇条書き）

 移植医療のストーリー展開からドナー・ドナー家族・レシピエント・レシピエ

ント家族の気持ちを考える。

 自分が当事者になった場合、どのような希望があるか考える。

 社会の仕組みに対して、肯定なのか改善の余地があるか考える。

 生命倫理について考えを深める。

 死生観を深めるきっかけにする。

 時間数にゆとりがある場合は、崩す場合の対策について考える授業をす

るとより一層議論を深めることができる。

授業実践における留

意点と解説

＜留意点＞

・受講者に関係者がいないか配慮する。事前にわかっている際は、授業内容

をあらかじめ伝えておく。辛い際は保健室で休む選択肢を提示する。

・受講者に対し、移植医療の歴史や現状等の基礎知識を事前に伝えておくと

議論が深まる。

・インフォームド・コンセントや滑りやすい坂論等の生命倫理の基礎知識を伝

えてから、議論させる必要がある。

＜解説＞

・日本では 1997 年に「臓器移植法」が施行された。（2010 年「改正臓器移植

法」施行）

・移植医療において、あげたい・あげたくない・もらいたい・もらいたくないという

「４つの権利」というものがある。この権利はいつ決めても、変えても構わない。

現在、意思表示カード・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・インタ

ーネットからの５種類の意思表示方法がある。

・アメリカやスペインをはじめ、世界中では年間数千から数万件の脳死下にお

ける移植が行われている。

・日本では、25 年間で脳死下における移植医療は、約 800 例の提供、約

3,800 件の移植が行われた。

・現在、日本では（公社）日本臓器移植ネットワーク（JOT）を通して、個人情報
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が伝わらないように配慮されて、「サンクスレター」という形で受け渡しが行われ

ている。

・近年、ＳＮＳの普及により、お互いが知り合ってしまう可能性が高まっているこ

とが問題になっている。

授業の展開（50 分） 学習内容 留意点

導入５分 〇移植医療とは？

〇ドナーとレシピエントとは？

●死生観について考える雰囲

気作り

●基礎知識の確認

展開①１５分

展開②1０分

展開③５分

展開④５分

展開⑤５分

〇ドナーの気持ちＡ・ドナー家族の気持ち

Ｂ・レシピエントの気持ちＣ・レシピエント

家族の気持ちＤを考える。

〇他者の意見を聴き、再考する。

〇生命倫理とは？

〇インフォームド・コンセントや滑りやすい

坂論を前提に考える。

〇匿名の原則とは

〇崩していいか維持すべきか

〇意見交換をする。

●ワークシートを使用しながら

進めるとよい。

●Ａ～Ｄ迄１分ずつ交互に行

う。

●２分ずつ発表

まとめ５分 〇帰宅後に家族と会話し、現段階における

自らの考えをもつように促す。

●後日、Ｗｅｂアンケートなどで

意見を聴く機会があってもよ

い。
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移植医療 倫理的ジレンマ 授業案

テーマ 募金について

～あなたは「〇〇ちゃん・２歳の渡航心臓移植」に募金しますか？～

ここで取り上げる倫理

的ジレンマ（具体的に

書く）

【あなたは募金をしますか？】

駅前などで募金活動をしている場面に出会ったことがある。募金する人は、ど

のような気持ちで募金しているのだろうか。今回は小児の渡航心臓移植の募

金について考えてみる。

まず、世界の移植状況として、人口比でみると、移植先進国のアメリカやスペ

インが 100万人あたり約 40人なのに対して、日本は0．62人（2022年１０月現

在）。日本で移植が受けられる割合は約 2％である。特に小児のドナーは少な

く、自国で完結せず、海外に頼っている現状がある。次に、海外渡航する際の

目標金額はどれくらいなのであろうか。202２年11月現在、約5億4000万円。

また、どの国にもレシピエントは複数いて、待機患者がいることは事実だ。その

中で、アメリカでは、「５％ルール」というものがある。それは、外国人患者への

移植は、その施設が前年におこなった移植数(臓器ごと)の 5パーセントを超え

ない中でおこなうというものである。一応受け入れの体制は開かれてものがあ

る。

そして、レシピエントに目を向けてみると、ただでさえ、余命宣告されていて状

況が厳しいのに、飛行機（例えばアメリカへは約 10 時間掛かる。約 10,000ｍ

上空を飛び、機内の気圧は地上より低く、考え方としては、約 2,000m の山に

いるのと同等と考えられている）、慣れない土地での生活というように何重もの

リスクが伴う。

果たして、そこまで理解したうえで募金という行為を行っているのだろうか。

授業の狙い（到達目

標を箇条書き）

 日本における移植事情のうち、特に小児の海外渡航移植の現状につい

て知り、考える。

 海外渡航移植ストーリー展開からレシピエント・レシピエント家族の気持ち

を考える。

 自分が当事者（例えば結婚し、こどもが生まれ、そのこどもが２歳の時に

移植が必要だと分かった。自分ならどうするか等）になった場合、どのよう

な希望があるか考える。

 海外に行かなくても国内で完結できるような仕組みについて現在の問題

を発見し、解決できることあるかどうか考える。

 生命倫理について考えを深める。

 死生観を深めるきっかけにする。

 一般的（ユニセフや赤い羽根共同募金）な募金とこの募金の違いについ

て考える。

 そのものごとをあまり深く考えないで募金をするという行為と募金はぜず

に社会のシステムを変えることにエネルギーを注ぐという行為の差につい

ての考えを深めてもよい。

授業実践における留

意点

＜留意点＞

募金の金額が多いか少ないか、経験があるかないかというような良い悪いでは
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ないことが前提で議論を進める。基本的（各国の状況は異なる場合もある）に

臓器の売買は禁止されている。お金の内訳では、臓器自体には金額はつい

ていないが、間接的にお金でやりとりしているのではないかという意見もある。

＜解説＞

日本は 1997 年に臓器移植法が施行された。当時はドナーになる条件として、

本人の生前の意思表示と家族の同意を必要とした。

2010 年 7 月に、臓器移植法は改正され、本人の意思が確認できなくても、家

族の同意だけで臓器提供ができるようになった。また、15 歳未満の子どもから

の臓器提供も可能になった。現在、６歳未満に限ると１２年間で国内では 25

例（2022 年１１月末現在）である。

渡航移植において、専用の航空機による渡航費と高額な医療費が必要で、そ

の額は約 5億 4000 万円（2022 年 11 月現在）。

2008 年に国際移植学会が渡航移植を原則禁止とした「イスタンブール宣言」

を宣言した。WHO もそれを採択したルールで、倫理的な観点から、「移植に

おいて自国の命は自国で救うべき」という内容のものだ。

＜参考資料＞

公益財団法人日本ユニセフ協会に寄せられた募金総額 約 237 億円（2021

年度）で、赤い羽根共同募金 約 170 億円（２０２１年度）である。

授業の展開（50 分） 学習内容 留意点

導入５分 〇募金ってなんだろう？

〇今までどこで、どんな募金があっ

ただろう？

●募金することはいいことだというわけ

ではないことの確認

●募金という題材を通して、小児のド

ナー不足や小児の海外渡航移植に

ついて考えるスタンスの確認

展開①１０分

展開②１０分

展開③１０分

展開④５分

〇世界の移植事情の確認

〇日本の小児のドナー不足問題

〇渡航のリスクとは？

〇本当の意味での社会貢献とは？

●アメリカやスペインの１００万人あたり

の人口比を日本と比べ、現状の紹介。

また、イスタンブール宣言に触れる。

●１２年間の日本の小児の移植事情

の確認

●金額的な面・レシピエント側の考え

られる諸課題について

●社会全体にある社会貢献について

目を向ける

まとめ１０分 〇本授業を通し、小児のドナー不足

について考えてみよう。

●考えた結果、新たなシステムの構築

でも、募金をすることでも認める雰囲

気作り

92



２．模擬授業の実践と参加者のフィードバック

岐阜聖徳学園大学教職教育センターの山田貞

二教授主宰の「A to Z 道徳授業学習会」（2024年

2月17日）で模擬授業をハイブリッドで実施した。主

たる参加者は全国の初等教育の教員24名及び山

田教授のゼミ生19名であった。

模擬授業は2コマで構成した。研究協力者（佐藤）

より、①臓器移植の基礎知識のレクチャー、②匿名

の原則と募金の倫理的ジレンマ教材を実施した。

模擬授業後に、総合討論を行った。

総合討論では、臓器移植の現実について初めて

知った教員が多く、事実や数字で伝えることの大切

さが強調された。身近な話題でないからこそ、当事

者意識にはなりえない、そのため小さな頃から考え

る環境を作るのが大事、との意見も聞かれた。

倫理的ジレンマ教材に対しては、正解がなく、も

やもやの状態で終わることに「何をゴールにしてい

ディスカッションする中で、「あえて、もやもやの状

態でおわることで考え続けることになり、他者と意見

クラスで同じ意見になったらおかしい」という意見が

出た。もやもやの状態が生徒にとって考え続け、他

者との対話を深めるものであることを確認できた。

移植「を」考えるのではなく、移植「で」考えること

の重要性は全員が認識した。臓器移植に詳しくな

基礎知識についてはビデオ教材の作成・利用、ゲ

ストティーチャーの活用が提案された。「知識がなく

ても、その立場にたって気持ちを考えることはでき

る」、「そのための効果的な発問こそが大事」という

意見も出た。このようなディスカッションを続けること

で、教員側の「難しそう」「自分にはやれない」という

ハードルが下がっていった。

小学校3名、中学校4名、その他の教育機関（特別

学級など）2名であった。模擬授業の内容に対する

教員の理解度を5段階（1：わかりにくかった～5：わ

ほぼ全員が良く理解できていた。

基礎知識の模擬授業に対して、印象に残ったこと

を抜粋した。具体的な内容を数字を用いて説明し

ていること、授業に際し、教員自身のスタンスを明

確にすることがキーであった。

・正直、テーマを見たときは難しい内容だと感じまし

た。しかし数字を使ったり、日常に近い話題に置き

換えたりすることで、自分自身もイメージがつきや

すくなりました。知識をどのように伝えるか、その伝

え方が印象的でした。

・具体的な数字を挙げながら説明されていたので、

とてもわかりやすかったです。

・いのちを考えるために正しい知識が必要ということ、

生と性と死は一連の教材になるといいと思いながら

聴いていました。

・①臓器移植にかかわる、いろいろなデータを提示

し、その現状や問題点を客観的に示していた点、

②自分の立ち位置を明確に示していた（移植を推

奨している立場ではないこと）点

・「生きることの答えは社会の中にある、それは生か

いのかわからない」と違和感を持つ参加者もいたが、 されているということ」というお話が大変深く、胸に刺

さりました。

・自分を大切のすることが、他者を大切にすること

交換（コミュニケーション）することになる」、「むしろ、 につながる。

倫理的ジレンマ教材の模擬授業に対して印象に

残ったことを抜粋した。正しい知識の上で思考する

ことの大切さ、思考の揺らぎ、当事者意識、正解の

なさがキーであった。

・やはり正しい知識を持ったうえでジレンマについ

い教員が多いことから、教員側の準備が必要なこと、 て考えると、選択するものが変わってくるなと感じま

した。小学生にどこまで理解できるかと私も考えて

いましたが、完全に理解させるのではなく、考えるき

かっけとすることという言葉が非常に印象的でした。

・基礎知識は大切、そのうえで考える過程を感じる

こと。

・なぜ匿名の原則があるのかは理解できましたが、

提供する側、移植される側の気持ちを考えると、そ

教員のみのフィードバック回答者（9名）の所属は、 の原則を崩してもよいのではという気持ちもあり、ま

た、このままでよいという気持ちもあり、整理がつか

ないです。正解がないことが印象に残りました。

・4つの立場（ドナー／ドナー家族／レシピエント／

かりやすかった）できいたところ、5が7名、4が2名で、 レシピエント家族）からの心情理解を図っていた点。

・ドナーやレシピエントなど、その立場の気持ちに

ついて考えたことがなかったので、考える良い機会

になりました。
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・難しいということ。その立場にたって考える難しさ。

・命に対する感情の部分、現実の面、社会的な面

様々な面から命を考えられると思います。

・募金をするかしないか、「ハッピー」か「ウェルビー

イング」か、という点で、自分にできることは何だろ

う？と悩みました。

現役教員9名中3名が、自身でも臓器移植を題材

に道徳の授業を教科書を用いて実施していた。

模擬授業受講後、自分でもやってみたいかにつ

いては、特別学級の担当教員を除き、5名は「やっ

てみたい」と答えた。「どちらともいえない」が2名い

やる必要性があるとは感じますし、このような命を考

える内容を普段から扱っていく学校教育になるべき

必要があると感じました」と答えていた。

また、小学校教員は、低学年であっても授業をす

る必要性を実感していた。

「学習会を受けるまで、移植医療を小学生に教

しかし学習会を通して佐藤先生をはじめ、たくさん

の先生方のお話を聞くことでその必要性が理解で

きたような気がします。やはり印象的なのはもやも

やしたままで終わったとしても、それが移植医療や

命について考えるきっかけになるということでした。

・教科書にも関連する教材がない小学校現場で扱

っていくのは、いくつか壁はありそうですがチャレン

ジすることに価値のある内容だと感じました

Ｄ．考察

初等教育（小中学校）における道徳科は、学級

担任、または道徳教育推進教師が行うことになって

おり、中等教育（高校）学校の教育活動全体を通じ

て、全教師が協力して道徳教育を展開することに

なっている。道徳教育の目標の達成に向けて、学

校や学年として一体的に進めるものでなくては

ならない。そのために、指導に際して全教師が

協力し合う指導体制を充実することが大切にな

る。しかし、教員養成校に道徳科という専攻があ

るわけでなく、専門教育を受けるわけでもなく、担

当教員は教科書等を用い、各々の工夫をし、実施

しているのが現状である。

道徳科は、主として生徒をよく理解している

学級担任が計画的に進めるものである。どのテ

ーマにおいても、当事者の立場で考えさせるかが

キーである。道徳教育で重要なことは、課題発見と

解決、当事者意識、多面的・多角的な思考である。

教材は、それが達成できるような内容、構成でなけ

ればならない。

当事者意識は、自分の住む世界とは関係のな

い遠い国のできごとではなく、自分にも家族にも起

こりえることとして考えさせることが不可欠である。

我々の教材は、そのことを意識して作成し、当事者

として考えられるような構成にした。また、各自の考

たが、「やってみたいかと言われたら難しいですが、 えを他者・家族と共有できるように、ワークシートも

作成した。

初等教育の教員を対象にした調査では、義務教

育で臓器移植を取り上げたことがあるかについて

は、68％が「いいえ」であった（加藤みゆき,2022）。

脳死と臓器移植に関する教育プログラムの利用を

望む高校は65％であった（山縣香織,2022）。このこ

える必要が本当にあるのだろうかと思っていました。 とから、実際にやってはいないが、やりたいニーズ

があると言える。「やりたいが、やれない」壁を越え

られるように、教員自身に臓器移植の知識がない

場合、ビデオ教材を準備し、ゲストティーチャーの

活用を促す。倫理的ジレンマの議論については、

道徳教育に従事する教員であればそのメソッド、ス

キルは修得しており、応用可能である。

今回、道徳教育用の倫理的ジレンマ教材を作成

したので、次は実際に教育現場で使ってもらえるよ

うにする必要がある。教科書出版会社の教員向け

授業案プラットフォームへの掲載や模擬授業の機

会を得て、道徳科に関わる教員に実際見てもらい、

体験してもらうことが重要であると考える。今後は更

なる機会を得て、全国の道徳教育に従事する教員

に広げていく所存である。

Ｅ．結論

生徒の思考を重視する授業実践として、臓器移

植を題材にした倫理的ジレンマの教材開発を行っ

た。匿名の原則、募金と渡航移植、臓器売買、親

族優先提供、オプトアウト制度をテーマにした授業

案を作成した。今回、初等教育の教員対象に模擬

授業を行い、フィードバックを得たところ、臓器移植

の倫理的ジレンマ教材は、現場の教員に好意的に
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受け入れられた。

Ｆ．健康危険情報

（分担研究報告書には記入せずに、総括

研究報告書にまとめて記入）

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

・朝居朋子,伊藤美保:医療系学生のための「やさし

い日本語」 表現力とコミュニケーションのマインド

を学ぶ.看護教育,64(6),734-740.

2. 学会発表

・朝居朋子,佐藤毅:臓器移植における倫理的ジレ

ンマを題材にした中学校・高等学校の教材開発.

第59回日本移植学会総会,2023年9月22日,京都

市(日本移植学会岩城賞Best Abstract Award).

・朝居朋子,織田千賀子:VR看図アプローチを活用

した教科等横断型の授業実践報告.日本協同教

育学会第19回大会,2023年11月5日,広島市.

・朝居朋子,太田充彦,会津直樹,平山将也,松岡透,

市野直浩,大槻眞嗣: 本学の多職種連携教育とし

てのアセンブリ教育における段階的・系統的到達

基準の作成,第16回日本保健医療福祉連携教育

学会学術集会,2023年11月26日,豊明市.

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

なし
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図１ 模擬授業の案内

図２ 模擬授業後の総合討論の板書
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

重症患者対応メディエーターのあり方に関する研究

研究分担者 三宅 康史 帝京大学医学部救急医学講座 教授

Ａ．研究目的

令和2〜4年度に実施された厚生労働科学研究

（移植医療基盤整備研究事業）「脳死下、心停止

後の臓器・組織提供における効率的な連携体制の

構築に資する研究」における分担研究に続いて、

原因によらず入院後に重度の意識障害が遷延また

は鎮静・鎮痛薬の長期使用を余儀なくされ、本人か

らの治療方針を含む意思確認が困難な症例にお

いて、家族とその関係者に、疾患内容、急性期の

治療方針の選択に関して、医学的問題の理解促

進のみならず、経済的･心理的問題を含め全面的

に支援する職種として“入院時重症患者対応メディ

エーター”（以下、M）を定義し、当年度からの分担

研究として、 a.学術団体である日本臨床救急医学

会 教育研修委員会 入院時重症患者対応メディ

エーター養成小委員会による講習ファシリテーター

養成、実務者が必要とするコンテンツ作成、M認定

資格の更新制度のあり方の検討、 b.養成講習を

受講した修了者の活動実態の把握と上記資格の

更新制度をふまえた情報管理、 c.分担研究班が

主催する養成講習会の安定的な開催と実務者発

表会の開催、報告書発行等によるM普及に向けた

対外的な情報発信を3年間での目標とする。

Ｂ．研究方法

令和5年度は、a.日本臨床救急医学会 教育研

修委員会 入院時重症患者対応メディエーター養

成小委員会の設置した3つのWGのメンバーを選び、

学会理事会の承諾を得たうえで、実務的な活動を

開始、b.講習修了者の現状把握（勤務先、所属、

現在のMとしての活動の有無、ある場合の勤務体

制、活動期間中の臓器移植例の有無）と更新手続

きの必要な修了者を把握するための制度作りと、そ

の実務を担う組織として〔重症患者対応メディエー

ター協会（仮称）〕の設立に向けた検討、c.受講者

数を前年度より増やすための工夫と実務者発表会

の報告内容のとりまとめ、関連する各学会でのMに

関する研究発表情報を収集して内容を分析し、必

要な改善点の抽出とその実施、以上a.～c.を1年を

通じて行った。

なお、この活動については、日本臨床救急医学

会 教育研修委員会 入院時重症患者対応メディ

エーター養成小委員会のメンバー、その下に今年

度に設置された〈ファシリテーター養成WG〉〈実務

者運用マニュアル作成WG〉〈メディエーター資格

更新WG〉の各メンバーの協力を得た。

研究要旨：

初年度は、入院時重症患者対応メディエーター（以下 M）養成講習を 12 回開催し 455 名が修了

した。2023 年 5 月には受講予定者、受講済の M、M が所属する医療機関スタッフのためのテキスト

ブックが完成し、市販の運びとなった。今後一層Mの年間受講者数を増やし、その質を担保し、関係

者への M の広報とともに活躍の場を広げるため、日本臨床救急医学会の教育研修委員会 M 小委

員会にファシリテーター養成、実務者運用マニュアル作成、M資格更新の３つのワーキンググループ

（以下 WG）を設置し活動を開始した。その一環として、現場で活動する M のための第 2 回となる実

務者発表会を 2024 年 1 月に開催した。さらに今年度末で修了者が 904 名となり、その医療機関で

の活動状況および課題の把握、さらには今後の資格更新制度をふまえた情報管理を安全に実施す

るために、新たに〔重症患者対応メディエーター協会〕の設立準備を開始した。2年目研究に向け、よ

り多くの質の高いファシリテーター養成、現場実務者に役立つコンテンツの作成、M の資格更新のた

めに必要な要件の検討や研修プログラム作成を進めるために、学術団体である日本臨床救急医学

会、現在設立準備中の M 協会、そしてこの分担研究班がより一層結束し、活動を広げ深めていく必

要がある。
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（倫理面への配慮）

アンケートの実施、各個人の情報管理に当たっ

ては、前もって本人の了解を得たうえで、個人が特

定されないよう安全面を含めた配慮を行った。

Ｃ．研究結果

①M養成講習の開催：

令和5年度は合計12回の養成講習会を開催し45

5名が修了した。2018年から5年間で、合計での修

了者数は904名となった。

受講者数の経年的な推移を図1に、職種別の人

数を図2に示す。図2は、複数の職種の有資格者が

いるため重複がある。図に挙げたほか、少数ではあ

るが、医師、診療情報管理士、臨床検査技師、薬

剤師、作業療法士、移植コーディネーター、事務職

員などが受講している。

②M養成講習のための正式テキストブックの発刊：

2023年5月17日に第1版第1刷がへるす出版より

発行された（本体価格2,200円＋税）。養成講習の

ためのテキストとしてのみならず、受講後の現場で

の参考資料として、現場から離れていてこれから活

動を開始するMの復習用として、ともに働く同僚や

上司のM理解促進のための資料として、また臨床

医学教育や医療倫理教育の一環としての教科書と

しての役割も担っている。

③日本臨床救急医学会における活動：

学術団体としてM養成だけでなく、その質を維持・

担保するための資格更新制度の検討、養成講習を

担当するファシリテーターの育成、活動するMが必

要とする現場目線のマニュアル作成を支援するた

めに3つのWGを教育委員会 M養成講習小委員会

の下に設置した。各WGの名称と活動について、A.

「ファシリテーター養成WG」では、ファシリテーター

希望者を募り、講習の見学、プレ・ファシリテーター

として承認を得たうえでファシリテーターとしての活

動を開始する手順の確認と、ファシリテーターとして

の活動を支援するためのファシリテーターマニュア

ルの作成を担う。B.「実務者運用マニュアル作成W

G」では、養成講習の受講とともに必要とされるマニ

ュアルのひな型を公開し、各医療機関で活動をす

るMのために役立ててもらうことを目標としている。C.

「M資格更新WG」では、講習会を終了し資格を得

て活動を開始したMが、より質の高い活動を目指し

て定期的に更新のための条件を設定し、それをクリ

アするために新たなコンテンツの作成に取り掛かる

こととなった。講義用のビデオ作成と並行して、対

象となる受講修了者の現状把握のための情報収集

を始める必要性が生じている。各WGのメンバーは

日本臨床救急医学会のホームページ内に掲載さ

れている。（JSEMについて⇒委員会と活動内容⇒0

5.教育研修委員会⇒M養成小委員会の下部WG）h

ttps://jsem.me/about/contents.html

④Ｍ協会の設立準備：

「M資格更新WG」で生じた、対象となる受講修了者

の現状把握のための情報収集とその管理をM自ら

が行うために、有資格者が900名を超えたM自身に

よる“協会”の設立と運営が必要であり、設立に向

けての定款他の準備が進行中である。

⑤M実務者発表会の開催：

令和4年度に開催された第1回実務者発表会の開

催報告書(事例報告集)について、M養成講習ウェ

ブサイト内にある実務者発表会の案内ページ（過

去開催についてのご案内）よりオンラインでの閲覧

が可能となった(表1、URL：http://hmcip.umin.jp/m

eeting/#past)。令和5年度として第2回の実務者発

表会を2024年1月27日土曜午後に開催した。プロ

グラムを表2に示す。厚生労働省担当官の情報提

供に続き、体制構築、多職種連携と工夫、現状と課

題の3つのセッションで一般演題14、WG報告、協

会設立の説明を加えて15題とし、4時間以上にわた

り発表、質疑応答、意見交換が行われた。第2回の

開催報告書（事例報告集）の作成が進行中である。

Ｄ．考察

養成講習について：

養成講習は安定的に年間12回開催されており、20

23年度は455名が修了した。ただし、診療報酬加算

が認められて以来、受講希望者が募集人員の約9

倍〜10倍に達しており、その対策が求められている。

その解決策の1つとして、令和5年度には1回あたり

の受講定員（30名）について、受講者3名（1グルー

プ）に1名配置されるファシリテーターの参加人数に

応じて、可能な場合に定員に上乗せして受講を受

け入れる方針として、1回あたり最大42名まで上乗
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せして講習を開催できた。一方で、オンライン開催

における短時間での受講者の出席確認、グループ

分けの操作や、トラブル時の対応等の運営業務の

負担が増すことにもなるため、現在の開催形態で

の1回あたりの受講者数としては上限に近づいてい

ることも把握された。

このため、受講希望に応えるためには、講習開催

回数の増加と、運営業務の負荷を増やさない形で

の1回あたりの受講者数増加を計画している。前者

については現在、2か月毎に1日（2回）開催してい

るところを毎月開催など、より頻回にするものである

が、そのためには講師、ファシリテーターの参加日

程の調整が必要となる。後者については、現在オ

ンライン開催においては受講者1グループ（3名）に

対してファシリテーター1名が対応しているところ、

対面開催の場合には複数グループに対応できる可

能性があり、オンラインによるシナリオ提示や講師コ

メントのウェブ配信と、会場ではその配信の視聴と

対面でのグループワークを併用することで、ファシリ

テーターあたりの受講者数を増加できるかどうか検

討している。学会・学術集会開催に合わせての会

場確保も考慮している。加えて、ファシリテーターの

養成テキストの有効利用：

講習の公式テキストとして2023年5月に出版され

た養成テキストにより、Mとして活動する本人のみな

らず、診療現場や医療機関でMとかかわりを持つ

医療者、さらには病院外の行政担当者、教育担当

者、マスコミなどが、養成講習を直接受講せずとも

Mについて多くのことを理解することが可能となり、

広報的な効果も大きなものとなっている。講習受講

の枠が限られたものとなるなかで、より実務に近い

方に受講の機会を得ていただくうえでも大いに意

味がある。

また、このテキストを標準として、現場で働くMに

必要な実務的支援の内容、資格更新に必要な知

識や技法などの要件を定める上での標準的基準と

もなってくる。その活動は以下に示すWG活動と直

結している。

日本臨床救急医学会におけるWG活動：

2023年度に3つのWGを設置し活動を開始した。

「ファシリテーター養成WG」では、ファシリテーター

を増やすことで、一度の開催でより多くの受講者を

受け入れ可能となるだけでなく、質の良いファシリ

テーターの養成は、質の良いM養成につながること

は明白であり、その養成方法の確立は重要である。

令和5年度にはファシリテーターマニュアルを作成

したが、その内容をブラッシュアップしていくことで、

新たにファシリテーターとなる方が不安なく安定し

たファシリテーションをできるように準備が行われて

いる。

「実務者運用マニュアル作成WG」が作成した実務

者用の運用マニュアルについても、現場からの意

見をフィードバックしより実用的なマニュアルに改訂

する必要がある。加えて、診療報酬の加算要件とさ

れる専任、カンファレンス、実務の具体的な内容に

ついては改訂後の中医協でもハッキリとは示されて

いないので、業務内容など現場の意見を参考に慎

重に進めていくことが求められる。

「M資格更新WG」では、すでに受講済みのMを対

象に最新の知見を提供するとともに、業務内容に

ついて、現場を交えて策定してきた業務指針など

を共有することで、より一層質の高いM業務を遂行

できる。Mの資格は定期的な更新が必要と考えて

養成の促進や、日当等の待遇改善も考慮している。 おり、具体的な更新要件については厚生労働省と

の調整を図りつつ、医療倫理、メディエーションの

技法、実際の重症患者の病態と治療、予後といっ

た医療知識などを講義ビデオなどで提供して、オン

デマンドで視聴していただくことを考えている。

（入院時）重症患者対応メディエーター協会：

M講習の修了者については、その後に勤務先の医

療機関が変わったり、所属部門が変わり実際の業

務から外れていることも少なくないことが考えられる

が、現在の講習会事務局においてはその状況の把

握は困難であるため課題となっている。また、今後

に資格更新制度を実施していくなかでも、勤務先

医療機関等の情報に加えて、定期的にMとしての

業務状況や、前述した講義視聴等の学習状況、学

会発表、実務者発表会の参加記録、講義視聴等

の実績などの情報を把握する必要がある。さらに更

新に関連する情報を対象Ｍに提供することも求め

られるため、こうした業務を実施できる協会の設立

が必要となる。設立にあたっての定款の作成、役員

の任命、そのデータ管理、運用資金の確保などの
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ため、ＷＧ活動と並行して、早期に設立準備を開始

する必要がある。

M実務者発表会の開催：

令和4年度、5年度に開催した2回の実務者発表

会は、現場からの生の声として他の医療機関での

運営方法などの情報が多くの参加者と共有できる。

厚労省担当官からの情報提供を交えて、今後の業

務内容や診療報酬に関する最新情報を得られる重

要なイベントとして、400名以上の参加を得ている。

発表会の開催後には報告書をオンラインで閲覧可

能とすることで、当日参加できずとも内容を確認で

きるようにし、この職種の理解や広報に大きく寄与

していると考えている。

Ｅ．結論

入院時重症患者対応メディエーターの養成に関

わり始めて6年が経過した。2年前に診療報酬加算

に反映されることになってその認知度は一気に高

まり、複数のマスコミ取材も受けることになった。そ

の役割の重要性が、養成講習の修了者のみならず

医療関係者にも広まっていることは肌で感じること

ができる。ゆくゆくは、医療者のみならず患者とその

家族にもこの職種が広く認知され、頼りにされる役

割を担うことができるようになれば、家族との対話の

中で“臓器移植”という選択肢の話が自然とできるよ

うになるであろう。そしてそれこそが、（臓器移植を

目的としない）本来の求められる入院時重症患者

対応メディエーターの姿である。

Ｆ．健康危険情報

なし

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

・日本臨床救急医学会 教育研修委員会入院時

重症患者対応メディエーター養成小委員会：入

院時重症患者対応メディエーター養成テキスト．

へるす出版，東京，2023．

・三宅康史，他：座談会．社団法人日本医療メデ

ィエーター協会(JAHM)ニューズレター 第19号，

p1-4，2023年．

2. 学会発表

・三宅康史：患者と家族に寄り添う入院時重症患

者対応メディエーターとは．院内移植コーディ

ネータ―研修会 ～入院時重症患者対応メディ

エーターって何？～．広島，2023年3月1日．

・三宅 康史：救急認定ソーシャルワーカーが果

たす重症患者メディエーターへの期待．第26回

日本臨床救急医学会総会・学術集会，東京，2

023年7月．

・三宅 康史：どうする?救急初期診療の体系的ア

プローチ 入院時重症患者対応メディエーター

救急初期診療の中で体系的に活動する新たな

役割．第26回日本臨床救急医学会総会・学術

集会，東京，2023年7月．

・三宅康史：重症患者対応メディエーターの役割

と今後の展望．59回日本移植学会総会，京都，

2023年9月．

・三宅康史：臓器移植と多職種連携．臓器移植

に関する講演会（令和５年度日本臓器移植ネッ

トワーク院内体制整備事業），札幌，2024年1月

17日．

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

なし
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図 1．年度別の受講修了者数の推移

図 2．5 年間の職種別の受講者数

（複数有資格者の重複あり）

図 3．養成テキストの表紙

表 1.令和 4 年度第 1 回実務者発表会報告書表紙
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表 2．令和 5 年度実務者発表会プログラム
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）
分担研究報告書

円滑な組織提供に関する諸問題に関する研究

研究分担者：田中 秀治 国士舘大学体育学部、同大学院救急システム研究科、

防災救急救助総合研究所

研究協力者: 青木 大 一般社団法人日本スキンバンクネットワーク
東京歯科大学市川総合病院 角膜センター・アイバンク

小川 由季 一般社団法人日本スキンバンクネットワーク
佐々木千秋 東京歯科大学市川総合病院 角膜センター・アイバンク
明石 優美 藤田医科大学 医療科学部 看護学科

研究要旨：

「臓器の移植に関する法律」の一部改正がなされた平成 22 年以降、組織提供数は急激

な減少に転じた。さらにコロナパンデミックの影響もあり、既存の組織移植ネットワー

クがさまざまな課題に直面した。既存の組織移植バンクにおける問題は１）パンデミッ

クの影響で組織移植コーディネーターが医療機関に入りがたく、フェイストウフェイス

の医療機関での啓発ができなくなったこと、２）そのため新規のコーディネーターを OJT

による組織的な育成ができなくなったこと、３）組織提供数の減少から臓器提供と連携

した組織移植のあり方を模索しなければならなくなった。そこで、今年度の本研究班で

は、これらの問題を解決するための方策 4つを検討した。①組織提供をふやすため医療

機関の訪問にかわる組織移植普及啓発のため方策の検討、②医療機関に入院した患者で

組織提供を希望する患者に対する組織提供の情報提供システム、③数少ない移植コーデ

ィネーターで組織バンクを運営するための相互業務乗入れの検討、④摘出においてコー

ディネーターや摘出医の遠隔教育デジタルツールやリアルタイムコーディネーション

など組織提供増加の方策の検討、評価を行った。

Ａ．研究目的
平成 22 年に「臓器の移植に関する法律」の

一部改正が行われ、本人の生前の意思がなく

とも、家族の承諾があれば脳死下臓器提供が

可能となった。また小児からの臓器提供も可

能となった。これにより、脳死下臓器提供数

は増加した。家族にとって、臓器・組織の分け

隔てなく提供できる体制が整った。

一方で、組織提供数は、法改正後も臓器提

供数の増加と相反して激減した。その原因と

してこれまでの検討では、１）パンデミック

の影響で組織移植コーディネーターが医療機

関おいて、従来のような対面での啓発ができ

なくなったこと、２）そのため新規のコーデ

ィネーターの育成を OJT による方法ができな

くなったこと、３）組織提供数の減少から臓

器提供と連携した組織提供のあり方を模索し

なければならなくなった。

これを受けて、今年度の本研究班では、①

組織提供をふやすため医療機関の訪問にかわ

る組織移植普及啓発のため方策の検討、②医

療機関に入院した患者で組織提供を希望する

患者に対する組織提供の情報提供システム、

③数少ない移植コーディネーターを工夫し

て円滑に組織バンクを運営するためのコー

ディネーター間の相互業務乗入れの検討、

④摘出においてコーディネーターや摘出医の

遠隔教育デジタルツールやリアルタイムコー

ディネーションなどで OJT を補う方法で研修

ができないか、さらなる組織提供増加の具体

的方策を目的として検討を行った。

Ｂ．研究方法
本年度は、下記の 4 点を中心に研究を行っ

た。
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① 組織提供をふやすため医療機関の訪問

にかわる組織移植普及啓発のため方策

の検討

上記の目的のため、2023 年から日本組

織移植学会にて「組織移植医療普及推

進のための委員会」が発足した。この

委員会は本研究代表の田中秀治、青木

大に加え、日本組織移植学会理事で

JOT 代表の横田裕行、JTAS の開発者

である奥寺敬らが参画し、①終末期医

療に関わる医療従事者へ向けた「組織

提供」に関わる知識、現場で確認でき

るツールの開発、②一般の方々への「組

織提供・移植」についての啓発ツール

の検討を行った。③臓器移植や組織移

植について、医療従事者への普及が重

要なことから、日本臨床救急医学会で

開発された JTAS システムの中に病院

内での初療後に臓器提供や組織提供と

なった場合にどのような手順となるか、

組み込んでいくとどのような内容が必

要か検討した。

② 医療機関に入院した患者で組織移植を

希望する患者に対する組織提供の情報

提供システムの検証

東京歯科大学市川総合病院角膜センタ

ーの協力を得て、本年度より新たに開

始された臓器・組織提供に対する全死

亡症例意思確認システムの有効性につ

いて調査し、医療機関に入院した患者

で組織移植を希望する患者の頻度や、

そのデータの分析、具体的な介入方法

の調査を行った。

③ 数少ない移植コーディネーターを工夫

して円滑に組織バンクを運営するため

のコーディネーター間の相互業務乗入

れの検討

コロナ禍での非常事態宣言が延長、ま

ん延防止等重点措置がなされる中、組

織移植の新人コーディネーターには

OJTの機会が減少し、医療機関における

対面での経験、病院訪問、啓発活動は

充分に得られていない。それを補う方

策の検討とともに、組織を提供したい

という患者・家族の希望を叶えるため

にも、特にコーディネーター間の業務

乗入れの実現性を検討した。また今回

の実績から今後の体制実施の方法を検

討した。

④ 摘出においてコーディネーターや摘出

医の遠隔教育デジタルツールやリアル

タイムコーディネーションなどで OJT

を補う方法で研修ができないか、さらな

る組織提供増加の具体的方策の検討で

きないかを目的として検討

コロナ禍での組織提供に関する情報数、

提供数の減少がみられ、また、スキンバン

クにおいてはシッピング依頼増加による

皮膚在庫数の減少も起こった。

そこで、アイバンクや都県コーディネ

ーター、組織バンクコーディネーターの

業務乗入れ、また遠隔地でも対応可能と

するための教育ツール、特に Web を利用

したデジタルコンテンツを作成したが、

その効果について客観的評価をおこない、

実際に現場で実施可能か検討した。

Ｃ．研究結果
1. 終末期医療に関わる医療従事者へ向けた

「組織提供」に関わる知識、現場で確認

できるツールの開発、

一般の方々への「組織提供・移植」につ

いての啓発ツールの検討

2023 年に日本組織移植学会にて「組織移植

医療普及推進のための委員会」委員長 奥寺

敬（富山医科大学）、副委員長 横田裕行（日

本救急医療財団理事長、JOT 理事長）、副委

員長 田中秀治（日本組織移植学会副代表理

事）の救急医学をベースとするメンバーによ

り発足された。これを受け、医療従事者にむ

けたよりわかりやすい組織移植医療における

普及啓発のために必要なツールの検討を行っ

た。

① 重症終末期患者に接する機会のある医療

者の方々へむけた普及啓発として、まだ

医療関係者への組織移植の理解を啓発す

ることが足らないとの認識で一致し、日

本組織移植学会の HP に、以下のような

資料を掲載しより多くの医療従事者に組
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織移植をわかりやすく理解していただく

方策を図った。

・組織移植とはどういう移植か

・臓器提供との違い

・提供可能な組織

・組織提供はどのように行われるのか

・ドナー適応表

・対応エリア

上記内容についての説明文を作成

「問い合わせ・連絡先」を明記した。

. 図１ 医療従事者の方々へ 組織移植医

療とは

② 一般向け組織移植医療ポスター

・どのような組織が提供可能か

・どのような方に移植されるのか

・簡単な絵柄

上記を踏まえたポスター案を 3 案作成し、

現在委員会内で検討中である。

図 2. ポスター案
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③ 医療従事者向けのフローチャート

日本臨床救急医学会が提示する病院内で

の初療のトリアージシステム（JTASⓇ）

の中に、重症終末期を迎えた場合に、医

療従事者がどのような経過をもって臓器

提供や組織提供の選択肢を選択するのか

について検討し、追加した。

図 3. フローチャート

2. 医療機関に入院した患者で組織移植を

希望する患者に対する組織移植の情報

提供システム

東京歯科大学市川総合病院角膜センターの

協力を得て、本年度より新たに開始された臓

器・組織提供に対する全死亡症例意思確認シ

ステムの有効性について調査し、医療機関に

入院した患者で組織移植を希望する患者の頻

度や、そのデータの分析、し具体的な介入方

法の調査を行った。

Ⅰ．システム導入について

東京歯科大学市川総合病院では、2004 年 8

月より RRS を試験導入し、2004 年 10 月よ

り、院内において「全死亡例臓器提供意思確

認システム」とよばれる、Routine Referral

System（RRS）を導入してきた。2023 年 4 月

より、一部システムを変更し、入院患者の死

亡に際し、全例において故人の臓器提供に関

する意思を確認している。

Ⅱ．システム概要

意思確認の方法（図 4）

入院患者が死亡した際に、各病棟看護師よ

り、フローに基づく、意思の確認、スクリーニ

ング、角膜提供についてのお知らせチラシの

配布を実施する。提供の意思がある場合、角

膜センターに連絡をいただき、インフォーム

ドコンセントを実施、ご提供いただく体制と

なっている。
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図 4. 角膜提供の情報提供フロー

Ⅲ．実績データ（図 5）

新しい RRS を導入した 2023 年 4 月から 11

月までの 7か月間の死亡数、フロー提出数、

意思確認数、希望者数、提供数を集計したも

のは以下の通り。

死亡例は 221 例であり、フロー提出数 202

件、意思確認数 151 例実施し、その結果、14

例（9.3%）が提供を希望した。希望者のうち

7 件が提供に至った。

図 5. 提供意思確認システムの結果

３．数少ない移植コーディネーターを工夫し

て円滑に組織バンクを運営するためのコーデ

ィネーター間の相互業務乗入れの検討

コロナ禍での非常事態宣言が延長、まん延

防止等重点措置がなされる中、組織移植の新

人コーディネーターには OJT の機会が減少し、

医療機関における対面での経験、病院訪問、

啓発活動充分得られていない。それを補い方

策の検討とともに、組織を提供したいという

患者・家族の希望を叶えるためにも、特にコ

ーディネーター間の業務乗入れの実現性を検

討した。また今回の実績から今後の体制実施

の方法を検討した結果を図５に示す。

図 5．業務乗入れ体制図

組織バンクのコーディネーターは決して

潤沢な数が存在するわけでなく、全国で

も 20 名を超えるものでない。

昨年度までの本研究班において、院外

対応を継続している日本スキンバンクネ

ットワーク（JSBN）を中心とした他の組

織バンクとの乗り入れ方法とその実践を

示したが、本年度も継続しスキルを有し

た組織移植コーディネーター間での契約

により業務乗り入れを実施した。

また、組織バンクを有しない 1 施設との

契約が実現し、院内コーディネーターに

よる組織提供コーディネーションの業務

委託が実現した。

2021 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日ま

での間で、皮膚提供症例において、①12

例の採取時外回り業務、②2 例の院内コ

ーディネーション、③4 例の保存作業外

回りの業務乗入れを実施した。（図 6）
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図 6．業務乗入れ症例

４．遠隔教育デジタルツールやリアルタイム

コーディネーション導入の検討

摘出においてコーディネーターや摘出

医の遠隔教育デジタルツールやリアルタ

イムコーディネーションなどで OJT を補

う方法で研修ができないか、さらなる組

織提供増加の具体的方策の検討できない

かを目的として検討を行った

昨年度の研究にて、皮膚提供時におけ

るインフォームドコンセント実施内容を

場面ごとに撮影し、デジタルコンテンツ

として作成を実施した。今回、組織移植

コーディネーションに関わるコーディネ

ーターに動画を視聴していただき、内容

についてのアンケートを実施し客観的評

価を行った。

アンケート結果は以下の通り。

回答は 12 名より回収。
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今後の改善点ならびに要望点

 字幕表記

・再生ゲージに隠れてしまうので、中央配

置でもよい。

・字幕や吹き出しで「ご家族はどこに座っ

たらよい？」「コーディネーターとの位置

関係はこれでよい？」など提示されるとよ

いかもと思った。

 画面分割

コーディネーターとご家族役の分割画面は

表情を伺うことができた。

新人としたら画面に説明用紙、問診票、承

諾書などを表示してほしい。

 場面構成

・場面に合わせて、区切ってありポイント

がわかりやすかった。

・一連動画もほしい。

・具体的説明のところで、スライド文章が

読み終える前に動画に入ってしまう。スラ

イドをよみあげては。

・承諾書の作成について、動画の最後に完

成版を見たい。（特に右側のヒト型の書き

方）

・質問のところは非常にありがたいです。

他の組織でも聞かれやすい質問、などある

と良い。

 遠隔地（タブレット使用時）

・どのような写真を使用しているのか、写

真の内容を見たい

・症例の重複時や提供施設へ出動する時間

の短縮、コストの削減、ご家族の疲労負担

にもなる。

・動画のタブレットでは画面が小さいの

で、実践ではモニターなどを使用するな

ど、大きめの画面の利用が望ましい。

・ご家族様にとって web 様式のみではな

く、紙媒体もあるほうがよい。

・承諾書・問診動画も追加してほしい

・電子サイン導入も検討してほしい

 その他

今後もこうしたわかりやすい教育研修を受

講したい。

他のコーディネーターの動画があると自分

にあった言葉や説明の仕方を選択しやす

い。

教科書やセミナー以外の実践を学ぶことが

でき、 閲覧しやすい素晴らしい教育ツール

かと思った。

・自身の IC を振り返る事もでき、大変勉強

になった。

・医師、Co 以外の提供施設のスタッフなど

にも必要に応じて ご覧になっていただくと

よい場面もある

・動画を視聴することで、より現実的にコ

ーディネーション現場をイメージすること

ができた。

・今後自身が IC を実施する際でのイメージ

がよりついた。

・このような動画を長年求めていた。とて

も分かりやすく勉強になった。

・話す速度や話方も聞き取りやすかった。

・新人にも経験者にも、自分の実践を見直

し、より良い技術を磨くためのツールにな

ると感じた。

 今後の要望

・多組織提供における各組織バンク及びコ

ーディネーター間の連携に関するシミュレ

ーション動画がほしい。

・手術後のご家族へのご報告も学びたい。

・施設使用許可取得の動画もあると非常に

助かる。

・各組織バンクの手術室対応の動画あると

勉強もしやすくなりイメージがわくので、
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実際の現場でもコーディネーター同士で連

携をとり人員不足の場合は補助的な事がス

ムーズに行えるようになるかと思う。

D．考察
１．組織移植医療普及推進のための活動

組織移植医療における普及推進の具体的ツ

/ール作成にあたり、一般 医療従事者における

ニーズを検討した。

一般向けには、組織移植医療に関するポス

ターが過去には作成されておらず、今回幅広

く使用できる、ポスター案が検討された。

一方、医療従事者を対象としたニーズは、

組織移植医療のいろはから、実際に希望者が

発生した場合の連絡先やフローが視覚的に理

解できる事に重きを置いた構成となった。

今後もニーズに即したツールを日本組織移植

学会と連携し作成する必要がある。

2．入院患者への情報提供システム

一般的に、日本では、提供に関して、宗教上

の問題等で提供数が伸びないなどと言われて

いるが、意思を確認することにより、10％弱

ではあるが一定の割合で臓器・組織提供を希

望する家族がいる事が判明した。

また、該当医療機関では、本年度より新たな

システムを導入したが、提供希望者の抽出率

は前システムと遜色ない結果となった。

この事からも、前システムの経験により、

院内医療従事者の移植医療への関心、意識、

正確な理解度がより高まったと考えられ、全

死亡例臓器提供意思確認システムの導入は、

1 /つのシステムとして、患者 家族の意思尊重、

提供数増加に非常に有用であると改めて考え

られる。

新たなシステムの大きな変更点は、担当看

護師からご家族へ情報提供がなされることに

ある。前システムでは、アイバンクコーディ

ネーターが情報提供から意思確認を実施して

いた。つまり「きっかけ」窓口の変更となった

が、院内看護部の全面的な協力により、スム

ーズな新システムへの移行が実現している。

長年、当初のシステムを広く普及させるため

には、バンクコーディネーターが院内に常駐

しないことを想定する必要があったが、新シ

ステムでの導入結果より、他の多くの病院で

も、システム導入の可能性が現実味をおびる

結果となった。

上記も踏まえ、データを集積し、他院でのマニ

ュアル、ツールをまとめパッケージ化することによ

り、より導入しやすくなり、結果、提供数の増加に

つながることが示唆された。

３．臓器・都道府県・組織・アイバンクコー

ディネーター等の業務相互乗入れの実践、今

後の方法の検討

昨年度に引き続き、本年度も実践編として、実

際の提供現場において、業務乗入れを実施する

事ができた。

マルチ提供の現場において、組織間を超えた

IC、手術室外回り業務を 12 症例において実施さ

れ、スムーズなコーディネーションが可能であっ

た。

さらに、組織バンクに所属するコーディネータ

ー間の乗り入れだけではなく、バンクに所属しな

い、院内コーディネーターとの契約により、コー

ディネーション業務の委託契約が確立し、2 例の

コーディネーションが実施された。

これにより、組織移植コ－ディネーターという

少ない人的リソースを共有すること、すなわち、

各組織バンクで雇用されている少人数のＣｏ同

士が相互乗入れを実施する事により、働き方改

革にもつながり、効果的であることが示唆された。

４．遠隔教育デジタルツールやリアルタイム

コーディネーション導入の検討

昨年度の研究にて、インフォームドコンセ

ントの場面毎に撮影を行い、デジタルコンテ

ンツとしての遠隔地対応デジタルデバイスを

作成した。

今回、コーディネーターに動画を視聴して

もらい、アンケートによる客観的評価を実施

した。

全 9 シーン中、シーン 1 を除いて「非常に

わかりやすかった」「わかりやすかった」の評

価であった。

教育動画ツールの有用性については、「非

常に有用であった」が 100%となり、その後の

現場対応にも有用であることがわかった。

また、自由記載にも多くの意見を頂いた。

「このような動画を持ち望んでいた」「参

考になった」との意見が多くを占めた。

一方、字幕表示等について改善すべき点も

得ることもでき、他の場面での動画作成を期

待しているコメントも寄せられた。
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新しい形の教育コンテンツを今後も継続し

て作成する必要があると感じた。

Ｅ．結論
平成 22 年に「臓器の移植に関する法律」の

一部改正が行われ、これにより、脳死下臓器

提供数は増加したが、一方で、組織提供数は、

法改正後も臓器提供数と比べ低迷しているの

が現状であった。今後積極的なドナー獲得の

ための具体的なアクションを実施する必要が

あり、時代に即して対応する方法の開発が必

要であった。

今年度の本研究班では、新たに開始された

情報提供システムのデータから分析し、また、

昨年度研究成果をもとに、長年の課題であっ

たコーディネーター業務乗入れを継続した。

さらにデジタルコンテンツを作成したものの

客観的評価を実施し、今後の教育ツールの１

つとして導入可能か検討行った。

組織提供増加のためのシステムの調査に関

しては、東京歯科大学市川総合病院角膜セン

ターの協力を得て提供に対する全死亡症例意

思確認システム（新 RSS）の取り組み、具体

的な導入方法や、データの分析により、一律

なシステムとして、コーディネーターが不在

の病院でも「情報提供」することにより提供

数が増加するというデータを得ることができ

た。

他院でのシステム導入に向け、パッケージ

化への道筋ができた。

一方、提供の現場では、バンク間同士の業

務相互乗入れを継続実践した。今後も実現可

能であることが実証された。

さらに、業務乗入れ、または遠隔地での活

動を見据え、インフォームドコンセントを教

育ツールとして作成した動画の客観的評価に

て、有用なツールであることが実証された。

これにより、従事人数に限りがあるコーデ

ィネーターのマンパワー不足解決とともに、

時代による「働き方改革」、「継続する職種」

にむけた方策の１つとして考えられることが

示唆される。

今後、本研究の継続でこの体制を発展させ

ることが重要と思われる。

Ｆ．研究発表
1.  論文発表

1. 青木 大 「熱傷のスキンバンクの役

割」、特集 Next Generation of Burn

Care -新時代に突入した熱傷治療-、

PROGRESS IN MEDICINE、ライフサイエン

ス、2023/8/10

2. 青木 大 「同種植皮術とスキンバンク

ネットワーク」、植皮のすべて,教えます、

PEPARS、全日本病院出版会、2024/1/15

2.  学会発表

1. 青木 大 「日本スキンバンクネットワ

ーク 2022 年活動報告」、第 31 回日本熱傷

学会関東地方会、茨城県つくば市、

2023/2/4

2. 明石優美「脳死下膵島移植推進の根拠と

方策」、第 50 回 日本膵・膵島移植学会ワ

ークショップ 2、長崎県長崎市、2023/3/3

3. 青木 大 「日本スキンバンクネットワ

ーク 7 年間の活動実績」、第 49 回日本熱

傷学会総会・学術集会、東京都新宿区、

2023/5/25

4. 小川 由季「JSBN 運営におけるデジタル

コンテンツの活用」第 49 回 日本熱傷学

会学術集会・総会、東京都新宿区

2023/5/25

5. 青木 大 「スキンバンクとは、歴史と

活動実績、倫理的・法的・社会的問題、

皮膚提供から採皮まで、バンクドスキン

の保存・供給・解凍」、第 24 回スキンバ

ンク摘出・保存講習会、東京都新宿区（Web

配信）、2022/5/26

6. 青木 大 「「継続するバンク」を目指し

たスキンバンクの取り組み」、第 21 回日

本組織移植学会・総会学術集会、大阪府

吹田市、2023/8/26

7. 小川 由季「日本スキンバンクネットワ

ーク 2022 年度活動報告～レジストリー

からみたスキンバンクの現状と課題～」

第 21 回 日本組織移植学会総会・学術集

会、大阪府吹田市、2023/8/26

8. 佐々木千秋「羊膜バンクの活動実績と今

後の展望」第 21 回 日本組織移植学会総

会・学術集会、大阪府吹田市、2023/8/26

9. 明石優美「重症 1 型糖尿病治療に対する

膵島移植の役割と課題」、第 21 回 日本組

織移植学会総会・学術集会、大阪府吹田

市、2023/8/26

10. 明石優美「膵島移植実施体制の課題」第

59 回日本移植学会総会・学術集会、分野

別 シ ン ポ ジ ウ ム 、 京 都 府 京 都 市

2023/9/22

11. 小川 由季「日本スキンバンクネットワ
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ーク 2022 年度活動報告」第 59 回 日

本移植学会総会・学術集会、京都府京都

市、2023/9/23

12. 青木 大 「日本スキンバンクネットワ

ーク 7 年間の活動実績」、第 29 回新宿熱

傷フォーラム、東京都新宿区、2023/10/6

13. 明石優美「COVID-19 感染拡大時の臓器・

組織提供の実際」、2023 年度日本組織移

植学会認定医アドバンストセミナー（E-

learning ）、 WEB 配 信 、 2023/12/5 ～

2023/12/27

14. 青木 大 「組織提供・臓器提供との連

携について」、静岡県院内移植コーディネ

ーター連絡会、静岡県静岡市、2024/1/19

15. 青木 大 「組織提供について」、茨城県

第 2 回臓器提供施設等担当者研修会、筑

波大学附属病院講堂（柏の葉ホール）/ハ

イブリッド開催、2024/3/21

Ｇ．知的財産権の出願・登録取得状況（予定

を含む）

１．特許取得

なし

２．実用新案特許

なし

３．その他

なし
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

円滑な臓器提供のための地域連携に関する研究

研究分担者 名取 良弘 飯塚病院 特任副院長、脳神経外科部長

Ａ．研究目的

先行研究（厚生労働科学研究費補助金（移植

医療基盤整備研究事業）分担研究）において、急

性疾患で終末期となった患者家族に対して、担当

医師・担当看護師以外の治療に直接関与しない職

員が介入したことで、患者家族の医療の満足度が

有意に向上した。

本年度も、前年度に引き続き死亡退院後の患者家

族へのアンケート調査を継続したが、年度早期に

新型コロナ感染症が2類感染症から5類に移行し、

患者家族の医療に対しての対応が大きく変化した

可能性がある。その観点から、2018年からの過去

のアンケート結果と本年度結果を比較検討を行い、

ポストコロナの時代の患者家族への対応の一助と

なるべく検討を行う。

Ｂ．研究方法

【急性期疾患で死亡退院した患者家族へのア

ンケート調査】

先行研究で2018年1月より実施している急性疾患

で死亡退院した患者家族へのアンケート調査を継

続した。アンケートの匿名化のため、先行研究では

調査年度が明確ではなかった。同じ用紙を使用す

る各年度研究の結果を区別するため、2019年度か

ら2020年度は用紙サイズ（A4→B5）を変更、2021

年度以降は調査用紙の色を変更して、返信するア

ンケートの年度の識別可能とした。

実施は先行研究同様で以下の通り。

１） 脳神経外科入院患者の入院時に、患者家

族に退院後に任意のアンケート調査がある

ことを伝える書類（別紙１）を渡す。

当院では、死亡退院以外の患者家族に

は、退院時にアンケート調査を行っている

が、死亡退院の場合には行っていない。今

回の調査は、現在行っていない死亡退院

患者家族へのアンケートであり、用紙は後

日自宅へ送付する方法をとるため、事前の

アナウンスが必要と倫理委員会から指摘さ

れたため、別紙１の用紙を、脳神経外科に

入院する患者家族すべてに渡すこととした。

２） 死亡退院後、50日を経過したのち、アンケ

ート用紙（別紙２）を患者家族（入院時登録

されたキーパーソン１）の自宅に返信用の

封筒を入れて送付する。

３） 返送されたアンケート用紙を集計分析する。

（倫理面への配慮）
本調査は、飯塚病院倫理委員会で審議の上、承
認された。（平成30年1月10日：R-17190）

Ｃ．研究結果

【急性期疾患で死亡退院した患者家族へのア

ンケート調査】

１）返信率

本年度は32例（括弧内は昨年度：52）に送付し、

返信は11例（23）であった。本年度の返信率は、34.

4%であった。先行研究（コロナ禍前の2018＆2019

研究要旨：

急性疾患で終末期を迎えた患者の家族にとって、治療に直接関与しない職員の介入が、医療全

般の満足度を向上するという仮説に基づき、2018 年以降、患者家族の満足度の向上に資する研究

を行ってきたが、2023 年 5 月に新型コロナ感染症が 5 類移行したことに伴い、患者家族の医療に

対する要求が変化する可能性を過去と同様のアンケート調査を行うことにより分析した。コロナ禍の

沈静化により、感染対策は、医療機関それぞれに任せられた。終末期は、患者家族にとって意義深

い時間であるが、医療機関の感染対策は一般の理解より安全策となり、コロナ禍中と同様の厳しい

対応となっていた。それにより、患者家族の医療に対する満足度は、治療に直接関与しない職員の

介入があっても低下していた。また、日常生活の通常化により、若い年齢層の多忙化によるものな

のかポテンシャルドナーとして認識される 70 歳以下の患者群の返信率が極端に低下していた。
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年度）の返信率は40％（103例中41例）、コロナ禍中

（2020～2022年度）は、43.7％（151例中66例）と本

年は低下していた。また、患者年齢から分析すると、

70歳以上の返信率は、過去と同様の40.9％（コロナ

禍前：43.8％、コロナ禍中：46.7％）で低下している

もわずかあったが、70歳未満の返信率は20.0％（コ

ロナ禍前：30.0％、コロナ禍中：37.0％）で極端に低

下していた。

２）多職種介入の患者家族の認識

入院期間の観点で、分析を行った。24時間以内

では、介入の認識はなかった。2018年アンケート開

始からの全返信で見ても、24時間以内のグループ

の介入認識率は6.7％と全返信の介入認識率22.

6％と比べ、際だって低かった。入院期間が延長す

るに従い、介入認識率は上昇していた。

Ｄ．考察

新型コロナ感染症が本年度中の早期に5類に移

行し、日常の生活が次第に戻っていった。コロナ禍

中は、自宅待機の時間が発生したため、死亡退院

舌患者家族に対してのアンケート調査の返信率は

高くなり、2020年度は62.5％であった。一方、本年

度は、34.4％で調査開始以降最低の返信率であ

った。特に70歳未満の患者群に限ると、20.0％の

返信率で低下は顕著であった。若年層では、家族

が就労していることが、返信率の低下につながった

可能性は否定できない。

現在分析中であるが、患者家族の医療に対する

満足度は、コロナ禍中は、医療者への感謝という

言葉がマスコミから常に流されていた点もあり、アン

ケート調査で自由記載欄には感謝の記載が数多く

見受けられた。しかし、本年度は、様相が一変し、

医療機関側の面会制限の継続などに対しての不

満が数多く見受けられ、従来は満足度の高かった

入院期間が長期のグループで満足度の低下と医

療に対しての不満（“看取りに十分な配慮が欲し

い。”というような意見）が数多く見られた。

従来と同様に、入院期間が24時間の短期のグル

ープに対して、他職種介入は困難であった。このグ

ループの医療満足度は決して低いわけではなく、

このグループに対してのアプローチは、心停止後

臓器提供のポテンシャルドナーとなりうる患者グル

ープであり、次年度の課題としたい。

Ｅ．結論

新型コロナ感染症の5類移行に伴い、社会生活

は急速に元に戻っていった。一方、医療機関側の

体制は、未だ感染対策は実施中である。そのギャッ

プが、患者家族の医療に対しての不満として今年

度のアンケートで浮き彫りにされた。この点は、次

年度も継続して調査を継続し分析を続けていきた

い。

入院期間が24時間以内のグループに対しては、

心停止後臓器提供の有力なポテンシャルドナーに

なり得る点から、新たな方策を要すると考えられた。

Ｆ．健康危険情報

（分担研究報告書には記入せずに、総括

研究報告書にまとめて記入）

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

ありません。

2. 学会発表

ありません。

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

ありません。
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

脳死下臓器提供した家族の思いに関する研究

研究分担者 山勢 博彰 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻 教授

Ａ．研究目的

これまで、脳死下臓器提供した患者家族の看護

実践を調査し、脳死下臓器提供における看護師の

役割ガイドラインを作成した。ガイドラインでは、脳

死下臓器提供の患者家族ケアを実践した看護師を

対象に調査し、臨床で実践できる項目を示した。し

かし、そこには、家族が求める看護や家族が必要と

する支援などにどれだけの根拠があるのか明確に

なっていない。

本研究の目的は、脳死下臓器提供した家族が

求める看護と退院後の支援について明らかにする

ことである。

Ｂ．研究方法

脳死下臓器提供した患者家族の4名を対象に、

インタビュー調査実施し、脳死下臓器提供した家

族が求める看護と退院後の支援について明らかに

する。

（倫理面への配慮）

インタビュー対象の氏名や臓器提供の詳細な情

報は明示せず、回答内容そのものをまとめた。本研

究の倫理審査は、山口大学の倫理審査にて承認

を得ている。

Ｃ．研究結果

1、入院中に医療者にしてもらってよかったこと、し

てほしいこと

①看護師長さんより食事について配慮いただいた

ことがとてもありがたかったです。

②看護師さんの対応が悪いとかではないですが、

もう少し話しかけてくれてもいいかなと思いました。

③医師は、細かく説明していただき考える時間も与

えていただき、丁寧に対応してくれました。

④常に、主人のそばにいれるようにしていただきま

した。いつでも、24時間面会させてくれ、ありがたか

ったです。

⑤師長さんが私の表情や姿をみて、いつも気にか

けてくれたことがうれしかったです。

⑥面会時間も決まっていて、1人しか面会できなか

った。しかも、15分しか面会できなかった。もう少し

面会できる時間を長くして欲しい。

⑦主治医が非常に丁寧に説明していただいたの

で、感謝しています。

⑧先生から脳死っていう言葉を聞きましたが、イメ

ージが湧かないので理解が難しかった。それが臓

器提供にどうつながるのか詳細な説明が欲しかっ

た。

⑨リハビリの先生が私の面会に合わせて時間を入

れとってくれて、大変な気遣いをして頂いたことに

感謝している。

⑩臓器提供について全く考えが浮かばなかった。

主治医の先生がから脳死っていう言葉を聞かん限

りは、私、臓器提供なんて浮かばんかったと思う。

⑪脳死っていう言葉を聞いても、イメージが湧かな

いと、理解がちょっと難しいです。人間が脳死って

聞いても、なんのことかわからない。なので、詳細

研究要旨：

我々が作成した脳死下臓器提供における看護師の役割ガイドラインでは、家族が求める看護や

家族が必要とする支援などにどれだけの根拠があるのか明確になっていない。そこで、脳死下臓器

提供した家族が求める看護と退院後の支援について明らかにすることを目的に、脳死下臓器提供

した患者家族の 4 名を対象に、インタビュー調査を実施した。その結果、入院中に医療者にしても

らってよかったことしてほしいこと、および、退院したあとにしてほしいことが明確になった。こうした家

族の思いを捉え、脳死下臓器提供における看護師の役割ガイドラインで示された家族への対応の

重要性が認識された。
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な説明が欲しかった。

脳死と臓器提供の理解ができました。

⑬脳死と聞いてから、 もう繰り返し繰り返しどうして

助からんの。なんで助けてくれんの。どうして、どう

して、どうしていいのかと紋々とすごした。なので、

より詳細な説明が欲しかった。

2、退院したあとにしてほしいこと

①毎日、家のこと仕事に追われているため、臓器提

要のことや、なぜ亡くなることになったのか、病気の

ことも含め話してもらえる機会があればと思います。

②子供たちに対し、病院の主治医の先生に話をし

てもらいたいです。

③以前、臓器提供したご家族の方が、お坊さんに

「臓器提供したら成仏できない」とか言われてショッ

クをうけてました。なので、もう少し臓器提供した人

が傷つかないようにしてほしいです。

④病院から 連れて帰る時に、多くの医療者の方が

集まっていただいて、お見送りいただいたのは感

激しました。

⑤主治医の先生が優しい先生でした。退院した後

もその優しさを続けて欲しいです。

Ｄ．考察

今回のインタビュー調査では、家族の思いを十

分に理解した上で、看護と医療チームが真摯な態

度で十分な説明と心からの配慮が必要なことがわ

かった。脳死下臓器提供における看護師の役割ガ

イドラインでは、1.脳死下臓器提供における手順書、

マニュアルの確認（脳死下臓器提供のフローチャ

ートに沿って看護を実施する、施設独自の看護基

準・手順に沿って看護を実施する）。2.患者と家族

に対して共感的・支持的態度で対応する（患者と

家族の人権を尊重し、アドボゲーターとしての役割

を発揮する、家族の立場を理解し、共感的態度で

接する）。3.患者や家族の身体的・心理的・社会的

な苦痛を把握し、苦痛緩和に努める（家族が認識

する患者の苦痛を緩和する、家族の身体的、心理

的な苦痛を緩和する）。4.家族と医療者、コーディ

ネーター間の連携を図る（臓器提供に必要な情報

を共有する、医療者、院内および移植コーディネ

ーターと協働し家族への連絡体制を整える、専門

看護師や認定看護師、ソーシャルワーカー、公認

⑫主治医の先生が図を書いて説明してくれたので、 心理師等の職種と連携する）。5.医療チームでケア

に取り組めるよう支援する（円滑な医療チームが発

揮できるように調整する）。以上の5つの役割がある。

脳死下臓器提供した家族への看護で重要なのは、

家族に対して共感的・支持的態度、家族の身体

的・心理的・社会的な苦痛を把握し、苦痛緩和に

努める事の重要性を改めて認識することができた。

また、ガイドラインでは、看取り、家族への悲嘆ケ

ア、尊厳の遵守、代理意思決定支援の重要性も示

している。こうした対応をまんべんなく実施し、家族

の思いを十分に理解した上で家族が不満無く対応

できるようにケアすることが重要である。

Ｅ．結論

今回の脳死下臓器提供した家族へのインタビュ

ー調査により、入院中に医療者にしてもらってよか

ったことしてほしいこと、および、退院したあとにして

ほしいことが明確になった。こうした家族の思いを

捉え、脳死下臓器提供における看護師の役割ガイ

ドラインで示された家族への対応の重要性が認識

された。

Ｆ．健康危険情報

無し。

Ｇ．研究発表

無し。

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

無し。
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

院内コーディネーターと入院時重症患者対応メディエーターの連携に関する研究

研究分担者 渥美 生弘 聖隷浜松病院 救命救急センター長

研究協力者 林 美恵子 聖隷浜松病院 看護部

研究協力者 加藤 智子 聖隷浜松病院 看護部

Ａ．研究目的
令和4年度から入院時重症患者対応メディエー

ターの活動が保険収載された。しかし、その活動
内容は明確になっていない。当院における家族支
援チームの体制整備と、入院時重症患者対応メデ
ィエーターの実際の活動から、その活動について
報告するとともに、臓器提供における役割を考察
する。

Ｂ．研究方法
当院では臓器提供の経験から組織的に家族支

援に取り組む必要性を痛感し、平成30年に患者家
族支援チームを立ち上げた。救急認定看護師1名
と家族支援専門看護師1名の合計2名が直接家族
対応を行い、救命センターに所属するICUと救命
救急病棟、ERの看護課長、救急・集中治療科医、
医療ソーシャルワーカーがメンバーとなった。患者
家族支援の必要性を看護師、医師がアセスメントし、
支援が必要と判断した場合は家族支援チームに
介入を依頼することとした。重症患者初期支援充
実加算の導入に伴い、直接患者家族に対応する2
名が入院時重症患者対応メディエーターとして活
動を行っている。それぞれの病棟に家族を支援す
るスタッフがいることを示すポスターを作成し掲示し
た（図１）。

Ｃ．研究結果
当院では令和4年6月より重症患者初期支援充

実加算の算定を開始した。それ以降、令和６年3月
までに559件の介入実績があった。令和4年度は月
平均21件、令和5年度は月平均29件と増加傾向に
あった（図２）。
入院時重症患者対応メディエーターの一人は救
急看護認定看護師であり、救命センター内のICU、
救命救急病棟を担当している。もう一人は家族支
援専門看護師であり、MFICU、NICUを担当してい
る。それぞれの病棟での活動から印象に残った事

例を示す。
NICUに入院した０歳女児、胎児不整脈があり帝
王切開後に入室となった。介入対象になったのは４
０代の母、ご主人とダウン症の４歳児長女、２歳の
長男、との４人暮らしであった。入院当初は不安が
強く新生児科医師の病状説明も耳に入らないよう
な状態であり、入院時重症患者対応メディエーター
に介入依頼があった。新生児科医、NICU看護師
はシフト制で毎日担当者が入れ替わる中、入院時
重症患者対応メディエーターが連日日勤帯で面談
し、生活背景を聴取し家族あった支援体制の構築
を行った。数日の介入で、患児の病状を理解し退
院後の生活についても考えられるようになり、新生
児科医師、臨床心理士、退院支援看護師などに引
き継いだ。介入対象であった母からは「自分たちの
担当者がいる」と感じたと話されていた。

研究要旨：

臓器提供を経験すると、多職種で振り返りを行う事が多い。その中ではいつも患者家族の負担感

が議論になることが少なくない。患者家族を支援する必要性が度々訴えられ、厚生労働科学研究

でも議論が繰り返されてきた。平成 29 年度からの厚生労働科学研究脳死下・心停止下における臓

器・組織提供ドナー家族における満足度向上および効率的な提供体制構築に資する研究におい

て急性期重症患者家族の心理的サポートを行う入院時重症患者対応メディエーターの育成が開始

され、令和 4 年度から重症患者初期支援充実加算として入院時重症患者対応メディエーターの活

動が保険収載されることになった。しかし、その活動内容はまだ明確なものになっていない。

聖隷浜松病院（当院）における家族支援の体制整備と、経験した事例を通し、院内コーディネータ

ーと入院時重症患者対応メディエーターの連携について考察した。
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ICUに入院した40代男性、心肺停止蘇生後で入
院となった。介入対象となったのは患者の妻、高校
生の長男と中学生の長女であった。一家の大黒柱
が突然死に直面した事実を受け入れられず動揺し
ている家族を支えるべく入院時重症患者対応メデ
ィエーターが介入した。ICU入室後、集中治療を行
うも患者は脳死に移行、主治医より患者家族に脳
死であり回復の見込みがないことが伝えられた。患
者家族を精神的に支えつつ、病状が理解できるよ
うに時間を取って介入した。患者家族が病状の受
け入れが出来ているのか経過をみていた中で高校
生の長男から、脳死であれば臓器提供したほうが
良いと思うと申し出があった。妻、妹と共に臓器提
供についても考えることとなったが、最終的に家族
内で十分に話し合いが行われ臓器提供せずに家
族と最後の時間を大切にする方針となった。

Ｄ．考察
平成30年から患者家族支援チームを立ち上げ、

病院組織としての患者家族支援を開始した。当初
は月に数件しか介入件数がなかったが、令和４年
度の重症患者初期支援充実加算の導入により、患
者家族支援の重要性が院内でも認識され、介入件
数は飛躍的に増加した。さらに、加算導入後も介
入件数が増加傾向にある。これには各病棟に患者
家族向けのポスターの掲示、院内医療スタッフに
おいて、この活動の理解が広まったことにあるので
はないかと考えている。
入院時重症患者対応メディエーターの役割は患
者・家族の病状の理解、受け止めを促進し、その
後の治療・ケアの方針について一緒に考えていく
ことが出来るよう、調整することにあると考えている。
治療の経過の中で、患者が終末期になってしまっ
た際には、臓器提供も含め方針について相談する
こととなる。臓器提供について専門的な説明が必
要な際には、院内コーディネーターにつなぐことに
なる。臓器提供についての説明が必要になるのは、
重症患者の一部でしかないので、入院時重症患
者対応メディエーター全員が臓器提供についての
説明が出来るようになる必要はない。

院内コーディネーターは臓器提供の一般的な説
明が出来るとともに、臓器提供マニュアルに則り臓
器提供を支えるチームの一員としての役割があると
考える。臓器提供の方針となった際には、入院時
重症患者対応メディエーターから引き継ぎ、患者
家族に関わっていく。臓器提供に関する知識を生
かし、揺れ動く患者家族の気持ちを支え、ともに摘
出術までのプロセスを歩んでいく。時には退院後
のケアにも携わることがある。

Ｅ．結論
入院時重症患者対応メディエーターは、患者・

家族を支援し、治療・ケアの方針を医療ケアチーム
と一緒に考え、協働を促進する役割がある。一方、
院内コーディネーターは患者家族に臓器提供につ
いての説明が出来、臓器提供を支える院内のチー
ムの一員として働きながら患者家族を支える専門職
であると考える。

Ｆ．健康危険情報
なし

Ｇ．研究発表
1. 論文発表

なし

2. 学会発表
・加藤智子：入院時重症患者対応メディエータ
ーと医療チームとの連携 家族支援をしたNI
CUの事例報告 第２６回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
なし
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図１ 病棟掲示ポスター

図２ 重症患者食支援介入実績
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

死体腎移植における選択肢提示の諸問題に関する研究

研究分担者 加藤庸子 藤田医科大学ばんたね病院 脳神経外科 教授

研究協力者 小野 元 聖マリアンナ医科大学医学部 脳神経外科学 准教授

Ａ．研究目的

臓器提供への負担軽減は必要であるが、心停

止後提供においても臓器提供ではインセンティブ

や脳死判定時間や事務的処理等最も大きな課題

は入院後の家族への説明や承諾に至るまでの過

程への対応にある。本研究では小児から成人まで

含めた臓器提供に対する選択肢提示と対応につ

いての課題解決を目的とする。

Ｂ．研究方法

臓器提供可能施設における臓器提供への選択

肢提示と家族希望を踏まえた終末期対応の現状、

移植医療の現状、そして今後の救急医療と臓器提

供の在り方について検討した。

（倫理面への配慮）

個人情報の扱いについては十分考慮しPCにお

ける情報はPWによるロックをかけ、書類について

は鍵付きロッカーでの管理を行うなどの対応により

厳重に管理する。

Ｃ．研究結果

第１回ばんたね病院 臓器移植WEB講演会「終

末期医療について」 2023年5月29日開催 演者：

則末泰博先生「終末期の定義と多職種カンファレ

ンス」、伊藤香先生「人工呼吸器等生命維持装置

終了時の緩和ケア」、木澤義之先生「我が国の緩

和ケアと人生の最終段階における医療・ケアの決

定プロセスに関するガイドライン」

第2回ばんたね病院 臓器移植WEB講演会「移

植医療の課題 発展への取り組み」2023年10月2

日開催 演者：齋藤聡先生「本邦の心臓移植の課

題と東京女子医科大学の取り組み」、狩野孝先生

「当院における肺移植医療の現状を今後の課題」、

山田洋平先生「日本における持続可能な臓器移

植の方向性について」、吉川美喜子先生「移植医

療推進の行政の取り組」

第3回ばんたね病院 臓器移植WEB講演会「救

急医療と臓器移植」2024年2月26日開催 演者：久

志本茂樹先生「わたしたちの”日本の移植医療”

へ」、石川祥一朗先生「救急医療と移植医療のパ

ートナーシップ」、金子唯先生「脳死とされ得る状

態へのこれまでの経験」、中尾篤憲先生「日本は

「ほかに与える」ことを不得手とする国なのか？」、

野田博之先生「日本における移植医療の現状と展

望」以上を開催しディスカッションを実施した。

Ｄ．考察

昨年度も終末期対応についてメディエーター等

の対応の議論があったが、一般的にメディエータ

ーの役割は限定的で人生の最期について事前の

本人の希望や家族との話し合いが基本であること。

また患者・家族への説明には医療技術的な説明と

研究要旨:

いまだcovid19の影響は各地域の医療機関対応に影響を与えているが、未知の感染症を救急医

療現場への負荷と考えると現在は軽減され、臓器提供数の回復も見られる。つまり救急医療現場の

終末期対応は臓器提供自体にほぼ直結しており、ポテンシャルドナーの低下を及ぼしたというより

も、臓器提供課題は各医療機関の職員配置や選択肢提示実施、丁寧な家族説明にあり、それらが

いかに重要であるかを示したと言える。そのため今後の心停止後臓器提供を含めた臓器提供の取

り組みに医療者教育は極めて重要と考え、地域整備における臓器提供増加傾向を超え日本全体

で臓器提供が通常医療行為と同じように選択肢提示されること、そして家族の希望を進める事がで

きるように医療従事者の教育へ研究を進める。
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は別に今後の方針についての説明の2つがあり、

どちらも主治医らの責務であり臓器提供は後者の

選択肢に入る。移植医療の展望では臓器保護へ

のマシンパーフュージョンが欧米でも盛んであり、

心停止後提供でも極めて重要な枠割をなす。今後

の救急医療における臓器提供においては医師ら

が意図的に見逃さない事、そして家族支援であり、

結果的に目標は我々が実施している医療の延長

上にその選択肢を家族に提示することにある。

医療者個人の価値観を挟む余地はなく、中尾先生

からの「普通に治療していれば臓器提供への選択

肢提示は当たり前」という指摘からも、医師の役割

としての選択肢提示は今後より重要となる。

Ｅ．結論

昨年同様、各医療機関において臓器提供への

対応はそれぞれであるが一般医療と同じように家

族への選択肢提示を積極的に行う必要がある。

久志本先生の発言からも「臓器提供へ医師らが意

図的に無視しない選択」を医療者と共に進めること

がより重要であると思われる。

Ｆ．健康危険情報

（分担研究報告書には記入せずに、総括

研究報告書にまとめて記入）

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

特になし

2. 学会発表

・小野元、加藤庸子.

終末期医療と臓器提供に必要な院内体制と

人員配置の考え方． 日本脳死脳蘇生学会

2023年7月

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

特になし

2. 実用新案登録

特になし

3.その他

特になし
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

移植医の負担軽減に関する研究

研究分担者 江口 晋 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 移植・消化器外科学 教授

研究協力者 曽山明彦 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 先端技術展開外科学 准教授

Ａ．研究目的

効率的な器械・材料の搬送システムの確立によ

る臓器摘出チームの負担軽減が必要と考えられ

る。本研究はまず九州地区での器械・材料の搬

送システムの確立を目指した。

Ｂ．研究方法

九州地区でドナーが発生した場合、ドナー臓

器摘出手術に必要な器材の滅菌からドナー臓器

提供病院までの搬送、及び術後の器材回収まで

を日本ステリ株式会社に委託することとした。

具体的な方法としては、九州地区でドナーが

発生し、臓器移植ネットワークから移植施設へ

ドナー情報が届いた際、移植施設が本研究の器

材搬送システムの利用を希望した場合に本シス

テムを運用する。日本ステリ株式会社の九州地

区滅菌施設からドナー臓器提供病院手術室まで

の搬送を日本ステリ株式会社スタッフにより実

施し、器材使用後は日本ステリ株式会社スタッ

フによる器材回収または配送会社を利用した滅

菌施設までの返却を行うことで、移植施設から

の臓器摘出チームによる器材持参にかかる負担

を軽減する。

Ｃ．研究結果

長崎大学でのドナー臓器提供手術2例におい

て、九州地区滅菌施設から日本ステリ株式会社

による長崎大学手術室への器材搬送・搬入、移

植医による器材の使用・返却を試験的に行なっ

た。実際運用することでスタッフ間の器材の受

け渡しや使用後の器材の取扱いなどいくつかの

過程で確認すべき点が明確となった。日本ステ

リ株式会社、臓器移植ネットワークと会議を重

ね、搬入器材の受け渡しから返却までの詳細な

日本における臓器移植数が今後増加した場合、フローチャートを作成し、ドナー臓器提供病院

現状のシステムでは安定的な継続が困難であり、スタッフ、移植医、臓器移植ネットワークのス

タッフと情報共有することで実現可能と判断で

きた。

今後協力病院に対して本研究の概要・具体的な

運用方法を説明した上で九州地区全体へ運用を

拡大していく予定である。

Ｄ．考察

長崎大学でのドナー臓器提供手術 2例におけ

る器材搬送の経験から今後の九州地区全体への

展開に向けて改善すべき点が明らかとなった。

本研究により九州地区での器械・材料の搬送

システム運用が実現化し、その有効性を示すこ

とができれば、今後本システムの全国展開も期

待できる。

Ｅ．結論

今回九州地区での効率的な器械・材料の搬送

システムの確立に向け、具体的なシステム運用

法を策定した。今後、協力病院へ本研究の概要

を十分に説明したうえで九州地区での器械・材

料の搬送システム運用の実現化を目指す。

Ｆ．健康危険情報

（分担研究報告書には記入せずに、総括

研究報告書にまとめて記入）

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

原 貴信, 岡田克典, 蔵満 薫, 曽山明彦, 

佐藤雅昭, 木下 修, 伊藤孝司, 伊藤泰平, 

上野豪久, 市丸直嗣, 篠田和伸, 田倉智

之, 竹村裕介, 江川裕人, 江口 晋：臓器

研究要旨：

日本において臓器移植医療を安定的に継続していくためには、移植医の負担軽減が必要で

ある。これまで脳死下臓器提供においてはドナー臓器摘出手術に必要な器械・材料は移植医

自ら移植施設から臓器提供病院へ運搬することが多く、移植医の負担となっていた。本研究

はドナー臓器摘出に必要な器械・材料の臓器提供病院への搬送システム確立を目的として行

う。
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移植のサステナビリティ向上のための現

状調査―国内外移植施設へのアンケート

調査結果―. 移植 58巻3号：265-272,

2023

2. 学会発表

曽山明彦，原 貴信，蔵満 薫，岡田克典，

佐藤雅昭，伊藤孝司，伊藤泰平，江川裕人:

臓器移植のサステナビリティ向上のため

の国内外現状調査. 脳死・心停止下リカバ

リー環境改善委員会，第59回日本移植学会

総会，2023年9月21-23日，京都

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

該当なし

2. 実用新案登録

該当なし

3.その他

該当なし
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

分担研究報告書

院内スタッフと入院時重症患者対応メディエーターの連携に関する研究

研究分担者 黒田 泰弘 香川大学医学部救急災害医学 教授

Ａ．研究目的

院内スタッフと入院時重症患者対応メディエータ

ーの連携がさらによくなり、臓器提供患者・家族へ

の支援をより円滑にするために、ドナーコーディネ

ーターの院内連携、地域連携を主眼とし、またドナ

ーコーディネーターチームを構築できることを目的

とした養成コースを企画実行する。

Ｂ．研究方法

日本集中治療医学会の臓器提供・臓器移植検

討委員会および臓器移植検討ワーキンググルー

プでWEB会議を年５回行なった。地域ドナーコー

教え方、募集方法について検討した。

（倫理面への配慮）

教育コースの企画であり、倫理面での問題はな

いと判断する。

Ｃ．研究結果

コースは、１臓器提供の現状（講義１５分）、２臓

器提供の適応判断（講義およびグループワーク20

分）、３臓器提供を見据えた患者管理（講義および

グループワーク60分）、４患者家族ケア/臓器提供

の情報提供（講義およびグループワーク90分）、５

臓器提供決断後の患者家族ケア（講義およびグル

ープワーク45分）、６院内・地域での体制整備（講

から構成される。

今後は試行コースのトライアルにおいて委員およ

びワーキングメンバーでの内容の相互チェクを行う。

その後JOT臓器提供施設連携体制構築事業の参

加施設の受講生を対象として試行コースを行い、

コースを評価していただいてさらに内容を修正する。

その上で受講生を一般募集して本コースを運営す

る予定である。

Ｄ．考察

本プログラムの参加予定者は集中治療に関わる

多職種・多部門の医療スタッフを想定しており、こ

ディネーターチーム養成コース（新設）のコンテンツ、 れが一番重要なポイントである。研究代表者の横

田が会長で主催する第22回日本組織移植学会学

術集会（2024年8月18日）で本プログラムが紹介で

きるような機会、とくに入院時重症患者対応メディエ

ーター養成講習会で紹介し、広く周知したい。

Ｅ．結論

地域ドナーコーディネーターチーム養成コース

のコンテンツを作成し、開催準備を行なった。

Ｆ．健康危険情報

（分担研究報告書には記入せずに、総括

研究報告書にまとめて記入）

義およびグループワーク60分）、７質疑応答まとめ、 Ｇ．研究発表

研究要旨：

院内スタッフと入院時重症患者対応メディエーターの連携がさらによくなり、臓器提供患者・家族

への支援をより円滑にするために、ドナーコーディネーターの院内連携、地域連携を主眼とし、また

ドナーコーディネーターチームを構築できることを目的とした養成コースを企画した。コースは、１臓

器提供の現状（講義１５分）、２臓器提供の適応判断（講義およびグループワーク 20 分）、３臓器提

供を見据えた患者管理（講義およびグループワーク 60 分）、４患者家族ケア/臓器提供の情報提供

（講義およびグループワーク 90 分）、５臓器提供決断後の患者家族ケア（講義およびグループワー

ク 45 分）、６院内・地域での体制整備（講義およびグループワーク 60 分）、７質疑応答まとめ、から

構成される。今後は試行コースのトライアル、試行コース、を経て本コース開催とする。
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1. 論文発表

なし

2. 学会発表

・パネルディスカッション 移植医療の舞台裏

に迫る！臓器移植コーディネーターチーム

の活躍を知る. 第51回日本集中治療医学

会学術集会. 札幌 2024年3月15日

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。）

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

なし
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Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表
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研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名 論文タイトル名 書籍全体の
編集者名

書 籍 名 出版社名 出版地 出版年 ページ

横田裕行、
ほか

入院時重症患者
対応メディエー
ター養成テキス
ト

日本臨床救急
医学会教育研
修委員会入院
時重症患者対
応メディエー
ター養成小委
員会

入院時重症患者
対応メディエー
ター養成テキス
ト

へるす出版 東京 2023 全120
頁

三宅康史、
ほか

第2回入院時重症
患者対応メディ
エーター実務者
発表会報告書

三宅康史、ほか第2回入院時重症
患者対応メディ
エーター実務者
発表会報告書

厚生労働科学研
究（移植医療基盤
整備研究事業）
「臓器・組織移植
医療における医
療者の負担軽減、
環境改善に資す
る研究」（研究代
表者 横田 裕行）

2024

(5 月完成

予定)

雑誌

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年

原 貴信, 岡田克典,

蔵満 薫, 曽山明彦,

佐藤雅昭, 木下 修, 

伊藤孝司, 伊藤泰平, 

上野豪久, 市丸直嗣, 

篠田和伸, 田倉智之, 

竹村裕介, 江川裕人,

江口 晋

臓器移植のサステナビリ
ティ向上のための現状調
査―国内外移植施設への
アンケート調査結果―

移植 58巻3号 265-272 2023

三宅康史、中原康志、
鈴木恩、高橋学

座談会 社団法人日本医療メデ
ィエーター協会

(JAHM)ニューズレター

第19号 1-4 2023
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厚生労働科学研究費補助金（移植医療基盤整備研究事業）

臓器・組織移植医療における医療者の

負担軽減、環境改善に資する研究

令和 5年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 横田 裕行（日本体育大学大学院保健医療学研究科）

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1221-1
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令和 ６ 年 ３ 月 27 日 
厚生労働大臣  殿                                       

                                                                              
    
                              機関名  国士舘大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学  長 
                                                                                      
                              氏 名   佐藤 圭一       
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  移植医療基盤整備研究事業                                         

２．研究課題名  臓器・組織移植医療における医療者の負担軽減、環境改善に資する研究                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）  国士舘大学大学院・救急システム研究科・教授                                

    （氏名・フリガナ）  田中 秀治 ・ タナカ ヒデハル                               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □ 

 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 














